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第１０日目（３月１１日） 

○議   長（駒形正博君）  おはようございます。延会前に引き続き本会議を再開いた

します。 

 ただいまの出席議員数は４２名であります。これから本日の会議を開きます。 

なお、中俣誠君、葬儀のため欠席。貝瀬厚一君、通院のため欠席。高野都市計画課長、公

務出張のため午前中欠席であります。届出がでておりますのでこれを許します。 

（午前９時３０分） 

○議   長  本日の日程は一般質問とし、一般質問を続行いたします。 

質問順位１２番、議席番号３７番・木村代志夫君。 

○木村代志夫君  それでは一般質問を行います。大きく３点についてお伺いしますが、４

つの提案をした中で町長のお考えを（「市長です」の声あり）・・・失礼いたしました。市長

のお考えをお伺いいたします。 

１ 官から民へ 

まず、１点目ですが官から民へということでありますけれども、正確には公から民と言っ

たほうがいいのかもしれませんけれども、そのことについてお伺いいたします。右肩上がり

の構造は通じない時代の到来であります。地方分権の流れから南魚沼市も誕生したところで

あります。当然行政も時代にあった体質改善が必要だと思っております。まずは民間でやれ

るものは民間に任せる方向性がなければならないと考えているところであります。全国市町

村の例を拾ってみると実に沢山の公から民へあるいは官から民へという行政が行われている

ところであります。 

例をいくつか拾い上げてみたいと思います。まず岩手県田老町、ここは観光事業を民間委

託しております。それから川崎市、ここは図書館業務を民間委託しております。伊勢市、こ

こは養護老人ホームを民間委託しております。青森市、ここは保育所を民営化しております。

横浜市、ここは病院、港湾病院これを民営化をしております。佐賀市、ここは給食センター

を民営化しております。それから堺市、ここでは焼却炉これの運転管理を民間に委託をして

おります。それから久居市、ここは公用車運転業務これを民間委託をしております。等々、

非常に沢山の取り組みが実際に行われているのが現状であります。 

さらに民間の活力をということで昨日もいくつかのお話があったわけですけれども、今後

予想されるわが市の庁舎建設などにはＰＦＩ、いわゆる民間資金の活用ということでこの方

式が当然建設時には研究されるというふうに考えているところであります。 

南魚沼市もまずは保育所と給食センター、これの民間委託あるいは民営化に取り組むべき

と考えておりますが、市長のお考えを伺います。保育所、給食センターそれに続くものとし

ては、わが市の観光事業並びに運転業務などは研究の有力な分野だというふうに考えている

ところであります。 

２ 不法投棄に罰金を 

２つ目に不法投棄に罰金を、ということでお伺いいたします。大和管内の不法投棄を４年
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間厚生委員会視察で見てまいったところであります。高速道路のカルバートボックス内、焼

野大和線あるいは国道２９１あるいは下折立浦佐停線などの沿線などのほとんど決まった所

がその現場となっています。毎年だいたいの物が捨てられるというところは決まっているよ

うであります。六日町のエリアにおいてもですね、同じようなおそらく現実であろうと推察

しております。大阪府などはパトロール業務の民間委託で、早朝から夜間まで監視の強化を

図ってこの不法投棄を防止しているわけでありますが、わが南魚沼市このように非常にごく

の都会ではないというところにおいては、パト業務といってもなかなか範囲が広くて、成果

を上げるのにあまり有効ではないかなという気がします。ですので私の場合はこの市の場合

は罰金条例、これを作り抑止効果を図るということのほうが勝っていると考えているところ

であります。これにつきまして市長のご見解をお伺いいたします。 

３ 小学校の総合学習にごみの研究を、「ごみ減量化・再資源化推進宣言店」を 

次に３番目でありますが、小学校の総合学習でごみの研究を、ということであります。そ

れともう１つ関連をしますが「ごみ減量化・再資源化推進宣言店」ということでこれを指定

していただきたいということでお伺いいたします。ごみの減量化は先進国の避けて通れない

問題であります。家庭のごみは地域住民の創意工夫と意識の持ちようでかなり減らせると考

えております。かっこよく見せるための過重包装が非常に多いです。意識の転換が必要であ

ります。ごみに対する意識を高めるためには小学校のときからそれを学ぶことが成果を上げ

ると考えております。小学校の総合学習でごみの研究を取り入れるべきであります。ごみ問

題はわかっていても今までの習慣や風習のため取り組みが進まないという問題があります。

店舗や事業所を「ごみ減量化・再資源化推進宣言店」に指定して、行政、市民、事業所が一

体になった取り組みが必要であります。 

宣言店の用件として次に５点ほどあげてあります。まず１つは資源物（牛乳パック、空き

缶、トレイ）の回収を推進する店舗であること。これは現在かなりの、スーパーだとかある

いはＡコープなどでは積極的に取り組みがやられているわけであります。 

さらに２つ目として簡易包装の推進。いわゆる過重包装が、意識しておりますとまったく

目につきます。いたるところにその過重包装が感じるわけであります。これを改めるという

ことであります。 

３番目に使い捨て容器あるいは使い捨て製品の使用を減らすという努力です。 

それから４番目に買い物袋の再利用を促進する。願わくば買い物袋は自前で持っていくと

いうような考えに主婦がたっていただければ大変意識が変わってくるのではないかなという

ふうに思います。 

それから５番目に住民へのごみの減量化・再資源化の呼びかけをしていたくということで

あります。これらの用件を実践する店舗や事業所、ここを指定してはいかがでしょうかとい

うことで市長のお考えをお聞きいたします。 

○議   長  木村代志夫君の質問に対する市長の答弁を求めます。 

○市   長  おはようございます。また今日も一日よろしくお願いいたします。なかな
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か市長になれなくて不徳のいたすところだと思っております。よろしくお願いいたします。 

木村議員の質問にお答えいたします。 

１ 官から民へ 

官から民へというこのことでありますけれども行政の体質改善、これの必要性については

当然でありますけれども認識をしておりますし、今の財政状況等ご承知のとおりでありまし

ょうけれども考えたときにやはり行政もこのマネージメントに真剣に取り組む、これはもう

前から言われていることでありますがこの合併を機にまた一生懸命取り組まなければならな

いというふうに痛感をいたしております。今年度は行政評価の施行を通じましてこのシステ

ム構築に取り組みたいというふうに思っておりますので、ご指摘の民間でやれるものは民間

へ、この方向性がだせるものだというふうに思っております。今現在、先ほどちょっとおっ

しゃっていただきました公用車の運転業務等は民間委託という部分でありますし、水道業務

につきましても広域水道の部分は相当が民間委託をやっているという、これからまだまだそ

の方向を進めなければならないと思っておりますけれども、そういう状況でもあります。 

具体的にご指摘いただきました保育園と給食センターのことでありますけれども、保育園

につきましては今後、今年といいますか今年度も５名の保育士さんが退職をされると。今後

大幅な職員の退職が始まってくるわけでありまして、この対応については早急に検討、今検

討を進めているところでありますが今年度退職される５名分については当分補充しないとい

う考え方であります。施設の老朽化あるいは統合による効率化、こういうことも踏まえなが

ら平成１８年度にこの上町の保育所の建替を計画しているわけでありますけれども、この部

分につきましては今、上町側といいますか西泉田にめぐみ野保育所というのがございますけ

れども、これは公設民営であります。上町保育所もそういう方向で取り組みたいということ

で職員の補充をしないという方向、一応決めたところであります。 

すべてが何といいますか民営でやれるかということになりますとなかなか難しい面もあり

ますので、保育所関係については公設民営を極力推進をしていきたいという考え方でありま

すのでまた今後ともご指導お願いしたいと思っております。 

この給食センターの件でありますけれどもご承知のように塩沢町が合併をする。塩沢町さ

んにつきましては自校方式を継続するということで合併協議が進んでいるわけでありまして、

これらを考えますとなかなか簡単に、じゃあ給食センター業務をすぐ民営化かというところ

にはまいりませんけれども、今でも配送業務とかですね、そういう部分については一部民営

化的なことをやっております。ですのでそういうことを含めながら、民間でやって問題のな

いところ、民間でやれるところにつきましてはやはり民営化を進めるのがこれからの行政の

あり方だというふうに考えておりますのでまたご指導をお願いいたしたいと思っております。 

２ 不法投棄に罰金を 

不法投棄に罰金をということでありますが、この不法投棄につきましては、なかなか実行

があがらんといいますか、呼びかけはやっているんですけれども実行があがりません。で、

場所につきましても議員ご指摘のように、こう固定化しているといいますかもう捨てる場所
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が決まっているというような部分がありまして、そのためにそのままにしておきますとまた

そこにごみがたまるということで市のほうで一生懸命、見つければ回収をし、見つければ回

収をしということですが、いたちごっご的な部分もあって本当に苦慮しているところであり

ます。 

罰金につきましては、これは廃棄物処理法にもう本法にうたわれてありますのでこちらで

わざわざ何といいますか条例化して罰金条項を設けるということは何といいますかいらない

という、上位法でもうその罰金の制度がありますので、それを運用すればいいということだ

と思っております。ですのでその罰金についての条例制定は特に今考えておりません。環境

指導員そして地域の皆さん方ときちんとした連携をとりながら今後もその不法投棄の減少―

―絶滅したいわけですけれども――に取り組んでまいりますのでまたよろしくお願い申し上

げます。 

３ 小学校の総合学習にごみの研究を、「ごみ減量化・再資源化推進宣言店」を 

この小学校の総合学習にごみの研究を、という学校の部分については後ほど教育長に答弁

させます。一般的なこのごみ減量化・再資源化の宣言推進店ということでありまして、今、

この市内のスーパーを中心にマイバック持参者に買い物時のポイント加算などの特典制度を

設けている店もある。また買い物袋を持参した場合には加算制度を設けて減量に取り組んで

いる店もありますが、いろいろ調査をしましたが残念ながらやはり固定化していると。もう

持っていく人が固定化しつつあるということで非常にまた苦慮しております。その割合は非

常にまだ少ないということであります。 

議員おっしゃったようにそういう部分で宣言店を、ということでありますけれども、これ

は店舗・事業所この皆さん方と協議をして検討をしてみたいと思っております。 

それともう一つは今、広域でごみの処理をやっている。溶融炉が建設をされまして当時ご

承知のようにもう何でもいいと、何でもとにかく溶融してしまうというような部分が非常に

強調されましたので、特に六日町地域については発泡スチロールとかですね、ここにおっし

ゃったトレイ、こういうものが燃焼効果、熱効果が非常に高いということで、そういうもの

も食品残渣と一緒に入れて出してくれということを１回指導してしまった。ですのでいわゆ

る食品の本当に堆肥化されるような部分と、紙やそういう部分ですね、それを全然分けない

でもうやっている部分が非常に強いんです。これをやはりある程度また徐々に分別をきちん

とやってもらうような方向に変えていかないと、減量化もできませんし、焼却炉も非常に損

傷が激しいということがわかってまいりましたので、その辺はまた広域の中で検討をすすめ

なきゃならんということだと思っております。 

また一部自治体ではごみの料金を値上げをしてそれでそのごみを減らすという方法をとっ

ているところもありますが、今まだ私どもが料金値上げに触れる部分ではありませんけれど

も、有効であればやはりそういう手段も考えながらとにかくごみを減らすと。これは本当に

大変なことでありますのでそういう方向も模索しながら、減量化に一生懸命取り組んでいき

たいと思っておりますので、またそれぞれご指導をお願いいたします。 
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では学校の件につきましては教育長から答弁させます。 

○教 育 長  それでは学校の総合学習に関連した部分について、私のほうから答弁をさ

せていただきます。 

３ 小学校の総合学習にごみの研究を、「ごみ減量化・再資源化推進宣言店」を 

今現在におきましても学校では各教科でもごみの問題は取り扱ってございます。また学校

によっては廃品回収というふうなことでの――これは一つには資源化するということともう

一つはそのことによって学校で自前の活動資金を得ようという両方の目的があるかと思いま

すけれども、いずれにいたしましても学校でもすでにそういった取り組みはされております。 

それから昨日、これは結局私は知らなかったことでありましたが、昨日の遠山議員の質問

にあった「新潟スクールエコ運動」というふうなことが実施されておりまして、これに昨日

答弁いたしましたように、すべての学校が何らかのかたちで取り組んできたという経過もあ

ります。そこでこの「新潟スクールエコ運動」というのがどんなもんだったかということを、

たまたまた知る機会がありましたのでそのことについてちょっと触れてみたいんであります。

１つには教室の照明、電気であります。これをいらないところはこまめに切るとか、あるい

は水道の水の無駄遣いをなくすとか、あるいは学校から出る古紙、牛乳パック等々のたぐい

を資源としてリサイクルするとか、というふうな環境問題についての取り組みであります。

こんなふうなことで環境問題に取り組んでおりますし、また環境問題で取り組みますとどう

してもごみの話、ことも触れてくるわけでございます。 

それからもう１つでありますが、今現在の総合的な学習の取り組まれ方でございますけれ

ども、昨日もちょっと話題になりましたが、まず地域のその自然、地域の特産物、そういっ

たものに対する研究が一番多いんでありますけれども、それに続いては環境問題への取り組

みであります。そういう中でごみについても勉強しておるという部分がございます。 

それでこの肝心の総合的な学習の時間にごみについての研究をさせればどうかというご提

案でございますけれども、ここではちょっとやりずらいな、というのが私から申し上げたい

結論であります。一つにはこの総合的学習というのが昨日も再三申し上げましたとおり、子

供たちが自ら自分の課題を見つけて自分たちで取り組むという、これが目的になってござい

ます。で、このごみの問題といいますものが、今ほど市長の答弁にありましたように各自治

体あるいは各そのごみの処理施設によって、ごみの分け方というものが極めて異なっている

という部分がございます。したがいまして何といいますか、この一つの学校が存在している

地域においてはこういう分け方、隣の学校へいくとこういう分け方、というふうに変わって

まいりますものですから、なかなかその総合的学習でごみを専門的に取り上げるというのは

難しいかなと、こんなふうに思っているところであります。 

子供たちの自ら課題を見つけるという部分に戻りますけれども、子供たちの課題として何

を取り上げるのが一番いいかということにつきましては、子供たちのことを一番よく知って

いる学校にお任せをいただければありがたいなと、こんなふうに思っております。もちろん

最初に申し上げましたように、ごみの問題についても学校がすでに取り組んでいるというこ
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とを前提にしての話でありますが、そんなところでよろしくお願いいたします。 

○木村代志夫君  １ 官から民へ 

市長の答弁で民営化というものについては、しっかり頭の中に入っておられてこれから順

次ができるところから民営化していきたいと、いくつもりだというような気持ちが伝わって

まいりました。で、いいことだなと思っているわけであります。それでぜひそういう方向で

取り組みをいただきたいわけでありますけれども、今どなたも議員はほとんどがそうだと思

うんですけれども、インターネットというようなあれを使えば、実例が非常に豊富に、もう

まったく新しい取り組みをしようということではなくて、もうその取り組みをして成果が上

がっているというかなりしっかりとしたデーターも簡単に入手できるという時代になったわ

けです。ですのでかなり勇気を持ってどんどん推し進めていくことが、これがまたこの私ど

もが合併を強力に進めた、合併をやらなくちゃならないんだということを住民に訴えたその

一つの流れだと、一貫した流れであるというふうに考えているわけでありますので、ぜひそ

うしていただきたいと思います。 

 それから私も今、市長の答弁の中にありました私立の公設民営といいますか、保育所がど

うなっているのかなという点で簡単な資料を担当課からいただいたわけです。見ると明らか

に、詳しい内容は私はようわからないんですけれどもこのデーターがあって、数字だけ見ま

すと、定員が９０名のところを９８名という入所になっております。市が運営している幼稚

園とか保育所、これは幼稚園は特に低い、５０パーセント台くらいですね充足率が。保育園

にしても、だいたい８０パーセントとかそういうくらいの充足率になっているわけですけれ

ども、こういうのをとってもやはりどこか違うのではないかなという気がします。 

それからこれからは非常に日が昇ったら朝、目を覚ましてそして日が沈んだら家へ入って

そして寝るという時代はもうとうの昔に終わってしまって、２４時間が働きの場であると。

皆さんそれぞれの時間帯で働かなくてはならない時代が到来しているということであります。

そうなってきますと益々その保育の時間、預ける時間帯への要望が非常に千差万別、決まっ

た朝８時半から５時までというような枠の中で収まらない時代がもうすぐそこに来ていると

いうことであります。そういったときには公立で保育園を運営した場合にはなかなかそうい

った融通がきかないし、夜中にじゃあひとつ保育を預かるようなことになったら、なかなか

それに対応できないだろうという気がします。またちょっとした年度当初に申し込みをしな

くても年度途中から職業が変わった、あるいはいろいろな事情によって延長保育をお願いし

たいとか、そういった問題が出たときに意外と私立であると融通がきくんではないかという

気がします。それでたった今どうこうはないんでしょうけれども、いずれにしましても今、

市長の答弁にあったように、来年からやるぞと言ってすぐやれるような代物じゃなくて、や

はり段階的にこれはやってかなくてはいけないということでありますので、今余計なことを

言ってようでもありますけれども、ぜひ一つ強力に、今言ったようなことが考えられますの

でこれからも、推し進めていっていただきたいというふうに思っているところであります。 

 それから給食センターですけれども、これは何と言ってもコストの制限だと思います。こ
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れはメニューの内容、いわゆる調理の内容にもよるから一概に比べることはできないのです

けれども、私どものこの市では給食センターの１食あたりの単価ということになりますと、

４１１円、あるいは４５０円という値段になっているわけでありますけれども、民間でやっ

た場合にですね、１食あたり８０円なんてところも実はあるんです。ですからもう圧倒的に

何が違うのか、私もよくはわかりませんけれどもあきらかにコストは下がる、ということは

言えるだろうというふうに考えているわけであります。 

ただあまりにも利益追求をやるために、手抜き、儲け本位になって非常に栄養のバランス

だとか、食への安全というのが失われてはならないわけですので。ただ安ければいいという

ことはまた言えないわけでありますけれども、これにつきましても先ほど申し上げたように

実際にそれを取り組んで、そして一定の成果を上げているという所があるわけですのでそう

いったところを参考にしながら、やっぱし勇気を持って取り組みをしていく。 

ただ全面的にすぐにこれもできるかどうかわからない、すぐできるような代物ではないで

すので、段階的にステップアップしていくのも１つの手法かな、というふうに考えていると

ころであります。これにつきましては特別答弁は求めませんが、市長の方で何かあればぜひ

何か付け加えて答弁をいただきたいと思っております。 

２ 不法投棄に罰金を 

それからごみの問題ですけれども、これは市長は「上位法があるので」ということなんで

すが、そしたら私は問題にしたいのは、同じ所に捨てられているということは市長も認識は

一緒なわけですけれども、それを片付けるわけですよね。そしてまたそこへ捨てられている

わけですから、これが対策が取れないというのもおかしな話だなというふうに思っているわ

けですよね。で、罰金は作らなくても作らない中で対策がとれて、地域住民がそういったも

のについて非常に不快感を持って、人間的にもそうしたことが恥ずかしいというような地域

になれば、それは減っていくわけですけれども、まあ当面はそこまで行かないということで

ありますので。もしそうであれば場所が不特定でないわけですから監視もしやすいわけです

けれども、何かそこらあたりはやっぱりできるんじゃないかな、という気が私はしているん

ですけれども。 

なかなか減らなくて困っているなんていうことでしていったんでは、だんだん悪質になっ

ていく。私が一番悪質だと思うのは焼野大和線があるんですけれども、あそこは下が崖にな

っているようなところがあります。それで車の通りも最近は多いんですけれども、夜中にな

ればなくなるわけです。そういうところから崖の下に落とすわけですから、なかなか道を走

っている分にはわからない。でも下の道路があってそこへ行くと、そこへみんなテレビだと

かなんてことはないバラバラとみな落とされているというのが実態なんです。何とかしない

とどんどん今後そういうことがこう広がってきたのでは、非常に市としてのイメージの問題

だというふうに考えます。そういう意味で根本からなおすにはやはり小学校のときから、ご

みというものに対しての恥ずかしさ、これを出すことの恥ずかしさ、そういったものを捨て

る責任感、そういったやはり基本的なものを子供のときに養うというのが一番根本的なこの
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解決策だと思っているわけですけれども。その子たちが大人になるまでまだ当分かかります

ので、やはりその間なんとかすべきだろうというふうに思います。 

３ 小学校の総合学習にごみの研究を、「ごみ減量化・再資源化推進宣言店」を 

最後、学校の話ですけれども、今教育長からお話をいただきました。教育長はまだ就任し

て日がないということでですね、ごくのすべてを掌握しているということじゃないと思って

私も答弁を聞いているわけです。ごみの研究、ごみの問題に取り組んでいるとはいっても、

廃品回収をしているのがごみの問題に取り組んでいることだと思ったら大間違いだと私は思

っているわけです。ごみを出した、ごみはどういうふうな害を地球上にあたえるのか、人間

にあたえるのか、いかに恥ずかしい行為なのか、ごみを出すということは。そういうことに

つながる研究を学んでいかないと、廃品回収してその金で図書を買ったとか、それは我々の

時代にもそういうことはそのやったような記憶があるんですけれども。そういう経済の何と

いうか、勉強じゃなくて、ごみということがいかにこの基本的な自分たちの注意することに

よって開けるのか、ということを学ぶと、実感する、実体験するということがとても大切だ

と思うんです。 

皆さんもご存知のようにヨーロッパとわが国を比べれば――まあヨーロッパ全部とは言い

ませんけれどもドイツなんかその最先端をいっているわけですけれども――そういったごみ

の対応、分別一つとってみてもまったく違うんですね。１０年以上遅れているといってもま

あ間違いないと思うんです。１つの例で、これは私がテレビか何かで今から３、４年前に見

た記憶があるんですけれども、ある小学校でごみの研究をさせたと。そしたら各クラス１つ

ずつごみ箱が置いてあった、そのときですよ。それが今では学校で１つのごみ箱があれば用

が足りるようになったと、そういう実例があるんですね。なぜか。１つの例で言えば、家庭

でお母さんから作ってもらった弁当を持ってくる。その中にはごみは１つも残らないんだと、

ごみは入れないんだ、食べるものしか入れてこない。そういうことが１つの例ですけれども、

幾多もあるんですけれども。そういうようなことでそういうことへ向かっての勉強、これが

非常に大事であります。それで総合学習では、今そういうことはやらないんだと。これは個

人個人が考えてやる。じゃあどこでやるのか。これをどこでやるのか、それをひとつお伺い

したいと思います。 

それからごみ減量化の再資源化推進宣言店、これはこれから事業所なりスーパー、そうい

ったところと協議をしてみるというお話なんですけれども、だいたいそういった答弁が返っ

てきた時は、それがそのままで終わりになるというのが今までの常なんですが。 

これは例えば、私は６日の日曜日に結婚式に行って引き出物をいただいてきました。今は

やりのそのカタログをもらってきたわけですけれども、そのカタログ非常に立派なカタログ

なんですね。そのカタログが足で踏んづけても壊れないような丈夫な立派な箱に入っておっ

たわけですけれども、カタログ自体がもうきれいなあれになっていてしっかりしたカバーが

ついているのに、その上そんな箱に入っていると。何が入っているかわからなかったんです

けれども。そしてそれをカラーの色つきの箱にですので包装紙になんて包まない方がかえっ
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てきれいなのに、包装紙で包んでその上に今度はのし紙がかけてあるわけですよ。これです

ねちょっとよく考えてもらわないとならないのはここなんですよ。これは皆さんがかなりわ

かっているんですね、こんなんはよくないんだとわかっているんだけれども、主催者として

は失礼のないようにということで、そういうことをやりたがる。今度はお店のほうはどうか

というとお客さんから言われれば私たちもなんと言ってみようもないと。こういう悪循環が、

この問題にはあるんですね。ですのでこれをどこで絶つかというと、みんなで手をつないで

やればお店、店舗も怖くないわけです。どの店もそういうことを宣言するのがこれからの環

境問題に協力しているんだと。ちょうどいい具合に京都議定書も、ここで皆さんが新聞で読

んで知っているわけですので、こういう時期は非常にタイミングがいいんですよ。で、そう

いう時期にそういったスーパーとか店舗から協力していただく。あるいはそれをまた消費者

に理解してもらうようにわれわれも行政も宣伝してやる、協力してやるというような取り組

みをやるべき時期がきているんではないかな、というふうな気がするわけです。ですから難

しさもわかるんですけれども、なんとか取り組むべきではないかなという気がします。 

ちなみに、私、九日町という集落ですけれども１年前からセンターの自分たちで出したご

みは、全部自分たちで持って帰ってくれと。タバコの吸殻一つも、もうセンターにはごみは

ないんだと。自分たちが会議をしてタバコを吸い、それを全部袋に詰めて出した人が持って

帰るということが行われています。ですのでそういった感じの理解が深まっていることは確

かですので、ここらあたりでそういった指定店というか、なんかエコマークのようなものを

ちゃんと玄関先に貼っていけば、包装も過剰にはしないんだ、どうぞご理解くださいという

ような働きかけ、あるいはぜひその協議の中でお話していただきたいと考えるわけです。今

一度市長の心意気をお伺いしたいと思います。 

○市   長  再質問にお答えいたします。 

１ 官から民へ 

この保育所の・・・今度は保育園ですね、保育園の関係ですけれども今、充足率といいま

すかこれは毎年そういうことでありまして、ご承知のように子供の保育については自治体が

責任を持って措置するということになっております。民間の部分といいますか、そういうと

ころにやはりにある程度充足率をおかないと経営が成り立たないというそういう部分もあり

まして、そういう要因も一つあるんです。（「誘導だね」の声あり）誘導ということじゃあり

ませんけれども、ある程度そこをまずいっぱいにしてそれからということです。まあ希望も

いっぱいあります。確かにそれぞれ独自の工夫をこらして保育をやっていらっしゃいますの

で、そういう面で評価が高いのかもわかりませんが、決して市営の保育園も評価が低いわけ

ではありませんので、ぜひとも市営のほうにもおいでいただきたいわけですけれども、そう

いう事情があります。ですので結局市営のほうが充足率がこうほとんど低くなっているとい

う、そういう事情もご理解をいただいて極力、民営化したからよくなった、公でやっている

のは非常にまずいんだ、ということのないような訓練、そして指導をしていきたいと思って

おりますのでまたよろしくお願いいたします。 
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２４時間化、これは本当に昨日の眠らない子とまったく逆行するわけですけれども、現実

としてそういう問題がありますので、これらも今、これは六日町では民間のほうで対応して

いただいておりますけれども、これは措置義務がない部分でありますので非常に市としては

やりづらい。ですからそういう部分をある程度また民間でやってもらえればこれは本当にあ

りがたいことだと思っております。そういうことも視野に入れながら民営化をどうするべき

かということを考えていきたいと思っております。 

２ 不法投棄に罰金を 

ごみは、これは本当に困るんですね。夜中の２時、３時までついているというわけにはい

きませんし、やはり捨てる方はそのいないときを見計らって捨てていくものですから。結局、

例えばそこの現場を押さえられれば、先ほど言いました上位法の罰金もありますし、それぞ

れ処罰ができるわけですけれども、押さえられないんです。環境監視委員の皆さんや地域の

皆さんにお願いをして、まあまあ見張ってもらったり異変に気がついたらすぐに連絡してく

れということにはなっているわけですが、なかなかそういうことを実行する方は非常にある

意味では頭がよくてですね人のいないところ、見つからないようなところをめがけ、めがけ

やるということでありまして、最終的にはモラルと。それでおっしゃったように子供の頃か

ら、そういうことはしてはいけないんだという部分を、教育の中できちんとやっているとい

うことは本当に大事なことだと思っておりますので、教育委員会とまた協力をしながらそう

いうことの慣用に努めてまいりたいと思っております。 

「検討する」ということは昔はそうでしたね、検討する、前向きに、とかというときはだ

いたいやらないんだと。あれは国会の方が悪いわけですけれども、私どもはそういうことで

はありませんで検討するといえばちゃんと検討をします。ただ、その結果がよくでるか悪く

でるか、これはまだわかりませんけれども、担当課のほうできちんと協議をして、極力議員

のおっしゃったような方向を見出せるように努力させていただきますのでよろしくお願いい

たします。 

１ 官から民へ 

あと給食センターの件ですけれども今、先ほどちょっと触れましたが現在の大和・六日町

の学校給食センターでは、主食これはパン加工・炊飯・麺、これは全部民間委託であります。

それから六日町の給食センターでは先ほどちょっと触れましたが配送業務についても民間に

お願いをしていると。これ以上どこまで踏み込めるかという部分はこれからの検討課題とい

うことですのでよろしくお願い申し上げます。それでよかったですかね。よろしくお願いい

たします。 

○教 育 長  ３ 小学校の総合学習にごみの研究を、「ごみ減量化・再資源化推進宣言店」

を 

先ほどの答弁で言葉が足りませんで大変恐縮でございました。学校でごみの研究をしなく

ていいというつもりで申し上げたのではまったくございません。現在でも例えば理科ですと

か生活科ですとかという教科の中でもごみのことについては教育・指導しております。また
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ご指摘のようにごみを捨てるというふうなことがいかに恥ずかしいことであるかということ

につきましても、さらに指導・研究をしていただくよう、要請をしてまいりたいと思います。

ただ先ほど私が申し上げましたのは、総合的学習の時間でこれに取り組むところについては

ちょっと難しいかな、というふうなことの意味合いで申し上げましたのですが、言葉が足り

ませんで大変恐縮でございました。 

今後ともごみを減らすあるいは自分の出したごみは自分で責任をもって持ち帰って始末を

する、というふうなことにつきましては子供たちにもきちんと指導を徹底してまいりたいと、

このように考えているところであります。 

○木村代志夫君  ３ 小学校の総合学習にごみの研究を、「ごみ減量化・再資源化推進宣言

店」を 

やらないつもりだったんですけれども、教育長、どうも私の言っている気持ちがこう伝わ

らないというかですね。例えば理科の時間にごみの勉強をしているんだと、その程度じゃ駄

目なんですよ。１年間通してあるいは３年間通してこれをやると、またそれだけの内容があ

るんですよね。それでミミズを子供たちに飼わせて、これは１つ環境の非常にいい勉強にな

ると言われているんです。そういうようにちゃかちゃかと取り組めるようなこと、あるいは

やったようなことでは身につかないんですよ、このごみに対する精神が。ですのでそこを考

えてもらいたいんです。総合学習ではできないと言っていますけれども、私は本当にそうか

なという気がしますよ。それは総合学習以外でやる、どうもどこかでやるつもりが頭の中に

さっきの答弁の中にあったようですから私、深く聞かなかったんですけれども。どうも今言

う、ほかにそれを学ぶあるいは勉強する時間がないような感じですね。そうなってくると、

これを総合学習の中に取り込んでやるべきだろうというふうに思います。くどく言ってもし

ょうがないんですけれども、私が言いたいのは総合学習が一番いいんではないかという気が

しているので、これは絶対駄目なのかどういうのか、不可能なのか。最後にお聞きします。 

○教 育 長  ３ 小学校の総合学習にごみの研究を、「ごみ減量化・再資源化推進宣言店」

を 

私が一番申し上げたいことは、この総合的学習の時間で何に取り組むかは学校にお任せを

いただきたいということなんであります。学校サイドでこのごみのことを集中的にやろうと

いう判断になれば、そのようにやっていただきたいと思いますし、そのほかにもやりたいこ

と、やらせたいことがいっぱいあって、そっちのほうを優先したいんだということになった

ら、そのようにさせていただきたいと。そういうことでございます。 

○木村代志夫君  終わります。 

○議   長  以上で木村代志夫君の質問を終わります。 

 質問順位１３番、議席番号１５番・中沢俊一君の質問を許します。 

○中沢俊一君  少子化解消に新市の独自策創設せよ 

今回は１項目のみ通告をいたしておりました。少子化ということであります。ただ非常に

奥が深いものですから今回どうも準備が足りませんので、要領を得た質問ができるかどうか
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わかりませんけれども、少子化解消に南魚沼市の独自の策を作れということで質問をさせて

いただきます。 

ご存知のように少子化が進むともちろん経済が力を失います。高齢者が増えるわけですか

ら年金をはじめ福祉の財源が非常に膨らんでくる。また税収が上がらない。これに私が常に

申しますように学力の低下による、または産業の低下が加わると本当に国も地方自治体も経

営が成り立っていかないとこういう実例になることはもう目に見えているわけでありますけ

れども。 

市長は旧六日町町長これに就任してからまもなく２年を迎えるわけですけれども、どうも

私どもにはこの井口カラー、この少子化に対する井口カラーというこの指示がよく見えてま

いりません。子育ての現場をどうとらえてこの情報を集めておられるか。またマスメディア

を始めどういうまた情報を選んだ中で、そういう担当課に指示を出しているのか。あるいは

またこういう議会でのわれわれの提言をどう生かしていくつもりなのか。これについて伺い

たいと思っております。 

 昨年、厚生労働省が発表をしたわが国の合計特殊出生率１.２９。ついに１.３の大台を割

ったということで非常に大きな衝撃がありました。折りしも国会では年金改革法案、これの

成立がほぼ決まった段階でしたものですから、これは国がわざとこの１.２９という数字を遅

らせて発表したんじゃないかというような憶測まで飛びました。 

先ごろ市内の中学校で一斉に卒業式が行われました。私も母校に行ってきたわけでありま

すが今回の卒業生は５３名。これが来年には３８名に――これは一時的な現象らしいですけ

れども――急減をすると。ちょうど私の学年が４０年前でしたものですからこの頃と比べま

すと私の同級生は１６７名卒業をしました。実に今年の３倍以上、来年の４倍以上でありま

す。手元にこの２月に県が作ったという子育て支援の行動計画、この案があります。これは

今年の４月から施行されるという国の次世代育成支援対策推進法、この実施に向けて作られ

たものだそうであります。これによりますと県の出生率は国の平均よりもかろうじて０.０５

ポイント上回っておりまして、１コンマ３４。これは全国２１位だそうであります。 

さて、昨年の末に日本経済新聞社がおこなったアンケートでも、回答者の実に９０パーセ

ントが年金の破たん、これを予測しておりました。またさらにびっくりしたんですけれど、

もし日本経済が弱くなったらなんと海外に移住すると答えた人が２０パーセントいました。

２０パーセントいたんですよ。まさに日本が見捨てられる、そういう時代がほおっておくと

確実に来るということになります。国の試算によれば日本人口は来年のおよそ１億２,７４４

万人あまり、これをピークに減り始めましてやや甘い少子化予測でも２０５０年には１億人

前後。それから予測されるまあまあ現実的な見方によれば今よりも２０パーセントあまり減

って３,５００万人あまり減るんですけれども、９,２０３万人。高齢化率は４０パーセント

に迫っております。これに先ほどのアンケートにあったような海外逃避組が加われば、もう

これは国としての存続をなさない、こういう危ない事態が予測されております。まもなくす

ると海外から援助を仰がなければならない、そうした年寄りの国になってしまう。そんなこ
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とも私は予想をしているわけであります。 

ところでわが南魚沼郡、旧郡ですけどもこの県内でも少子化の現状はどうなのでしょうか。

市の保育課からいただいた資料がここにございますのでちょっと過去１０数年の出生率の動

きを端折り端折りですが４つの町について述べてみたいと思います。すみません、資料を自

席に置いてきました。再質問の際に改めて紹介させていただきますが、要は平成３年、塩沢

町が２を越しておりましてあとは１.９台。だいたい横並びでほかの３町がおりました。平成

７年、六日町が２.０５くらいでしたかねこれは県内の市町村の中でおそらく出生率トップを

占めた時期であります。あとは一貫して塩沢町と六日町が交互にこうトップを入れ替え、ト

ップといいますかこの南魚沼圏内でのこうトップを入れ替わる時期が２、３年続きまして、

あとはほぼ一貫して六日町が１.７～１.８のところでこう推移しております。それに去年の

出生率が六日町のみが１.６９。あとの３町は１.３台であります。これが現状であります。 

市長が生まれたのは、いわゆる戦後の団塊の世代、一番ベビーブームの中で人口が多かっ

た時代でありまして、私も団塊より１年遅れの昭和２５年生まれですからややそれに順ずる

年代であります。この団塊世代の子供たち、つまり団塊２世といわれる子供たちの今、年代

がおよそ３０歳をこうはさんだ３０歳前半でしょうかね、これがピークになっているわけで

あります。この人たちが子供を生み育てる能力が今一番高い。今この世代にアピールできな

い自治体というのは、これはもうその子育て次世代育成のチャンスをつぶしてしまう。ベビ

ーブーム、第３次のベビーブームを作ることができずに衰退してしまうと言われているわけ

であります。当然です。あと数年で一番子作り子育ての力をもった世代が、特に女性がいな

くなるわけですから。文字通り最後のチャンスでありますからこの時期に向けて・・・やは

りですよ、西洋のことわざにもチャンスは前髪をつかめと。ほかの人たちがもたもたしてい

る間にちゃんと前髪をつかんでこっちにチャンスを引っ張って来い。チャンスの女神たちが

まだこうしているんだから、ここで残された時間が少ないんですから、これから私がちょっ

と自分なりの私見を述べていますけれども、３点についてどういうふうに市長がとらえてお

られるか。 

当然いずれも予算を伴うものであります。ただし、かたちに現れない予算といいながらこ

れがただの要は経常的な経費とみるか、あるいは将来この南魚沼市を筋肉質の体質に持って

いく、そういう市に対しての投資とみるか。どうしても合併効果というとその職員の数、や

はり議員の数、市長の数、そういうところからのその贅肉をとることだけに意が注がれる、

住民もそれを期待する面が多いわけですけれども。こうした前向きの特に子育て支援という

か何といいますかね、こういう市の５０年、１００年先のことを作っていくと、こういう答

申。これも合併効果としてぜひ、形として表して欲しいとこう思っているわけです。 

さてその一つの例としまして出産祝金。いわゆるベビー・ボーナスといわれる出産に関す

るあるいは子育てに関する公共事業体の、公共の支援金の一部でありますけれども。わが国

ではバブル期を中心にこの出産祝金が結構横行しました。過疎の村で２０万円、３０万円、

５０万円あるいは１００万円という祝い金を出した小さな村もありました。ところがことご
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とく大半が効果がなかったということで打ち切られております。ただし、これはただ、なん

といいますかこの祝い金だけで呼び水になるわけもありません。そういう過疎の村、過疎の

町はほかのその子育て支援の、例えば職場であるとか住宅であるとか、あるいは農村の風土

であるとか。そういうことが子育てに向いていなかったから結果として出てこなかった。例

を挙げればやはりその北欧の国々あるいは今、日本と同じく非常にその急激に少子化が進ん

でいる韓国、台湾、香港、シンガポールこういう国、特にシンガポールあたりでは大変多く

のこの出産に関するボーナスを出しております。スウェーデンでは、日本円に換算して子供

１人当り月額１万５,０００円。フィリピンでは約１万円。スウェーデンの場合は１６年間、

シンガポールの場合は６年間ということでありますが、こういう例がございました。そして

確実に成果を上げていますね。これはいろんなその施策と結び合わせた中でのことですから

市長もよくご存知だと思います。 

さて、南魚沼市は大和町、旧大和町の制度を合併後、引き継ぐかたち。これは本当に合併

効果を、私は期待しております。この出産祝金が残されました。第３子が１０万円、第４子

以降が２０万円であります。これは一時金というかたちで支給されるわけでありますけれど

も、平成１７年度の予算案でも１,０５０万円これが盛られております。しかしながらこれは

少子化への投資としては、私から見ればあまりにもやっぱ少なすぎますし、かつ遅すぎます。

私、今日は見てこなかったんですけれども日報に経済同友会のこう指針としまして、一人当

たり一律４０万円は支給すべきだと、こういう提言があったように聞いております。今、１

回の出産にかかる費用は一説によれば４０万円、こういわれております。国から支給されれ

る出産一時金は一律３０万円。つまり１人につき１０万円家計から持ち出しながら子供を産

んでいるわけであります。少子化に本気で対応するのであれば、まず２人目から少なくても

これに出産時の赤字額くらいは、市が埋めてやる、こういう姿勢がなければなかなかほかの

自治体に先んじた少子化は、私は進まないと思っております。 

試しに去年の大和町、六日町の出産状況ですね、担当課から資料をいただきました。第１

子が１９９件、第２子１５５件、３子が５７件、４子以降が７件。こうなっているそうであ

ります。そして平成１６年度の２月末、第１子は１９２人ですからまあまあほぼ去年と同じ

程度の出産が見込めます。ただし、第２子、去年１５５件だったのがこの２月末１２６人し

かありません。第３子が４８人、４子以降がちょっと増えて９人あるわけですけれども、要

は第２子以降がなかなか伸びてこない。ここにやはり私は力を入れていくべきだと思ってお

ります。仮に、仮にですよこの２人目にさっきの４０万円かかるところの３０万円の支給で

ありますから足りない１０万円を補給したと。３人目に思い切って３０万円を支給したと。

４人目以降は５０万円を支給したというかたちで、仮にですねこれが１０パーセント内外、

１０パーセント以上出生率が伸びたとした場合、計算してみても現行よりも約３,０００万円

上乗せさせれば、足してみても４,０９０万円にしかなりません。しかということはちょっと

私、言いすぎですけれども、今よりも３,０００万円上乗せすればこの有効な私は出産の奨励

には結びつく一つの要素になるのではないかと思っております。 
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２点目としまして「住宅切符」。住宅切符の配布による子育て世代への家賃補助ということ

であげておきました。いろんな少子化の要因がございます。ございますが、一つにはこの南

魚沼市に限ってみれば、その農村の嫁不足。これはもう私が子供の頃から言われておりまし

た。４０～５０年言われ続けている言葉であります。やっぱり現実にみまして、その人口は

減っているけどもその世帯の数は伸びている。やっぱり親との別居が進んでいるわけであり

ます。それは３世代、４世代同居でかわるがわるこの子育てのこの地への循環がなされてい

けば、それは理想ではありましょう。しかしながら現実はこうであると。これに対処しなけ

れば有効な支援策は浮かんでこないと私は思っております。やっぱり子育ての世代が、自由

な環境で自分たちのライフスタイルを作り上げながら子供を育てるということで作り上げな

がら、安い住宅を提供された中で生きていくという環境、これに私は力を入れるべきだと思

っております。もちろん、所得やあるいは資産、これに一定の基準を設定した上で民間のア

パート、これの割引切符を市が支給をすると。 

私もこの新市になってきましてから公営住宅の選考委員に登録されました。で、先般第１

回のその選考委員会がございました。いろんな今までのその経過を聞いてみると、やっぱり

母子所帯これが優先的にどうも決まってしまうと。１５倍、２０倍というその高い倍率の中

でどうしてもその子育ての一生懸命夫婦が小さい子供たちをこれから作っていく、産んでい

くという世帯には番が回ってこないんです。これは上智大学の山崎福寿さんというまだ若い

教授ですけれども、公営住宅というのはもう法律的によろしくないし、まずお金がかかると

いうことと公平性がなかなか保たれない。ですから思い切ってこういう世代には、今言った

住宅切符、民間アパートの割引切符をある基準によって配布をする。そうした中で支援をし

ていったほうが、私から見れば当然子育て支援にはつながる。より多くの子育て世代をより

公平に作っていけると、そう思っております。これについての市長の見解もまた求めたいと

ころであります。 

３番目としまして職場への「子育て条例」これを提示して協力要請をして欲しいというこ

とであります。この少子化対策についてはこの環境整備に、最近はやっぱり２つの何といい

ますかその見方に大きく分かれてきているように私は感じます。一つは女衆があんまり自由

になりすぎて楽になりすぎて結婚はしない、子供なんか産むのは面倒さいから産まなくなっ

てくると。だから昔にもっと近づけて何といいますかね女衆は家事・育児、男は仕事、こう

いうその日本伝統に早く戻すべきだと、こういう考えがございます。しかしながら今どきそ

んなことを言っている男のところへまず、女の人が嫁に来ません。これが本当になかなかこ

ういう農村部を始めとして離婚率が上昇している、これが１つの大きな原因だと思っており

ます。そういう中で近年はこのジェンダーフリーという言葉、今回もあとで質問者が出てき

ますけれども、女性の働く環境を整備してやる。本当にその中で自由に女性が生き方を選べ

て、もちろん男性も選べて、男と女が共同して仕事もしながら子供を産んで、その楽しみを

分かち合っていける。こういう世界に、社会に早くすべきだという考えがあります。私はも

ちろん後者のほうに組するものでありますが、ちなみにさっき引用しましたスウェーデンで
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は８０.２パーセントの女性が職場を持って働いております。日本はまだ６０パーセントであ

ります。 

そういう中で国が、先ほど示しましたような、この４月から施行をするそういう支援制度、

法制化になるわけですけれども、その中で職場への、これは３０１人以上の従業員の職場で

しょうか、これに対しての遵守すべき指針のようなものを示すそうであります。私も先般、

担当委員会で聞いただけのものですからよく詳細は知りません。しかしながら育児休業の取

り方であるとか産休の取り方であるとか、あるいはまたそういう休業が終わったあとの復職

の確保であるとか。いろいろな女性が働くあるいは男性がそれを支援するという仕組みが作

りやすいような制度が盛り込まれていると私は思っておりますが、ただ罰則がないわけであ

ります。 

でありますから私は市のほうでこれをやはり条例化しまして、罰則は上位法にないわけで

すから作れませんけれども、これをちゃんと守っている企業は積極的にホームページやらあ

るいは市の広報誌やらで公表をしていくと。もしくはちょっとここで述べますけれども、市

のほうでこれをちゃんとクリアした職場には、例えばですけども、この若夫婦が子供と一緒

に年１回外食ができる程度の報奨金、今声が出ましたけれどもそんなのを考えたらどうか。

例えばですよ今、南魚沼市には１万２,８００所帯の家庭があります。その中で今子育てを、

子作りに取り組めるという世帯がどのくらいあるか私は知りません。知りませんが、こうい

う職場でしっかりとその辺のことをフォローしていける職場に勤めていられる主に女性、私

はこの１万２,８００所帯のうちの、まあ２割程度２,５００所帯くらいを目標にやればいい

んじゃないかと思っております。仮にこの２,５００所帯に４,０００円ずつ補助をすれば、

年間１,０００万円かかります。ただしここでその子供、小さな子供を交えた夫婦が、子供を

しからない、子供の自慢話を聞いてやる、子供のいいところを見つけてその日に限って褒め

てやる。そんなマニュアルを職場と一緒に作り上げて、市のほうでですよ、そしてこの支援

金と一緒に渡せば、これはこれから子育てに楽しみを夫婦が見つけていけるいいきっかけに

なるんじゃないかと私は思っております。これも一つぜひ検討をしていただきたいと思って

おります。 

そうした例の中でこういう例えば一時的な産休が取りやすい、あるいはまた育児休業が取

りやすい、その穴埋めをするための人材バンク、これは６年ほど前にこの議会でも話された

ことがありました。シルバー人材センターではありませんけれども、そういう一時的なその

補充、仕事の補充をする能力を持った人たちを登録して、集めておいてそういう積極的な職

場には、産休、それから育児休暇の方に代わって送り込むと。これはあまり市の財政的な負

担にはならないように私は思っております。ただしこれは当時は労働省でしょうか、その法

の壁があってなかなかこれに取り組めないという返事でありました。こういうことであると

か、それからまた次に述べますその産休、育児休業の間の配偶者の所得控除。当然これは現

行の税法の中ではできませんけども、こういうことがもし特区申請で、子育て支援特区の申

請で、多めに見てもらえるのであればこれも子育て所帯の大きな経済的なメリットになるわ
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けでもあります。私はこれが認められるかどうかということは自信が持てませんけれども、

ただしこういうことを積極的に特区申請していくという、果敢な自治体であるというイメー

ジアップ。これはほかの自治体から若者が、もしかしたらこの南魚沼市に移り住んでくるか

もわからない。「ああいう市だったら行ってみたい」「ああいう市だったらおもしろそうな子

育てができる」そういうイメージアップには私は繋がると思っております。もちろんここに

定住をしてくださる若い世代が安心して早く結婚できて、出産が可能になると、大きな呼び

水になると私は思っております。 

もう１つあげますけれども、これは５年あまり前に開かれました女性議会の中である女子

大生が提言されました。それは結婚届を出すときに、その家族の将来設計を提出すると。そ

れに沿ってさっきの住宅切符にもありましたけれども、必要な時期になったらこれに該当す

るサービスを市がおこなっていく。もちろん職場への「この夫婦を大事にしてください」そ

ういう産後休暇、育児休暇の推薦にもつながるでしょう。これはとかくやがやがと結婚して

しまうような、特に最近の若者の中でも自分たちのこれからの将来設計を自分の力で作って

いく、自分の知恵で作っていくという、そういう風潮を作るにも私はいい策だと思って当時

は関心しておりました。こんなことも市長からぜひ検討をしていただきたいと思っておりま

す。 

いろいろ申し上げましたけれども、まだ２年前の当時の町長時代の詳細な井口市長独自の

この子育て支援策というのは私、伺っておりません。この機会にぜひその事業規模、あるい

は実施の時期、あるいは財源、この３点だけでも教えていただきたい。またあわせて先ほど

も言いましたけれども町政座談会、市政座談会の中での、そういう子育て世代からのいろい

ろな提言や要望があったか、どんなものがあったかどうか。またそれについての事務方への

指示、その内容、時期。これもあわせて教えていただきたい。以上、申し上げまして第１回

目の質問を終わります。 

○議   長  質問の途中ですが休憩をします。１１時に再開します。 

（午前１０時４５分） 

○議   長  休憩を閉じて会議を再開します。休憩前に引き続き一般質問を続けます。 

（午前１１時００分） 

○市   長  少子化解消に新市の独自策創設せよ 

中沢議員の質問にお答えいたします。最初にこの少子化対策について井口カラーがまった

く見えないじゃないかと、こういうことでありました。２年弱でありますけれども、議員ご

承知のように私が六日町町長に就任して即、塩沢町さんが合併離脱、その後に大和町さんと

のまた合併協議、そしてそれが成就する直前に大震災。もろもろあったわけでありまして、

その最中にも国のほうで「次世代育成支援対策推進法」という法律が施行されました。それ

に基づいての支援対策を各自治体はこの３月いっぱいですね、平成１７年度以降きちんと提

出しろと。そういう交錯の中でやれることはいろいろやってまいりましたけれども、基本的

にこの少子化対策をどうするか、子育て支援をどうするか。これは拙速を避けるべきであり
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ますし、この次世代育成支援対策この中にやはりきちんと盛り込むべきだと、そういう考え

でありまして、おっしゃるようにこの問題について特別の色は出してまいりませんでした。

それはそういう状況の中だということでご理解をいただきたいと思います。そういう前提の

もとに議員から具体的なその提言がございますのでそれについての答弁を申し上げたいと思

っております。 

独自の政策を創設しろということであり、その１番にベビー・ボーナスの拡充ということが

あります。これはご承知のように六日町はいわゆるベビー・ボーナス的、生まれたから産ん

でいただいたからいくらということはやってまいりませんでした。大和さんがそういう第３

子以降、先ほど申し上げたとおりですね、第３子で１０万円、４子以降２０万円ということ

をやってまいりまして、それを合併協議の中で市でまた生かしていこうということでありま

すけれども。私は基本的にいわゆるお子さんが生まれたから現金給付をするということには、

ごく納得をしてはおりません。出産手当は、これは費用ですから今日の新聞に先ほど議員が

おっしゃったように経済同友会ですか、出産手当を４０万円にすべきだと。あるいは児童手

当を４倍か５倍に拡充しろと。これはそうだと思うんですよね。費用がその分かかっている

わけで、アンケートによりましても出産時の費用がやはり４０万円くらいかかる。今の支給

の３０万円ではやはり１０万円足らない。これはもう確実にそういう数字が出ているわけで

ありますから、そういう部分についてはこれはやっぱりやるべきだと。この出産手当をもし

できればそれは４０万円なら４０万円でやっていきたい。 

しかし、そのボーナス的に３子以降１０万円とか２０万円とかそういうことは、私はあま

り考えたくない。それで現実に、このすこやか祝い金の実績がありますが、１３年度、第３

子が２７名で２７０万円、３子以降が６件で１２０万円であります。平成１４年は３子１７

件で１７０万円、３子以降６件で１２０万円。平成１５年は３子が１８件、１８人で１８０

万円、３子以降は５件で１００万円。この支給があるからじゃあ子供さんを産もうというこ

とには、いたっていないわけでありまして、これは支給は支給といたしましても、それを材

料にして出産を誘発するという材料にはならない、ということは私は持論でありました。町

長選のときもそれを申し上げてきました。それよりも例えば一定の制限を設けなきゃなりま

せんけれども、持家促進の観点から、例えば住宅の借入金の利子補給、安価な宅地の提供と

か、就業の場の確保、それから先ほど申し上げましたけれども、児童手当はやはり拡充して

いくべきだと。そういう方向でできれば検討していきたい。次世代育成支援対策推進法もこ

の議会後に一応答申が出てまいりますので、昨日も申し上げましたけれども、その中できち

んとした方向を見出したいと思っております。 

 「住宅切符」配布による子育て世帯への家賃補助。これは今ほど私が申し上げましたよう

に、その住宅切符という部分がどうかはわかりませんけれども、やはりこの行動計画を作成

している中でも低価格の住宅地の供給、これをやはり推奨すべきだという意見が出ておりま

す。これは当然そういうことだと思いますのでどこまで踏み込めるか。あるいは民間の活力

も当然ですけれども取り入れながら、道路、上下水道というこういう部分を公できちんとや
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っていくという、そういう方法もあるわけであります。いずれその行動計画の中を吟味さし

ていただきながら、市で踏み込める部分がどこまであるか、ここをきちんと検証をしていき

たい。この「住宅切符」という名前がいいか悪いかはいたしまして、やはり廉価のその住宅

の供給、これは本当に努めていかなければならないことだと思っております。 

 「子育て条例」の提示ということであります。これはご承知のように従業員３００人以上

の企業は、国がその提出を義務付けました。ただその行動が義務化されたものではありませ

んので。今、南魚沼市内に３００人以上の従業員を抱える企業というのは１つ２つぐらいだ

と思うんです。私はそれもそれとして、それ以下の事業所の皆さんに、どう協力を呼びかけ

ていくか。これを担当課にも条例はできないかとか、いろいろ話は今しておりますが。例え

ば従業員５人以上ぐらいの企業の皆さんがたからは、それぞれ自分の会社でできる子育て支

援がどういうことがあるか。これをやはりある程度提出していただいて、市がある意味伝授

しなきゃならん部分、会社でやれる部分、これを全部洗い出しをしていきたいというふうに

私らも今考えている。できるかどうかまだちょっとわかりません。 

条例化にはちょっとなかなか難しいかなと。ただ現に１、２の団体の皆さんがたには、これ

から一番大切なことはこのいわゆる少子化対策。自分たちの職場、会社の存亡の危機にかか

わる問題ですから、行政ばっかりではなくて皆さんがたも一生懸命一緒になって考えていた

だきたい。そういう話を申し上げておりますし、その団体の皆さんがたから当然そうだと、

これから皆で一緒に考えていかなきゃならん問題だ、というようなお話し合いは伺っており

ます。ですのでこの３００人以上は以上といたしまして、現にこの市内に多く存在をするそ

れ以下の企業の皆さんとどう連携がとれるか。ここを極力早めに模索をしていただきたいと

いうふうに思っております。 

この子育て支援特区、あるいは婚姻届を出す際の将来設計の提出とか、いろいろご提言を

いただきました。特区はちょっと子育て支援特区というのは・・・わかりませんけれども、

可能性があればさぐってみたいと思います。 

婚姻届を提出するときにその将来設計をという部分は、ちょっと私がまだはっきりわから

ないんですけれども、今、急に申し上げられた部分。そういうことを出させるという部分が、

本当に馴染むかどうだか-、その辺はちょっとわかりませんので検討をさせていただきたいと

思っております。改めて申し上げますけれども検討というのはしないという意味じゃありま

せんから。 

 「支援基金公約」の趣旨と進捗度という書きたてはこうでありますが、おっしゃり方は市

長の独自の方法、独自の政策はどこにあるんだと。基本的にはどこにあるんだということで

あります。私、町長選の際にできれば１０億円くらいのお金を集めて基金を作りたい。そし

てその果実で子育て支援を行えれば非常にいいと。当然こういう時期でありますから銀行の

利子はまったく望めない。これを当時の町あるいは今は市でありますが運用をしながら、例

えば２パーセントで運営をすれば２,０００万円の果実がでるわけでありますの、でこれらを

子育て支援のほうに重点的に、重点的にといいますかすべてつぎ込まなきゃならんわけです。 
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そういう方法を今、考えておりまして、企業にはこれから私が直接出向いたりあるいは担

当課からも行ってもらったりして、その実現が可能かどうか。当然、市も基金の一部は供出

をしなきゃなりませんけれども。そういう方法をちょっと模索しておるところであります。 

次世代育成支援対策推進法、これが私も町長選の際にはこういう法律がすぐできると、で

すから国ももう挙げてこの方策を考えなければならない時期にきているから、それらの整合

性をみながら、町――当時の町として独自の方法がどこにあるか。これを検討していかなき

ゃならんということを選挙戦の際には訴えて回ったわけであります。そういう意味も含めま

してこの「支援基金」、これをなんとか実現できればというつもりで今おりますけれども１０

０パーセント約束はできるというものではありません。市がすべてやるわけではありません。 

いずれにいたしましても子育て支援は、ほかのこともそうです。先ほど官から民へという

話が出ましたが、今、もう行政だけで取り組むべき問題ではない。地域をあげてそして企業

の皆さんがたもすべて一緒になって考えていかなければ、まったく将来は危ういということ

であります。私たちが団塊の世代ということで一番数の多い年代でありますけれども、我々

が・・・言い方は悪いですけれども眠る頃ですね、あと２５年か３０年だと思っております。

そのころにはおおむね構成的にはいびつな形がやや解消されるということです、人口構成が。

ただ、今、六日町が１.６９ですか、全国では１.２９。これがこのまま、また沈んでいけば、

これはどうしようもない。今、韓国は１.６７だそうであります。日本よりなんか非常に下が

っているとこの間韓国の――（「１.１４です」の声あり）１.１４、もっと下がっていました

か――テレビの会社の方が来てインタビューにも答えた中でもそんな話をしておりました。

先進国といっていいのか、途上国をちょっと抜けた部分、先ほどおっしゃった香港とかそう

いうところもみな同じですけれども、非常にやはり少子化に悩まされていると。これは共通

した問題だと思っておりますので、どこに根本的な問題があるのかまだよくわかりませんけ

れども、とにかく子育て支援、少子化対策には本当に一番やはり力を入れなければならない

施策だと思っておりますので、今後ともご指導よろしくお願いいたします。 

○中沢俊一君  少子化解消に新市の独自策創設せよ 

なるほど過去２年、さまざまなことがございました。私、そういう答弁があった場合に、

新潟県の泉田知事の例をちょっとあげてみようと思っているんです。あれほどの震災のもう

直後にあって夜中の零時から取り組まれた。いろんなことを確か取り組んできたと思うんで

すけれども、この継続さえ危うくさえ見られた、例えばこの地域に予定されている高度基幹

病院。これをもう先般だいたいこっちの方に指示がありましたし、この３月２８日にはおよ

そのその方針が出されると。このわずか１００日そこらの中で知事はそういう指示を出して

いるわけであります。アメリカの大統領でも就任後１００日間、これでだいたいその評価が

決められてしまうというような、そんなこともあります。ですから私はこの２年間という井

口首長ですね、この期間の中で私、十分時間があったと思っております。また優先をして指

示を出すべき課題だと私は思っているものですから、あえてそういう質問をさせていただき

ました。 
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ちなみに井口市長の前任者のまあ町長ですけれども、この方は就任直後にこの少子化に対

するプロジェクトチームをこの役場の職員の中で立ち上げた、１年間。そうした中で主に当

時は保育の充実だとありまして、へき地保育所の統合によるレベルアップ、保育士の確保、

あるいはまた複数の子供さんがいる中での保育料の減免ですか、そんなことも取り上げられ

たと私は聞いております。これは例の１.５７ショック。これで国は大騒ぎになった平成６年、

これをもう数年前にさかのぼることであります。こういう先をみた５０年、１００年、その

先をみたこういうことを、我々は市長に託すしかないわけでありますから、これをぜひ取り

組んでいただきたい。 

理論的には今の答弁にあったとおりでありますけれども、ただその中身をどういうふうに

していくかということで、いろんな事例を申し上げましたし、私なりにまた考えを申し上げ

ました。確かに児童手当、これをあつくしていくべきでありますし、市の場合でも国からも

県からも約３億円の交付があるわけであります。これに対して市はそれに沿ったかたちで対

象者に支給をしていく。これは当然のことであります。 

また、住宅でありますけれども、道路や水道のそのインフラを整備してやることによって

それは確かにいいでしょう。市のほうでそういう住宅を若者用に作る、そういう住宅用地を

供給するのであればそれまたいいかもしれません。けれどもただただ、民業を圧迫しない、

生かす、そういうことであれば私はやっぱり民間のアパートに対しての入居補助、これであ

ればより広範囲にやれるわけでありますから、多くの子育て所帯を救うことができるわけで

すから、これはやっぱり取り組んでいただきたい。それも満後末裔やれということではあり

ません。例えば育児休業の間、産後休業の間、そういう所得がなくなるときだけに限ってや

れば、それほど大きな出費にならないと思っています。また復職すればもう１人生まれる、

産んだ、そういう子供たちに対してのまた経済的な確保もできるわけですから、そこまで私

はちょっとやれと言っているのではありませんでして、そういう限られた期間でのこの住宅

補助というのは、やっぱり民間を活用した中でそしてより多く、より広く、私は救っていく

べきだと思っております。 

それからですね・・・またあとでちょっと気がついたら再々質問をさせてもらいますが、

ちょっと私、口下手なものですからこれで一応いったん再質問をきります。 

○市   長  少子化解消に新市の独自策創設せよ 

お言葉でありますけれども泉田知事、そして前任者を引き合いに出していろいろおっしゃ

っていただきましたが、議員ですね、泉田さんは確かに有能な方でこれだけやっていますよ。

ただ私たちにはこの「合併」という問題があったという、それを忘れてもらっちゃ困る。合

併がなければ、それは六日町が独自のことをいつやろうがそりゃ結構ですよ。もう合併協議

が進んでいる中でそういうことをボンボンと打ち出していける状態ではなかったということ

を、ちゃんとご理解いただかなければ困ります。前任者がどうやったか私もいろいろ聞いて

おりますけれども、それは六日町が４年間、今１回当選をして、４年間もう自分でやれると

いう部分でありますから、そりゃいろいろなことやれますよ。私もこれから１７年度からち
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ゃんとやっていきます。そういうことを引き合いに出していろいろ言うってことはやっぱり

失礼です。ほんとに。対評されるということは非常に失礼なんです。私の３年後の姿をみて

批判をいただくならそれで結構です。 

住宅切符、これは先ほど触れましたように、住宅切符という言葉がいいか悪いかはいたし

まして、そういう家賃の、あるいは住宅を建てるためのその利子補給、あるいは家賃制度と

いう部分については、次世代育成支援行動計画の中で謳われておりますので、それをどう具

体化するかという部分についてきちんと検討していきたい、というふうに申し上げておりま

すので。これはどういうかたちで実施ができるかわかりませんけれども、きちんと踏み込ん

でいかなければならない問題だというふうに理解しております。 

○中沢俊一君  少子化解消に新市の独自策創設せよ 

失礼がありましたらお許し願いたいと思いますが、ただ、いろんなことを私どもにしてみ

れば政治家のその姿勢を例にしながら、やっぱりこれは井口市長に期待をするしかないわけ

ですから。私は当然３年後の市長のその成果には期待しております。そんなことも含めて取

り組んでいただきたい。市長は当然高い支持率がありました。そしてまことに弁舌もさわや

かであります。であれば、ちょっとここで例をあげますけれども、例えばこの財源をどうす

るかということ。よく言われていることが今道路を作る、確かに道路を作る。ただし２０年、

３０年後にはそこを通る人がいなくなる、そういう町も出てくるわけです。またそうまでい

かないにしてもなかなか補修費が出てこない。そんなことも今ささやかれているわけであり

ます。 

また、これはさっき経済同友会の話も出ましたけれどもここの代表北城さん、申しておら

れました。我々その年金を今受けている世代。確かに最低保証といいますかその文化的な保

証は必要だけれども、ただ豊かな生活まではどうなものだかと。もし豊かな生活まで望むの

であれば、ただ自分たちのその孫の世代がこれから子育てをやりたいと。しかし不足だと。

この部分には我々の年金のある程度その豊かな部分を下げても、回してやって欲しい。そい

うことは理解されるんじゃないかということを、言っておられました。こういう市民が嫌が

ること、理解をなかなか得られないことも、この高い支持率の市長であれば、また本当に納

得、説得力のある市長であれば、私は市長のやはり仕事として財源をまたこう振替えていく

と。限られた財源、限られた資源を有効に運用をしていく。これを経営力の発揮する道とし

て、私はやって欲しいと思っております。なんだかんだ言っても今子供がなかなか生まれな

いのは、マスコミではいろんな虐待から始まりまして障害事件、あります。そういうことで

親が本当に自信をもって育てられない、産めない、楽しみが子育てから得られない。そうい

うことが私は大きいと思っております。こういうことを演出しながら、私は市長からそうい

うソフトあるいは財源のことも含めまして本当に本気で取り組んでいただきたい。我々は繰

り返しますけれども市長に託すしかないわけであります。もう一度、答弁のほうをお願いし

ます。 

○市   長  少子化解消に新市の独自策創設せよ 
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ご提言はいろいろありがとうございますし、ご意見もありがとうございます。そういうつ

もりで当然財源をですね、限られた財源でありますから、どういうふうなところにシフトを

していくのかという、これは当然考えていかなければならない問題であります。道路や下水

道が悪いとも申し上げません。まだ私たちの地域はそういう要望も非常に多いという、これ

もまた事実でありますのでその辺をどう配分していくか。そしていかにやはり行政がスリム

化をして、皆さん方からお預かりした税金を効果的に使えるような体制を、まずいち早く作

らなきゃならんということで、その辺につきましてもまたご理解いただきたいと思います。

その程度でよかったでしょうか。ほかにはいろいろまた論戦はいずれの場でよろしくお願い

申し上げます。 

○中沢俊一君  終わります。 

○議   長  以上で中沢俊一君の質問を終わります。 

 質問順位１４番、議席番号１１番・牛木芳雄君。 

○牛木芳雄君  一般質問をさせていただきます。 

１ 消防団員の確保に万全を期せ 

消防団の団員の確保を図れ、ということであります。市長の公約の大きな柱の一つに災害

に強い市づくりということをあげております。安心をしてしかも安全で暮らしていける、こ

れは市政の原点であります。市長のおっしゃるとおりであります。先の定例会におきまして、

大勢の議員諸氏から新潟県中越地震の体験、これをもとに防災について多くの提言や質問が

なされました。そしてこれから審議をする１７年度予算の中でも大きな目玉は、防災無線の

整備これであるというふうに私は思っております。今回の地震で市民は防災体制について、

かつてない大きな関心を寄せております。やはり安心をしてこの地で暮らすということは、

政治の原点であるということであります。 

そこでこの安心をささえているのは、この組織は消防団、大きな力を発揮しているわけで

あります。消防については広域連合であるわけでありますけれども、私は連合の議員ではあ

りませんのでその場で論議をすることはできません。しかし市政にとっては重要な問題、こ

ういうことでありますので、市長の取り組みについてその所見をお伺いしたいと、このよう

に思うわけであります。 

それで地域の安全は地域に住んでいる私たちが守る、これが消防団の基本理念であるとい

うふうに思っているわけであります。先の地震の際にも行政区の区長、伍長、班長あるいは

隣組長さんとこういう役員の皆さん、それに団員の皆さん、それぞれ見回りに行ったりある

いは声をかけたり、安全確認をしたり、あるいは被害状況の把握をしたりと、大変大きな役

割を果たしたわけであります。まさに地域に密着をした活動を展開していただきました。地

域社会に対する貢献度は非常に大きいものがあるわけであります。専門的な技術や資格を持

っている消防士の皆さんや、あるいは消防署の皆さん、その方はその方たちの立場で、そし

て地域に密着をしている団員の皆さんはその団員という立場で役割で、地域住民の期待と信

頼、これは計り知れないものがあるわけであります。毎年、毎年春・秋の消防演習を見させ
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ていただいているわけでありますが、長髪や茶髪の若者が、訓練となると一糸乱さぬ規律正

しい訓練をしている姿を拝見するわけであります。私は期待と安堵感を持つわけであります。 

その消防団員の条例の定数割れがあちらこちらで出ているという話を聞きました。それでそ

の実態はいかがなものであろうか、お伺いをしたいものであります。今、議論もありました

ように、盛んに少子化ということが問題になっているわけでありまして、特に団員の皆さん

は２０歳前後からの入団が多いわけであります。私は市長と同じ団塊の世代の生まれであり

まして、私たちのころは大勢若人がいたわけでありまして、消防団員になりたくてもなれな

い、定員がオーバー状態で入れないという時代でありました。予備の団員から入って何年か

過ごして、やっと正団員になれたと、こういう時代でありました。消防に入って一丁前、こ

ういう気風もあったわけであります。加えて４、５年という短い団員制だった。長い方でも

７、８年とこういうことでありました。現在は当時と比べれば格段にそういう若人が少ない

わけであります。今後こういう状態が続いていくとこういうことであります。 

消防団活動はボランティア活動の最たるものであるというふうに思っているわけでありま

すが、何よりも個人個人の意識の問題でありますけれども、しかし仕事の関係あるいは職場

の位置の関係、あるいは個人個人のライフスタイルの変化等がありまして、なかなかこの消

防団に入りたがらない人も散見をされるようになったというふうに思っております。家庭や

職場からの理解が必要であるというふうに思っているわけであります。このような中で団員

の人数確保の面で、近い将来に黄色信号が点灯するのではないかと、私は心配をしているわ

けでありますが、今からこの対策をきちんとしておくことが肝心ではないかというふうに思

います。今あらゆる公的な人員が、国の方でも地方公共団体でも削減をする方向にきている

わけでありますが、総務省の方では阪神淡路大震災以来、地元に密着をした消防団員を増や

す方向で指導をしているというふうに聞いているわけであります。 

そこで連合長である市長は、先の連合議会の施政方針の中でこのように述べているわけで

あります。ちょっとお聞きを。ご紹介をしたいわけでありますが。「消防団員は風水害など

災害等時の対応はもとより、大規模地震等の発生時にはその動員力、地域密着性等を活かし

た活動がなされ、地域住民の団員に対する期待と信頼は大きくなっています。――中を略し

ますけれども――単に防災活動のみならず、地域社会の健全な発展への貢献は計り知れない

ものがある。」地域社会の健全な発展へ大きな貢献をしているんだとまさにその地域社会へ

の貢献であります。で、この地域社会への貢献が危うくならないように、今からきちんとそ

の対策を立てていくのが肝要かと思いますが、いかがでございましょうか。 

２ 米生産調整対策について 

次に農業問題であります。今の農政の最大の関心事でありますけれども、水田農業構造改

革の事業、すなわち生産調整についてであります。減反の配分につきましては六日町、大和

町それぞれの地区に対し２４パーセントあるいは２２.５パーセント、昨年同様の配分があり

ました。その生産調整の手法、やり方でありますがその手法の取りまとめ方についてあまり

整合性がない対応ではなかったかな、というふうに思っているわけであります。例えば年前
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でありますが、この地域間調整を積極的に取り組むことによって、あるいはそれを確保する

ことによって、希望を農家に出しました。ご承知のようにお金を払って、いわば転作面積に

作付けをするわけでありますけれども、予定量の確保ができなかった場合には、青刈りをし

ていただきますよと、こういう一項目をつけた中での申込書の配布であったわけであります。

その後、年が明けてですが、加工米についても取りまとめがありました。ご承知のように加

工米は、最優先をして出荷しなくてはならないという義務が付いているわけであります。そ

の後ですが多様な品揃え枠にいる作付け希望の取りまとめが、これもまた認定農家にきたわ

けであります。３段階にわかれて転作のとりまとめがおこなわれた。時期を違えて３段階に

あったわけであります。いろいろな手法がありまして、それぞれあとにならないと面積の確

定ができないというそういう難しい部分も理解はできるわけでありますけれども、こう波状

的にこう取りまとめがくるということはなかなかその生産計画が立ちずらいという面があり

ます。私はそのように思いました。もう２週間もしますといわゆるすじあらいということが

始まりまして、いよいよ春の作業が始まるわけであります。もう少しでありますが。もう少

し整合性のとれたとでも言いましょうか、一括して申し込みができるような方法がなかろう

かというふうに思っていますが、検討の余地があるかないかお聞かせをいただきたいと思い

ます。 

 次に来年度に向けた作付面積の確保であります。市長が施政方針に述べていますように、

全国では昨年比６万トンの少ない８５１万トンの数量配分でありました。しかし新潟県では

約５,５００トン多い配分となったわけであります。しかし南魚沼市にとっては、まさかの減

量配分でありました。市長もそのようにもおっしゃったわけであります。まさかの減量配分

であった。これは米政策改革要素というのが５０パーセント加味した中での生産数量の配分

ということでありますから、この６要素の中の４つの要素が、県のレベルより低かった。こ

れによって減量の配分となったというふうに施政方針で市長は謳っています。 

この４つの要素の中で私は、需要実績も悪かったわけでありますが、その悪かった中の需

要実績ということで注目してみたいと思うわけであります。これは魚沼米の販売実績が悪か

ったとこういうことだそうであります。県では６月末現在の在庫数、これをもって判断をし

ているということであります。６月末でどれほど売れ残りがあるか、在庫があるかというこ

とを判断をしていることであります。ご承知のように第９回の米の入札がありました。２月

の２２日だったか３日だったかと思うんですけれども、１６年産の１番高くつけたときより、

もう２,０００円もう安くなったわけでありますね。２万４,５５２円で落札をされました。

しかし、全国一の高値であります。全国最高値であります。食味については自他共に日本一

だといふうに認められてありますけれども、しかしこの値段が高いことによって、最近落札

残が出るのではないかなというふうに心配をしているわけであります。 

今や米の消費は家庭内消費を、今度は外食産業が抜いたというふうに思っているわけであ

りますが、加工業者やあるいは外食産業の皆さんでは、安価な米を、県内産の米を望むとこ

ういう要望も強くあるわけであります。加えてまだまだ今後生産調整は長く続くものだとい
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うふうに見なければならないわけでありまして、本当は私たちのこの市の全水田に、コシヒ

カリを全量作付けできればいいんでありますけれども、なかなかそうはいかない、現実的に

は困難が予想されるわけであります。 

そこでですが今、大和地区に取り組んでいる結びつき枠、あるいは六日町地区で取り組ん

でいる多様な品揃え枠、こういう方法があるわけでありまして、これらを積極的に活用する

ことによって結果的に、市内の水田にすべての水田に稲を作りたい、米を作りたい。こうい

うふうに公言をしている市長の方針にも合致をするのではないかというふうに今思っている

わけであります。この今後、生産数量の配分につきましても米政策の改革要素、これが今年

の５０パーセントからあるいは６０数パーセントというふうにもっと引き上げられる方向に

あるというふうに思っているわけでありますから、これはまあ確実だと思うんです。こうい

う取り組みは、農協が占めるウエートが高いわけでありますけれども、市としてもどのよう

な観点から、この配分数量の増加につなげていくか。これらについてお伺いをしたいと思い

ます。よろしくお願いをいたします。 

○市   長  牛木議員の質問にお答えいたします。 

１ 消防団員の確保に万全を期せ 

この消防団の定員定数割れ、その後の消防団のその役割をどう受け止めているか、という

ことであります。この消防団に期待される役割というのは、これは先ほど議員がおっしゃっ

ていますように、まずは地域密着性そして地域の地理や住民の事情に通じた皆さんがいらっ

しゃるということです。この今回の地震の際なども、本当に皆さん方のご努力によって、地

域の皆さんがどれほど安心をしたことかという、本当にありがたかったと思っております。

それから動員力、即時対応、これはもう何者にも勝る部分だと思っております。 

そういう中でこの条例上の定数について申し上げますけれども、平成１２年から書いてあ

りますが１６年分だけ申し上げます。大和町の消防団では実人員が６６２人です。で、条例

定数が７０６人ですので不足が４４人で、充足率が９３.８パーセントというふうになってお

ります。同じく六日町は実人員が９３９人、条例定数が９７５人で３６人不足しておりまし

て９６.３パーセントの充足率。トータルいたしますと現在は９５.２パーセントの充足率と

いうことであります。これはやはり小さな集落等にそういう欠員が生じているということで

ありまして、平成１６年度に六日町消防団では第３分団の第１９部、これは山口と２０部広

堀・中手原を統合いたしました。それから１７年度にはこれも六日町消防団でありますが第

２分団、これは五十沢地区でありますけれども１０部、京岡新田と１１部永松・蛭窪、これ

が統合する予定になっております。そういうふうに確かに過疎地なんていうとちょっと失礼

ですけれども、周辺部にはところによってはそういう定員割れといいますか実員が確保でき

ないという部分もありますので、それらはその統合等で、人員を確保しながらやっていかな

ければならないということだと思っております。 

一時、国の方はこの消防団、消防団員を減らして常備消防を強化するという方向を出した

わけであります。その際、魚沼地域消防では、それはやはり地域性に馴染まないということ
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の中から、人員は減らさないという方向できました。それが阪神淡路大震災の際に非常に顕

著にあらわれまして、国の方も今では地域消防団の活動を相当重く受け止めて消防団員は減

らさないで増やしてくれという方向にまた変わってきているという。ですのでこの南魚沼地

域は、選択した方向が正しかったということであります。特にこの地震の際は本当に消防団

の皆さん方には何度もお礼を申し上げても足りないほど、本当に一生懸命やっていただきま

したし、私どもも大変助かったということで、本当に評価をしているところであります。 

ただこれからも団員減少はどうしても続くと。先ほど話が出ましたが、少子化それから就

業構造の変化で、やはりなかなかサラリーマン・勤め人が多くなりますと非常にまたそうい

う面では厳しい状況。それから人口の流動化ということではありませんけれども、なかなか

若い皆さん方がまだこの地に就業の場が非常に不足しているということで、なかなかこの地

域内に就職ができない。したくてもできないという状況も現実にはあるわけです。 

それから住民意識の変化もやはりちょっとあげられてきております。先ほど牛木議員がお

っしゃったように「消防団に入らなければ一丁前じゃない」なんていう意識はもう今はまっ

たくなくなっておりまして、「できれば入らない方がいいのか」というようなそういう話も聞

こえるような現状になってまいりました。これらをもっともっとなんといいますか、本当に

消防団になることの、団員になることの意義や、そういうことをきちんとやっぱり肝要して

いかなければならないかなというふうに思っております。 

その対策としては特に、小・中・高でのやはり教育現場、それから消防演習そういう際に

も、できうれば学校の子供さん方も一緒に参加をして訓練をしろということではありません

けれども、そういう現場をやはり見ていただく、ということも大事かと思っております。以

前、城内中学校で松原校長先生という方がいらっしゃいまして、この方は城内の消防団の訓

練日に生徒を全部登校させて、消防団の活動をつぶさにその研究してよく見ておけと。地域

の皆さんがこれだけあなた達の安心、安全を形作っているんだということを意識させるとい

う意味でやりましたが、校長先生が変わったらまたやらなくなりました。でもそういうこと

はほんとに大切なことだと思っております。これは教育現場のことですので、私があれこれ

申し上げることではありません。後ほど教育委員会等がどう考えるか、これはわかりません

けれども、そういうことも必要だろうと。 

それからやはり事業所に対するなんといいますか消防団活動への理解、これはやっぱりきち

んとしなければならないと思っております。一朝有事の際に抜けられないなんてことになり

ますと、本当にこれはまた大変なことになりますので、その辺も事業所への啓蒙をきちんと

やっていきたい。 

それから訓練等がどうしても休みの日の昼間っていう部分でありますけれども今、先ほど

触れましたように勤務実態非常に変わっておりまして、休日だ、日曜日だから休めるってい

う状況もない皆さんがたもいらっしゃいます。そういうことも含めながら、その演習訓練の

弾力化といいますか、そういうこともちょっともう考えていかなきゃならない時代だろうと

いうことだと思っております。 
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そんなことをいろいろ考えながら団員の確保を図らなければならないわけですけれども、団

員のＯＢ、団員になってくれとは申し上げませんけれども、やはり協力体制をなんとか引き

続いていきたいと。それから女性団員、この方たちもなかなかその火災の現場に出てってこ

とには非常に危険が、男性よりやはり伴いますのでそういう部分は別にいたしましても、女

性でできる消防団活動ということもあるわけでありますので、その辺も含めながら女性団員

の登用についてもこれからは考えていこうということで、消防長とは話をしておったところ

であります。そんなことをそれぞれ考えながら、なんとしてもできればこの消防団員の条例

数の確保は図っていきたい。南魚沼地域の各首長も同じ考え方でありますので、またよろし

くお願い申し上げたいと思っております。 

２ 米生産調整対策について 

米の生産調整であります。先ほど触れられましたが、私もちょっとこう自分がわからなく

て申し訳なかったんですけれども、最初に何月ごろだったでしょうか来年の希望、取りまと

めをやりました。ところがこれが内容が、大和町の方では作付け可能地も含めて――作付け

可能地はどのくらいあるのか、「可能地」ですね。ところが六日町側は作付け「希望地」とい

うことであります。ですので大和側についてはそれは可能だとすればもう何町歩ぐらい大丈

夫だよ、という部分がでているんですけれども、六日町の場合は希望でありましたので。そ

れでただ下の方に、青刈りの対象になる恐れがあるからということで。これが非常に誤解的

な部分がありまして、「みんな作られると思って出したのになんだ」という話も実際ありまし

たが、今は一応ご理解いただいているところでありますけれども、これは今度は気をつけな

ければならないと思っております。 

 それから加工米の取りまとめ、これが本当に一番先に来まして、その後その多様な品揃え

枠という。私たちが見ていてもこれほんとにおかしいと、なんでそのもっともっとこう一度

に取りまとめができるとか、そういう方向に行かないのかなという疑問は感じておりますの

で、これは県とまたよく協議をしながら、来年についてはこういうことにならないような方

法があるとすれば、やっぱりそうしていきたい。ご承知のように多様な品揃えというのは、

新潟県に約５,４００トン近くですか増産割り当てがきた中の半分、２,７００トンをその多

様な枠の方へ、県は全部そっくり持っていったということでありまして、南魚沼市はできれ

ばこれを４,０００俵、２４０トンくらい欲しいという話をしていたんですけれども、これも

また豈図らんや８８１俵くらいですか、そのくらいの割り当てしかなかったと。それでこれ

は認定農業者といいますか、そういう皆さん方にそっくり、特に旧六日町の方に全部配分を

いたしまして、その皆さん方から対応していただこうと。品種も最初はコシイブキというこ

とが、何か苗が失敗か、モミが失敗したかなんかで別の品種になったと・・・雪のせいです

か。そういうふうにちょっところころ変わっておりますけれども、新しい方法といいますか

新しい配分方法を、県が今年から始めたというそういう部分の中で、若干の混乱がありまし

たけれども、来年からそうならないようにお願いしたいと思っております。 

このマイナス配分についてはもう議員ご指摘のとおりでありますので、来年に向けてこの６
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つの要素。需要実績、これは販売実績であります。それから上位等級の比率――これ非常に

旧六日町は悪かったと――これを上げる。食品産業との結びつき枠を確保していかなければ

ならない。担い手への農地集積、これが一番重要なことだと思っております。環境保全型農

業への取り組み、これも同じだと思います。そして中山間地対策と。これらをきちんとこの

１７年度にやりながら、１８年度については度々申し上げておりますけれども、とにもかく

にも全部の田んぼに作りたい、という希望を持ちながらやっていきたいと思っております。 

 なお、地震関連につきましては３月のこれも２８日前後と言われておりますけれども、一

時的な数値がでてくるという今、状況であります。その後、皆さん方にまた配分させていた

だきたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

○議   長  １１番議員の質疑、答弁が終了するまで審議を続けますので、質疑者も答

弁者も簡潔に願います。 

○牛木芳雄君  はい、簡潔に伺います。 

１ 消防団員の確保に万全を期せ 

それで一番目の消防団のことでありますが、今、市長の答弁の中で条例定数に対する充足

率ということで、９６.３パーセントといいました。この数字を見るとなかなかいい数字に見

えますけれども、今、言ったようにこれは団員の数が減ってきたから、その減った数に合わ

せて条例定数を減らしてきたから、今こういういい数字であるわけです。１２年から１３年

に条例定数を減らした。１３年から１４年にまた減らした。今その数字がきているわけです

から、分母が小さくなると１００パーセントに近くなると。そこでちょっと計算をしてみた

んですが、では１２年度ごろの数字で言えば９０パーセントを切るんですよね、そうなると。

そうするとやはり大変だなあというふうに思っているんです。ただ条例定数を下げれば充足

率は上がりますけれども、そういう小手先の操作では、上手くないのではないかなというふ

うに思っています。 

もう１点、女性団員の登用ということをこれからもう考えていかなければ、というふうな

発言がありました。私はそう思っているわけであります。よく女性消防団員と聞くと、漁村

や山村の男衆のいないところで、かあちゃん、姉さが団員になるというふうなイメージが私

もあったわけですし、そういうところが特に報道されるわけですが、今はやっぱり違うんで

すよね。大都市の中で、女性消防の分団を作るといいますか、かっこいい制服を作ってきり

りとした若いお姉さんたちが。大事なことですよ、藤岡市でもそうですし岡山市でもそうで

すが、やっぱり今出た地域の密着ということでもって、この女性団員の皆さんが活躍をして

るんです。どういうことかというと、お年寄りの家庭を回ってやったり、防災意識を高めた

り、こういうことの活動が大きなウエートを占めている。これがさっき市長も言ったように

最先端に出て消防、火を消す活動なんていうのではなくて、日頃の活動としてそういう活動

をしている。大変、男性にできない大きな力を発揮するというふうに上田市の消防団長は高

く評価をしている。何十人、何百人というふうな団員はいらないわけですけれども、やはり

近い将来そういうことも大事になるのかな、という気がしています。市長もそういう登用を
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考えなければならないというふうですから、ぜひそういう方向でやっていければありがたい

なと思っています。よろしくお願いします。 

○市   長  １ 消防団員の確保に万全を期せ 

この定数につきましては、平成１２年が大和は条例上は７３６でありまして、先ほど申し

上げました１６年は実数が６６２であります。ですので９割は超えているんです。それから

六日町も１２年は１,０００です。条例上は。今は９３９人いますので９０パーセントは越え

ていると。それでこの１２年から１３年の間に１５人減らしております。それから１３から

１４に９７５人に減らしておりまして、その後１４年から９７５人、六日町はですね。大和

町は７０６人という数字で、ずっと動いておりませんので。確かに１２年に比べれば、その

当時の条例定数に比べれば、率が３パーセントから４パーセント落ちるということでありま

すけれども、今この定数条例をこれからあんまり減らそうという考え方はありませんので、

なんとか充足に向けてやっていきたい。女性団員につきましては、まったくおっしゃるとお

りでありますので、なんとかそういう方向で組織化を目指したいと思っております。よろし

くお願いいたします。 

○議   長  以上で牛木芳雄君の質問を終わります。 

 休憩をします。午後１時１０分に再開をします。 

（午後０時１０分） 

○議   長  休憩前に引き続いて会議を再開します。 

（午後１時１０分） 

休憩中に１４日以降の議会運営について議会運営委員会が開催されましたので委員長より

報告を願います。自席でお願いします。 

○笠原喜一郎君  先ほど開かれました議会運営委員会の結果について報告をさせていただ

きます。３月１４日でありますけれども一般質問のほかに、各両町の決算の認定を行います。

その後三常任委員会を開会していただきたいということです。これは時間延長してまで、こ

のところまですべて終わらす予定であります。次に１５日でありますけども、一般会計の予

算審議ということですけども、その前に市町合併調査特別委員会を９時から開催をする予定

でありますのでよろしくお願いいたします。以上決定を報告いたします。 

○議   長  以上で議会運営委員長の報告を終わります。 

休憩前に引き続き一般質問を続けます。質問順位１５番、議席番号８番・南雲淳一郎君の

質問を許します。 

○南雲淳一郎君  それでは、一般質問を許されましたので質問をいたします。通告項目は

２点であります。 

１ ゆとり教育の見直しについて 

１点目のゆとり教育の見直しについてでありますが、昨日複数の議員の方々から発言ある

いは議論がございましたので、できるだけ簡略に重複しないようにしたいと思っております。

ゆとり教育の見直しについてであります。国は２００２年度より現在の学習指導要領を実施
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したところであります。これの大きな特徴はご案内のように完全週５日制の導入と総合学習

の新設であります。これにより教科の内容が３割削減し、それまでの詰め込み教育からゆと

り教育へと大きく路線が変更されたところであります。しかしながら、総合学習は、多様な

教育内容を前提としているため、教育現場では準備が大変であり負担が重い。あるいは評価

が難しいなどの意見がありました。また、完全週５日制とともに教科時間が削減され、学力

低下につながるとも批判も当初からあったところであります。このような背景の中で国際学

力調査結果公表があったわけですが、文部科学省はこのままでは日本は東洋の年老いた小さ

な島国になってしまう、という危機感を持ち、現行の学習指導要領の全面的な見直し発言を

されてきたところであります。 

私は正直言っていかなる路線がいいのかわかりません。しかし、導入されて３ヵ年程度で

このような大幅な路線転換はいかがなものであるかと考えます。今まで知識の量が減っても

時間的あるいは精神的なゆとりをもった中で学ぶ意欲が高まればいい、と言っていた文部科

学省の方針は何であったのでありましょうか。教育は国家１００年の体系といわれています

ように、ころころと方針転換することに大きな疑問を私は感じます。現場を預かる先生方も

戸惑うものと思います。 

また、教育関係者の間では、こどもたちの学ぶ意欲の衰えが学力低下の大きな原因と指摘

をしています。具体的には睡眠不足、不規則な食事、テレビあるいはテレビゲーム漬け等々

で代表される生活習慣の乱れが上げられると思っています。城内小学校の学力調査によりま

すと国語および算数でありますけれども、昨日も遠山議員が六日町小の実例をお話しました

けれども、就寝時刻は９時半以降で睡眠時間が８時間未満の子供たちの学力は全校平均より

大きく低下をしていると指摘をしています。一方就寝時刻が９時以前で睡眠時間が８時間以

上の子供たちの学力は平均を上回っているとも指摘をしています。さらに朝食を毎日食べて

いる子供たちの学習のポイントが上がっているとも指摘をしているところであります。これ

らのことを言い換えますとしっかりした生活習慣を身に付けることが、学力向上に確実に結

びつくと言えるのではないでしょうか。 

次に体力低下の問題でありますけれども、各種の調査結果から県内の児童・生徒の体格は

全国のトップレベルでありますが、体力は全国平均をはるかに下回っています。つまりうど

の大木型であります。南魚沼市の状況はどんなものでありましょうか。私は旧六日町に限り

ますけれども、１つとして最近肥満傾向の子供たちが増えていること。そしてまた町内親善

スポーツ大会のレベルが向上しているとはいえないということ。さらにはまた体力テストに

おいて、種目によっては全国平均を上回っているものもありますが、男子の体前屈と女子ソ

フトボール投げは小学校１年生から高校３年生まですべての学年で全国平均を下回っている

ところであります。このようなことから子供たちの体力向上は決して向上しているとは言え

ないと思っています。 

いずれにいたしましても子供たちの体力向上は体の健康のみならず、勉強する意欲の充実

につながり大変重要であり、体力がなければ気力も落ち学習効果もあがらないことは明らか
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であります。県教委は学校・保護者・地域が一丸となって子供たちの運動の機会を増やし、

生活習慣を見直す努力を必要と強調しているところであります。このような学力向上につい

ては、多様な視点から捉え総合的な対策が必要と考えます。しかし今日、今はもっぱら世界

トップの学力を目標にする学力テストの実施をし、競争意識を生み出す、などの声が聞こえ

てきます。私は競争原理を導入することよりも子供たちの置かれている生活環境を改善する

ことが先決であると考えます。ゆとり教育だ、あるいは詰め込み教育だと、教育界は迷走を

しています。教育長に以下の質問をするところであります。 

１つとして一連の中山文部科学相の発言をどう捉えるのか。現場の先生方に動揺はないの

か。あるいはまたは路線に変更はないのか、であります。そしてまた市内児童・生徒の学ぶ

意欲はいかがなものでありましょうか。また、学力のレベルはどう評価しているのでありま

しょうか。お尋ねをするところであります。 

２ 市内循環バスの創設について 

２番目に市内循環バスの創設について質問をいたします。新市建設計画によれば、市内循

環バスの運行が計画されているところであります。市民の多くが待ち望んでいる施策であり

ます。先日私は透析患者と会う機会がありました。通院の手段としてぜひ使いたいものです

から、早急に立ち上げて欲しいというようなお話でありました。このことは１５年８月に南

魚沼郡腎友会から陳情されているところであります。ご案内のように旧六日町では、町民の

強い要望で平成１２年度から福祉バスが運行され現在も継続されております。そしてまた旧

大和町においては、大和総合病院とアクセスとして長い間町民に親しまれてきました送迎バ

スがあります。年間輸送実績は約５万人から５万２千人以上であると聞いています。このこ

とが病院の運営に大きく寄与しているところであります。一方塩沢町では高齢者の移動手段

を確保する目的に、今年２月から町内各地区と役場や診療所を結ぶ巡回バスを、南越後観光

に車両そして運転ともに委託をし、試験的に運行しているところであります。これまで巡回

バスのなかった塩沢町では、合併を機に福祉バスや病院バスを走らせている南魚沼市に合わ

せて運行する予定と聞いております。新設を要望している循環バスは、このような実績をさ

らに拡大し、市民にとって通勤・通学・通園あるいは買い物等の日常生活に必要の交通手段

として、特に子供や高齢者のニーズにあった形態で進めるべきであると考えます。 

私は次のような構想で計画されてはいかがと思っております。１つとしてその目的は、市

民の足として地域と公共施設との循環であります。そしてまた運営形態は、民間委託とする。

また、旧町単位で循環をし、所々にセッテングできるルートを作る。あるいはまた、内回り・

外回りルートを作る。ルート上であればどこでも下車可能とする。ワンコインなどの簡便な

方法で料金を徴収したらいかがと思っております。早急に関係機関やバス会社と協議し、運

行を開始して欲しいと思っております。市長の見解を伺うものであります。 

○市   長  南雲議員の質問にお答えいたします。１番目のゆとり教育の見直しについ

ては後ほど教育長に答弁させます。 

２ 市内循環バスの創設について 
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市内循環バスの創設でありますが、これは合併以前から旧六日町でも取り組んでまいりま

して、合併後の運行を目指して今おっしゃっていただいたように市民に便利でかつ効率的な

運行システムを確立するため、ということで事務調整を進めてまいりました。ですが、ゆき

ぐに大和病院のこのバスでありますけれども、これは患者を無料送迎してきたという長い歴

史がありますし、また病院の経営上の影響、それと患者を輸送しているというこういう目的

の違いから調整が、旧大和と六日町でできないまま新市に持ちこまれているところでござい

ます。塩沢町では今、議員おっしゃったとおりでありまして、試験運転といいますか試行を

しているところでございます。この合併後をにらんで塩沢町の担当者と今調整を行っている

ところでありますけれども、これから病院との協議が必要でありまして、基本的な考え方は、

大和・六日町また新たに加わる塩沢地域も、市民病院への交通手段が確保されること。また

市内の各公共施設へのアクセスですね。これがよければ大きな市民サービスにつながるとい

うことでありまして議員ご指摘のとおり地域と公共施設と巡回できる運行を基本として今進

めているところでございます。 

ワンコイン化、それから途中下車や乗車、これらも市民のニーズにあった利用しやすい形態

で進めていきたいとこう思っているところであります。当然すべて全部民営化ということに

はならないかもわかりません。この町内といいますか市のバス、あるいは運転員で配置でき

るところ等もあるというふうに伺っております。それらを組み合わせながら効率的で安価な、

そして皆さん方に喜ばれる巡回バスの――市内全域を当然網羅しなければなりませんので―

―これに一日も早く運行できるように、ただ今調整をすすめているところでありますので、

議員のご指摘のとおりであります。それらを本当に生かしながらきちんとした運行体制を整

えていきたいと思っています。よろしくお願いいたします。 

○教 育 長  １ ゆとり教育の見直しについて  

答弁申し上げます。これも昨日申し上げたことと重複する部分もありますので、簡潔に申

し上げたいと存じます。ご指摘のとおり学力低下の原因が何であるか、これははっきりとし

ていないだろうと私も思っております。例えば生活習慣の乱れ、これも大きな原因だろうと

思います。そういう中でまだこの新しい学習指導要領で３年という短い期間でありますので、

このことのこういうふうにたびたび方針を転換されることについては、教育長としては非常

に残念であります。ただ、残念でありますが、もしこの指導要領が大幅にまた改正されるこ

とになれば、それへの対応も当然していかなければならないということだと存じております。 

確かに大臣の発言内容がたびたび新聞等で報道されます。テレビでも伝えられております。

したがいまして現場の教職員もそれぞれ感想は持っているだろうと思います。これまでも文

部科学相が「改革」と言い出しますと現場の学校では、非常な事務量の増大にさらされてき

たという経過もありますので、内心ではいろいろお考えがあるだろうと思います。しかし学

校という所は、保護者や子供たちにそういう不安や動揺というものを見せない、あるいは見

せてはいけない職場であります。したがいまして内心ではそれぞれの感想はお持ちと思いま

すけれども、今の所動揺はしてないと思いますし、動揺しないで対応して下さるものと信じ
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ているところであります。 

続きまして学ぶ意欲等についてであります。学習意欲といいますのも、まず興味があるも

のを目の前で正しく展開してくれること、そういう指導が一番だろうと思います。それから

もう１つはある程度の基礎、基本的な知識というものがしっかり身についているということ、

これも意欲をわかす大きな要因だろうと思っております。 

前置きはそんなことでありますが、旧大和町で取り組まれた調査がございますので、その

結果をご報告いたしたいと思います。これは１６年度と１３年度で比較したものであります

が、小学校・中学校とも１３年度に比べますと１６年度の方が、学習意欲の点でも「良い」

という結果が出ております。もちろん各学校によってのばらつきがあるんだろうと思います

けれども、まとめてみますと小学校・中学校ともそれぞれ１３年度より１６年度の方が学ぶ

意欲が高まっているという結果でございます。また同様に学力レベルについてでありますが、

これも私共の前任者の教育委員会が取りまとめてくれた調査結果の報告によりますと、小学

校で１校だけおおむね３年前の学力と比較した時に、「やや低下している」という回答を寄せ

た学校がございますが、その他は「同程度である」もしくは「やや向上している」。中にはと

いいますか、また「向上している」というふうにはっきりと言い切っている学校も相当数ご

ざいます。これらを総合しますと学ぶ意欲、それから学力レベルにつきましても当市におい

ては、少なくとも３年前と昨年度あたりと比較してみた場合には、「向上している」と言える

んではないかと思います。ただ、私共が、あるいは私共の先輩が独自に行った調査結果では

こうだということであります。皆さんご承知のようにこの１月には、全県学力調査というふ

うなものが実施されております。この結果を見なければ本当のところはわからないというの

が正直のところでありますが、今申し上げたことが訂正しなくて済むことを、期待している

ところでございます。 

○南雲淳一郎君  １ ゆとり教育の見直しについて 

教育長に再質問をさせていただきます。ちょっと議論を広めさせていただきます。今ほど

のお話のように学ぶ意欲、そして実績も、まあ希望的な観測もありますけれども向上してい

ると。結構のことだと思っております。教育長ご案内のように、ゆとり教育が全国的に広ま

る中で、一義的には授業時間の確保のために２学期制が取り入れられたところであります。

旧六日町におきましても１７年度当初、この春からですね、実施をするということでいろい

ろ議論してきたところであります。また具体的に計画を立てたところであります。しかしな

がら結論といたしましては、議論の末中止にしたというところであります。そして合併後改

めて考え直すというところで、これの取り扱いをいかがするかをお聞きをいたします。 

ご承知のように今ほどもお話しましたけれども、ゆとり教育路線が私はやはり結果として

見直されると思っているんです。土曜日の授業の容認等のお話もある。その辺のなかでどう

取り扱うかを、１つお聞かせ願いたいと思っています。 

私は教育行政は基本的にはやっぱり中立性が第一だろうと思っています。そしてまた安定

性であろうと。さらに大事なことは継続性であろうと思っております。このことは教育長も
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ご同感だろうと思っています。しかしながら現実は地方分権という流れの中で、各自治体で

独自性、あるいは多様性等々が求められているのも事実であります。そしてまた先見性も求

められるところであります。実際に例えば今ほど申し上げました、２学期制を斟酌する時、

あるいはゆとり教育を考える時に、これらの――今抽象的な言葉で申し訳ありませんけれど

も――視点をどんな考えで斟酌するのか。その辺を一つお聞かせ願えればと思っております。 

○教 育 長  １ ゆとり教育の見直しについて  

はい、ご指摘のように２学期制についての議論が一時行われておりました。議員ご指摘の

とおりであります。それから教育委員会の中立性、安定性、継続性、先見性、それぞれご指

摘のとおりであります。全く同感であります。そこでまだ昨年１２月に２５日に生まれたば

かりの新米としまして、勉強不足を承知のうえでこの２学期制等についての個人的な考え方

を申し述べたいと思います。なぜ個人的かと申しますと、このことについて教育委員会とし

て議論をまだしていないからであります。 

確かに２学期制にした、運んだ場合にはこういうメリットがあるということは、前の六日

町議会で議論があったとこでありますので、そのことについては申し上げません。ただ、私

個人として感じております一番の懸念は、この地域は他の地域との、何と言いますか子供た

ちの出入りの多いところであります。それで、ここだけで独自のことをやるのも、これは独

自性でありますし、また先見性という点でもすばらしいことだと思うわけでありますが、出

入りの多い地域でありますと他の地域でやっておられることとの整合性というものもやはり

尊重しなければならないのではないかなと、これはそんなふうにひとつ思います。 

それからこれは新聞のコピーでありまして、内容を細かく申し上げるつもりではないんで

ありますが、他に先駆けて２学期制を導入した地域のことが若干触れられております。ここ

では進学等々の関連があって、通知表が結局は減らせなかったというのが大きな見出しでご

ざいます。それから学期末の慌しさを解消したり、授業時間を確保したりするのが、それが

目的だったとするならば別の方法があるというふうにも言っておられます。 

最初に申し上げましたとおり勉強が行き届いておりませんので、現段階での私の個人的な

認識ということで報告いたしました。なお、このことにつきまして塩沢町も入ってくること

になりましたし、改めて公聴会あるいは教育委員会で研究をしてみたいと、このように考え

ているところでございます。 

○南雲淳一郎君  終わります。 

○議   長  以上で南雲淳一郎君の質問を終わります。 

質問順位１６番、議席番号２０番・種村充夫君の質問を許します。 

○種村充夫君  通告により質問をさせていただきます。 

防災無線整備事業について 

中越大震災で１２月定例会でも多くの議員の皆さんから質問がありました、災害に強いま

ちづくりで、市長も防災対策についての実現を目指してきたところでありますが、たまたま

補助金等の関係もありまして防災無線整備事業が、国の補助金も含めて塩沢町も含めて実現
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できるという運びが見えたことに大変喜んでいるところであります。そんな中を聞きまして

私共、南政クラブで２月の中旬に静岡県の伊東市に行ってまいりました。伊東市をちょっと

例に挙げて参考にしながら、せっかく３億円もお金をかけて作る事業が、後からさあさあと

いう形にならないような方向で、ちょっとお話をさせていただきたいと思います。伊東市は

面積的には大変小さくて１２４平方メートルぐらいの面積であります。世帯数が約３万３千。

人口が３万５千人くらいの市であります。結局３８年ごろから防災計画を進めてまいりまし

たが、５３年から出ております伊豆半島沖、東海沖の群発地震、それと火山地震、さらには

今一番心配されております東海地震。もう一つは関東南部という形で神奈川県を主体とした

７５年くらいに一度起こる大きな地震があるんだそうでありますが、それが大体マグニチュ

ード７から８を想定して、さらに津波も想定した形で防災計画を立てられております。 

そんな中で平成７年に新庁舎を作りました。新庁舎を作るときに一番１階と言いますか地

下なんですけれども、あの辺は地盤が平じゃなくて高下しておりますので、一階の入り口と

地下がやっぱり違うところから出入りできて、出入りし良いような形になっておりますが、

地下室に完全に防災の専門の部屋を作ってあります。というのは簡単に入れるわけなんです

が、この議場の約倍ぐらいの部屋で、正面に６０インチの画面のスクリーンをつけまして、

そこには災害が起きた場合にはどこからでも画像が送れて、その中で対策本部は協議をしな

がら支持を出していける、という形になっているようであります。そんな形の中で進めてい

るわけでありますが、当然、私共はそのような形にはできないと思いますけれども、無線は

１４６箇所ほど市内に全部放送でできるようにし、さらにその声が届かないところについて

は、各家庭に無線機が整備されている、というようなところであります。震度５弱以上の地

震が起きれば自動的に放送され、さらに津波警報が出れば自動的に入るというような設備に

なっておりました。そこまでの整備は必要はないとは思いますが、ただ、今回私共が当市で

計画しております無線整備事業がこれから発注するわけですので、その設計委託の内容がど

のような形になっているのかそれについてもお聞きしたいところであります。それによって

今後の計画が多いに変わっていくのでその辺をお聞きしたいところであります。 

今までお聞きしたところですとアンテナを山の上に３、４箇所建てて、各区長などに対応

できるような方法にするというようなお話もありましたが、それだけの内容ですと結局基地

局がどこになって災害が起きた場合どのような対策になっていくのかという辺りがまだ全然

見えてません。当然これから設計発注するわけですので、その辺も含めて発注になると思い

ますが、大変な大事な問題だと思っております。 

それともう１つあわせまして、いつ発生するかわからない災害に対して日常の管理をどう

していくのか。今までの県との防災無線とは違いますので、今度はやはり土日もかけてでも

形の中で、管理だけはきちんとしていかなければならない。それと区長とか消防団でもいい

ですが、そういったところに出した場合の日常的な管理です。毎日のやりとりは無理だとし

ましても、せめて１０日なら１０日、１５日なら１５日には完全に通話のやりとりぐらいは

できる形にしておかなければ、折角の宝物が持ちぐされになるのではないかという気もしま
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すので、その辺についても一件お伺いしたいと思っています。それと合わせまして機材は高

度化します。かえって簡単になる場合もあると思うんですが、その使い方が、例えば各区長

ですと毎年変わりますので、全部使い方のやり方を変えながらかなりの訓練をしていかない

と、うまい対応ができないのではないかという気もしますので、その辺についてお伺いする

ところであります。 

昨日も塩沢と合併しますと、いよいよになりますと庁舎建設を、というような声もありま

したが、将来的な中で折角作る無線事業が、当市にとって生きるものであるようにお願いす

るところでありますので、その辺についての見解をお伺いし、質問といたします。なお、伊

東市のシステムと概要等をもらってきてありますので、これを総務課長にお渡しして私共の

市のまた参考にしていただければと思いますのでよろしくお願いします。終わります。 

○市   長  防災無線整備事業について 

種村議員の質問にお答えいたします。この防災無線整備事業についてであります。伊東市、

大変有意義な視察をいただいてありがとうございました。今、大体この機器、本部機ですね、

これにつきましては当然でありますけども防災担当の総務課フロアというふうに一義的には

考えておりますけれども、ただスペースの関係それらもありまして詳しい内容は決まってお

りません。防災対策本部機能のさまざまな要因、情報の一元化とか共有化、本部会議の開催、

対策の指示、体制、これらをみんな一つに集合しなければなりませんので、どれだけのスペ

ースが必要になるのかというのがちょっとまだ現時点では把握されておりません。きちんと

それを検討しながら設計に生かしていきたいと。そして触れていただきましたが、やはり新

庁舎を建設する際は、当然、独自といいますか別個といいますか、一般のフロアと同じとこ

ろというわけにも当然いかないわけでありますし、一番賢固な形の、相当の地震等があって

も耐えうる、そういう何と言いますか部屋と言いますか、そういうのをきちんと作ってそこ

に集積するという方向が望ましいと思っておりますが、これはまだちょっと先の話でありま

すが、現時点では一応念頭では総務課のフロアということでありますけれでも、もうちょっ

と検討させていただきたい。そして設計段階ではきちんとした部分も出していきたいと思っ

ております。 

それともう一つは庁舎内、庁舎が例えばやられたという場合ですね。今総務課のフロアに

置けばここの機械本体が使えなくなるということでありますので、そういう場合も想定した

バックアップ体制の設備も検討していかなくてはならない。外で使用できるということです

ね。庁舎外でその機能が果たせるような部分も検討していかなければならない。 

それからいつ発生するかわからない災害に対して、これは本当にそうでありまして、今ご

承知のように夜間休日につきましては、非常時連絡網による職員召集体制によって対応して

いるわけでありまして、震度４これは準備態勢、主に係長以上の職員が集積していただく。

震度５弱これは警戒態勢で、大半の指定職員が自主参集。とこういうふうになっております。

機器につきましては、前回のように停電したという時でも１０時間から２０時間位は停電し

たままでも対応できるような、蓄電といいますか、そういう使用が可能だということであり
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ますし、当然ですが一番念頭においておきました本庁舎、それから分庁舎の非常用発電機の

設置。先般発注を終えたところでありますので、その体制が整えば停電等には全く心配要ら

ないということですありますけれども、日常業務の中でも使える時にはある程度使いながら、

常に訓練的なことをやっておかないと、全然使わないでいて、その日そうだっていってもこ

れは確かだめだと思いますので、あらゆる機会を通じてそういう機器の使用、訓練それらを

やっていかなければならないと思っております。 

これは３番目のご質問の高度化により操作が難しくなるとそのことと関連いたします。今、

各メーカーのシステムを調査しておりますが、本体機器についてはタッチパネル方式で操作

できるというふうにどうもなるようであります。簡略化されております。それから設計仕様

の中でのメーカーは指定はできませんので、どこのメーカーの部分が入ってくるのかこれは

ちょっとわかりませんが、今申し上げましたようにそういう部分で災害発生時の時だけやれ

といってもこれは無理でありますので、またそれぞれ防災訓練は当然でありますけれども、

日常業務の中でも、例えば何と言いますか各地域の開発センターとの連絡だとか、あるいは

行政区長さんとの連絡だとかと、そういう部分にも何か生かせる部分があると思いますので。

そういう形の中でお互いが機器に慣れていないがために情報がまったく遮断されたというこ

とにならないような方法をきちんと考えていきたいと思います。とにもかくにも設計委託の

業者が決まってから、細部についてはきちんと詰めていきますし、また今ほどいただいた資

料を参考にしながら進めていきたいと思っていますので、またご提言をよろしくお願いいた

します。 

○種村充夫君  防災無線整備事業について 

ありがとうございました。伊東市の無線機の場合は、番号を押すことによって個々対話が

できるというのだそうです。そうしますと、例えば開発センターなり各区長さんなり、それ

ぞれが総務課と個々に対応できるということですので、これは日常的にはそれによってかな

り電話的な役割も果たせるというようなことになろうかと思いますので、その辺も提言して

おきます。消防の場合は、毎日それぞれ分署から始まって中の機器全部通話の訓練している

わけですので、その辺の対応をどんな形にもっていくのかというのが、おそらく１００個以

上の無線機ができると思いますので、うまくやっぱり設計の段階で組んでおかないと、後で

もってその辺の形もあろうかと思います。おおいにひとついい設計を組んでいただきたいと

思い、提言だけしておきます。終わります。 

○議   長  以上で種村充夫君の質問を終わります。 

質問順位 17番、議席番号 4番・井上智明君の質問を許します。 

○井上智明君  それでは通告にしたがいまして、少子化の対策の問題と、子育て環境につ

いてこの２点について質問をさせていただきます。質問に入ります前に少子化対策の問題に

ついては、すでに１名の同僚議員が質問をしていますし、この後もまたあるようであります

ので、私は社会保障の問題と少子化というものを、その関わりの部分にちょっと焦点をあて

て市長のお考えを伺ってみたいと思います。なお、ここの部分については、１２月議会で同
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僚牛木智恵美議員が質問をなさった部分と若干重なる部分があろうかと思いますけれども、

ご容赦をいただきたい。こんなふうに感じていますがよろしくお願いをいたします。 

１ 少子化対策について 

まず、少子化対策についてでありますが、日本の児童福祉法第１条に「すべての国民は、

児童が心身とも健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。」さらに、「す

べての児童はひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。」それで、第２条に

は「国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責

任を負う。」と記載されているんです。すべての児童の健やかな生活と成長は、国や社会から

保障され、親だけでなく社会全体でこの責任を負って、ということが記載されているのです。

そんなことを踏まえ、高度化率が年々上昇していく現象の対岸にある、少子化問題と児童の

虐待や児童の凶悪犯罪が世間をにぎわしている現状をかんがみ、子育ての環境についてお伺

いをいたします。 

まず、少子化対策についてでありますが、１９００年代の終わり頃から少子化に対する議

論は、マスコミや家庭の茶の間で論じられてきました。しかし、十数年たった今日になって

もその傾向は緩和されるどころか、出生率がまだまだ下降をする傾向にあります。昨年発表

された２００３年の出生率が、１.２９と１.３２を割ってしまったことはご案内のとおりであ

ります。社会が熟成してくると子供が少なくなる傾向は、これは自然の流れであります。し

たがって少子化は先進国の宿命ともいえる現象なのであります。中には例外がありまして、

アメリカやカナダのような早婚傾向の国は再婚、出産ということが重なりまして、あまり少

子化をしていない特異な国なんだそうですけれども、それは例外的にだと思われております。

高度化した社会は、子供の生存率が飛躍的に伸び、また女性の就労の機会が増えたり、避妊

の技術が発達したりして少子化するのは自然の流れであるのですが、あいまって高齢化の進

行が急激に進んでいる今日、人口構成のバランスが崩れつつあり、税や社会保障の制度の根

幹を揺さぶる時代が現れてきているのです。翻って社会集団を継続的に存続させるためには、

生産活動を担う一定の労働人口、いわゆる生産年齢人口の確保と、出生率を維持できる一定

の若者の存在を必要とされています。このことは一般の家庭でも全く同じことなんでありま

して、働く人と、若い出産可能な若夫婦がいないとその家がなくなってしまうということで

あります。したがってどこの国でもそのための家族政策を整備していかなければならないの

です。それゆえに今社会保障として高齢者や障害者のための年金や介護、医療の保証と同時

に、子育て支援が大きな柱としてクローズアップされているのです。 

戦後６０年日本の社会保障の充実は、子供を育て、老後の面倒を見てもらう。老後のため

に子供を育てる、いわゆる育ててやって面倒を見てもらうという子供と親のギブアンドテイ

クの関係が必要なくなり、子どもを育てるという意味が単なる育てる楽しみ、子供の成長を

見る楽しみに変わってきているように思えます。このことは人間関係が希薄化し、育児や教

育に多くの費用がかかる現代社会では、育てる楽しみどころか大きな負担と苦労になってし

まいつつある、ここら辺が大きな問題だろうと私は捉えております。子供がいなくても老後
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の保証に何のハンデもない社会。善意に解釈するならば、極めて平等な制度であると思いま

す。しかし、中には自分を犠牲にするような子育てなんかしなくても、社会保障だけは同じ

ように受けることができるなら、今を楽しく過ごそうとする、そういう考えの若者が増えて

きている。こういうことも事実なんです。全体の中では結婚したくてもできない人、子供が

欲しくてもできない人、これが大多数である、ということはまぎれもない事実であります。

しかし、先に述べたような人達が増えつつあるという現実、現象も事実なのであります。 

人の子として逃げることのできない親の介護は全員が負うものです。ゆえに介護保険とい

う制度で、社会制度化されたのですが、残念ながら子育ては全員が負うものではありません。

そのために社会制度化する大きな動きが見られないのです。このことは先の参議院予算委員

会でも質疑がありました。非常にわかりやすく数字として現れていますのでご紹介します。

社会保障費の６８.７パーセント約７０パーセントが高齢者に使用されているのに対し、児童

や家族関係に使われているのはわずか３.７パーセント。比較して約２０分の１しか使用され

ていないのです。その時の小泉首相の答弁が、高齢者は選挙権があって子供には選挙権がな

いからっていうような、名回答もありましたけれども、今の制度では経済的支援としてわず

かな児童手当があるだけなんですが、そんな厳しい状況の中でも、育児を経済的に保障して

欲しい、という大きな声が生まれてこない。本来ならば次の世代を支える子供たちは、児童

福祉法の精神にのっとって社会全体の財産として捉えるべきなのですが、日本人の感情とし

て、子育てを損得で語られることがはばかられ、子育て支援を手厚くする声が社会的に大き

くなりにくいのが現実だというふうに感じています。こんな現状を市長はどう考えているか、

まず伺っておきます。 

税率が大きく違って単純な比較はできないのでありますけれども、何回か出ておりますよ

うに、北欧諸国では子供をたくさん生んで欲しいですし、労働力としての女性の力が必要、

ということの中から１８歳までの児童手当というようなものが行われているようであります

けれども、そういう中で人口政策として、北欧諸国では子供は夫婦だけではなく、社会で扶

養するというコンセンサスが構築されています。ところが日本では先に述べたように、次の

世代を支える子供たちは社会の全体の財産であるべきなのですが、日本人の感情として、自

分の子は自分で育てるのが当たり前、という考え方が大勢で、子育て支援を手厚くする動き

がなかなか見えない。そんなところにも女性、あるいは若者の出産育児への意欲を低下させ

ている原因の一つがあるように思っています。若者本人も結婚しないで働き続けた方が、生

涯所得が圧倒的に多く、老後は自分の蓄えと社会保障で十分な対応ができる。そんな社会が

現代なのです。過去には負組に分類されやすかった未婚の若者が、独身ゆえに自由で多彩な

生活を十二分に謳歌し、楽しんでいるのが現在です。むしろ今勝ち組と見る向きさえありま

す。ご存知のように現在の日本の社会保障制度は、自分で積み立てた分を自分で受け取ると

いう積み立て方式ではありません。働き盛りの年ごろが親の世代を支え自分が年をとったら、

子供の世代に支えてもらう。これが日本の社会保障制度の姿なのです。ところが現在問題と

されていることは、人口比率が先に述べたようのことで次世代を支える子供が少なく、高齢
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者いわゆる社会保障を受ける世代の数が圧倒的に多いのです。独身や子供を作らない人達は、

子供を育てるというリスクを背負わないで老後の保障だけを受けることができる。このあた

りに少子化の原因の一つがあるのではないかと思うのですが、市長はいかがお考えでしょう

か。 

２ 子育て環境について 

次に子育ての環境についてお伺いをします。異常者が学校施設に侵入するような事件が相

次いで報道されています。中には殺人事件にまで発展した事案が報道されています。現代社

会では、もう特異な地域の特異な事件ではなくなっている、というふうに感じておるんです

が、わが南魚沼市の保育あるいは学校現場では、どのような対応が協議され、指導されてい

るか、この点をまず伺っておきます。一昔前私達が育てられる頃の家族は３世代同居の大家

族がほとんどでした。ところが現代はどうでしょう。多くの家庭が２世代の核家族。南魚沼

市の状況をちょっとご紹介しますが、平成元年と平成１６年を比較してみました。平成元年

には世帯数、六日町地区が７,５０５世帯、大和地区が３,５９５世帯１１,１００戸という世

帯数。人口は合わせて４３,７４４人という数字だったんです。それが平成１６年を見ますと、

世帯数で六日町地区が８,６５７戸と大和地区が４,０４９戸合計で１２,７０６戸と、いわゆ

る１,６０６戸増えているんですね。ところが人口は４２,９６４人。８１０人少なくなってい

る。一世帯平均の人数で言いますと平成元年が３.９４人約４人だったのに対し、平成１６年

は３.３８人３.５人を割ってしまっているんですね。０.５６ポイント減っているんです。 

さて、市長ここからが大事なんですが、その昔、日本人は何世代も同居する大きな家族を

家庭の理想としてきました。その証拠は昔話によく現れています。皆さん振り返って思い出

していただきたいと思うんですが、桃太郎の話。山に芝刈りにいったのはおじいさん。川に

洗濯に行ったのはおばあさん。金太郎もしかり、一寸法師もかぐや姫も、さるかに合戦など

も同じなんでありますが、皆さんに馴染みなメジャーな昔話は、ほとんどがおじいさんがお

ばあさんと子供なんです。お父さんお母さんが出てくる話はほとんどありません。こんなと

ころにも現れていると思うんですね。日本人が大家族を理想としたわけは、こんなことが言

えると思うんです。人生５０年といわれた時代に、孫の面倒を見れるまで長生きできる。こ

のことが一番だろう、というふうに考えていますが立場を変えて子供の目線で、一般的な３

世代同居の家族を考えたとしますと、第一世代は人生経験豊富なしっかり者のおじいさん。

同じく長い人生経験培われた辛抱強くやさしいおばあさん。第二世代は働き者のお父さんと、

控えめでおとなしいお母さん。この辺は個人的には疑義のある方があるんじゃないかと思い

ますけれども。そして第三世代がその子供と、こういう構図になります。その家庭の中では

こんな役割分担があったわけですね。お父さん、お母さんは家庭を守るために外に出て一生

懸命働く。おじいさんおばあさんは、家庭を守り家庭内の仕事をして子供を育てる。子供は

昼間はおじいさんとおばあさんに育てられ、夜はお父さんとお母さん。そのやさしい胸の中

で休む。こんな役割分担で家庭を守り子供を育てていたのです。子供たちにとっては若く経

験に乏しい、頼りない――とはちょっと言い過ぎかもしれませんが――若夫婦に四六時中育
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てられるよりは、長い経験に培われ辛抱強くやさしいおじいさん、おばあさんに育てられる

方が、ある面幸せだったと思うんです。また、若い二人だけであれば、ちょっとしたことで

も経験が乏しいのでおろおろ、おたおたしてパニックになってしまうようなところでも、高

齢者が同居することで適切な対応ができる。若い二人にとっては２４時間子供と向き合って

いるということによる大変なストレスがあろうと思う。そんなことから衝動的な行動になっ

てしまいそうな時でも、親が同居しているということである程度の自制が効きます。そして

何より大切なことは家庭の中で、人間関係を育む事ができるということではないかと思いま

す。例えば２世代３人家族では、お父さん、お母さんと子供たちという、３つの人間関係し

か存在しません。ところが４人家族では６つ。５人家族では１０、６人家族では１５の人間

関係が成立するのです。ちなみに我が家は８５歳の親父夫婦を筆頭に、我々そして３０代の

若夫婦と子供。７人家族ですので７×６＝４２ ２１個の人間関係が存在しております。 

このことは社会に出たとき大きな意味をもちます。世の中のすべての係わり合いが折り合

う。このことで成り立っています。お百姓さんは一番折り合わなければならないのは、お天

道様、いわゆる天候です。猟師や漁師の世界でも一網打尽に捕り尽くすことなく、節度を持

って魚や獣を育てるのも一つの折り合いなのです。いうなれば人間は全てを、自然との折り

合いの中で共存しているのです。人間同士もまたしかり。家庭の中では親・子、夫婦、この

辺の折り合いが一番難しいかと思うんですが、兄弟。それぞれが折り合うことで共生する家

庭としての大意が成り立ち、隣人同士も、職場や同僚や上役も、仲間や友達も、それぞれの

折り合うということで、関係が保っているのです。その社会に出たときに、すごく重要で大

切な折り合いをつける術を、大家族の中では人間としての基礎を身に付けなければならない

幼児期に、学ぶことができるのです。親子二世代の３人や４人の家族では、本当の意味の折

り合いをつけるという場面には、人間性を育むに大切な幼児期に出くわすことはほとんどな

いと言います。ところが同じ４人家族であっても、三世代になれば世代間の違いというもの

が存在するために、それぞれが我慢という折り合いをつけなければ、家庭の中は円満に成り

立たないことが多いんです。 

かつて私達の子供が保育園に入った頃、保母さんから言われたことは、孫親と一緒に生活

している子供はすぐわかる。どうしてか。甘えん坊だから、と言われた。ところが今はどう

でしょうか。同じように孫親と一緒に生活する子はすぐわかる。なぜ。孫親のいない子は、

人間としての基礎的なしつけができなくて、なかなか集団行動に馴染めない。という答えが

返ってくる。このことは小学校に入ってからも現れるようで、小学校の先生からも同じよう

な評価を伺いました。人生５０年と言われた昔、孫を育てることを夢とし、理想として日本

人は生きてきました。ところが現在、人生８０年と世界一の長寿国になって、孫はおろかひ

孫まで面倒を見られる時代だというのに、大家族の大きな利点をないがしろにして核家族化

する。そのあたりに私は、子育てや指導の正しい豊かな感性を蝕むにいたる、大きな要因が

あるのではないかと考えていますが、市長はいかがお考えでしょうか。所見を伺って第１回

目の質問は終わります。 
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○市   長  １ 少子化対策について 

井上議員の質問にお答えいたしますが、随所にちょっとこう本音を言えば、批判を浴びる

かと思われるような部分もありますので、極力何といいますか言質を取られないように、し

かしながら若干の本音も含めてお話を申し上げたいと思います。この社会保障費が高齢者に

７割、児童・家庭に４パーセント。これは本当に数字をこうして見ますと改めてもうちょっ

となんとかならないものかという気持ちがいたします。議員が触れておりましたように、先

進国と言われる部分はどうしてもここを一度通らなければならないという、そういうまた現

実もありまして、高齢化が急速に進んできた後に少子化が今、少子化対策が叫ばれていると

いう現状であります。医療・技術の進歩等も当然でしょうし、生活環境も非常に改善された

という中で、こういう現象はある意味ではいたし方ないわけでありますけれども。 

次世代育成支援対策、ここを進めるにあたりましては児童、家庭といいますか、いわゆる

若者の方に、もっともっと社会保障的な部分を、この比重を移していくという、これは本当

に大事なことだと思います。しかしながらじゃあお年寄りが今の現状から、何と言いますか

待遇と言いますか、その保障をおとしていいかといわれると、これはやはりそういうわけに

はいかない。そうなりますとその社会保障費的な部分の財源の捻出を、どこに考えるかとい

うことであります。今地球環境も含めて京都議定書の発効等もありまして、その開発的な部

分についてはある意味では抑制をされているということであります。私達の地域は先にも触

れましたが、まだまだその道路・下水そういう部分の要望は多くあるわけでありますけれど

も、そういう部分もまた見直せるところは見直しながら、その財源配分もきちんと考えなけ

ればならない。高齢者の保障費を削って、子供の方にまわすというわけにはまいりませんの

で、そういうことで何とかこの将来的な姿を見出していきたいと思っております。 

年金関係はですね、できればこれは一元化していただければ、共済・厚生年金・国民年金

ですかね。これは本当は一元化してもらうと、非常にその年金そのものに安心感といいます

か、そういうものも出てくると思いますし、負担の関係もそう重いものにならなくなるのか

な、というような気がしていますが。なんか小泉総理は当面共済と厚生年金の一元化は考え

られても、国民年金の方はなかなか難しいといいような答弁をしているようでありますけれ

ども、一番問題のところはその国民年金の方でありまして、これをなんとかしなきゃならん

ということだと思いますが、まあそういうことだと思っております。 

もう１つ具体的にお尋ねのあったところです。子供さんを生むリスクを負わなかった者が

社会保障費を受け取ることにどう思うかっていう、これは前に森前総理が面白いことを言っ

ていまして、世間の批判を浴びていました。産む意思があっても産めないという方。そうい

う方もいらっしゃいますし、一律的に産む・産まないことを評価はできませんけれども、で

きればやはり自分も生を受けた一人でありますから、何とか子孫の繁栄といいますか、そう

いうことには努力していただきたいと、そういう思いの他は、社会保障費をどうだこうだと

いうとこまでどうも踏み込んだ発言ができませんが、すいませんけれども。できればやはり

皆さんが、同じような立ち場で、同じような保障を受けるというのが、これ公平公正だと思
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っております。そんなところでご理解いただきたいと思っております。 

若い皆さん方の産まない夫婦、結婚しない若者。これはもう議員おっしゃったとおりの社

会的な背景があるということだと思っております。子育てには苦労もお金もみんなかかると。

子供を産まなければそういう部分は要らないという、現実的な考えだけで言えばそういうこ

とでありますけれども。しかし、人間としてあるいはその以前の動物として、子供を産むこ

との喜びと言いますか、そして子供を育てることの喜び、これらを本来はもっともっと、そ

れこそ小さい子供のうちからある程度教育とまで言いませんけれども、語り継いで分かって

いただくような方法を取れればと。 

そのために今おっしゃっていただいたその大家族。私も５世代９人家族であります。です

からその中にやはり障害者も一人います。小さい私の孫ですけども、そういうのを見ていて

全く違和感を感じないと。これは今の社会に非常にあった感覚になるんだろうと思っており

ますが、９人だ、５世代は別にいたしまして、本当に３世代くらいは一緒に住めれば、いろ

いろな問題はある程度解決してくるところがあるかな、という気はしております。 

けれどもこれもまたライフスタイルの変遷と言いますか、今の若い皆さん方がなかなかそ

ういう考え方にならないという部分もありまして、これもまた強要ができるものではありま

せんけれども、本来はやはりすべて欧米化しなくてもいいと。昔はやはり日本はそういう大

家族といいますかそういうことの中で、ずっと培ってきた文化があるわけであります。アメ

リカの人は皆、成人すればもう独立して、親と離れて暮らすんだ、ということをずっと聞か

されて、それがやはりなんといいますか、こういいことだ、先進国的なことだっていうよう

な風潮もなされたことが、１つの原因であるかというふうに思っております。確かに若い時

なんか２人で暮らせば楽ですね。まわりに気も使わなくていいしし、そういう面では楽です

けども、ゆくゆくのことを考えれば本来そうではないな、という気はしておりますが、これ

もまた強要ができるものではありませんので、若い皆さん方からそれぞれそういう自覚を持

ってもらう。そのために今私達が何をなすべきかということであります。ですがこれも行政

だけで取り組んだだけではどうしようもないことでありまして、地域社会そして企業、それ

ぞれの皆さん方からそういう世論を喚起してもらうような方法を、また行政が考えていくこ

とだと思っております。 

これらも次世代育成支援対策の中で、いろいろと列挙されている部分もありますので、そ

れらの提言を真摯に受け止めて、行政の中で生かせるものは生かしていきたい、そういう思

いでありますのでよろしくお願い申し上げます。 

２ 子育て環境について 

この保育現場、学校現場の事故犯罪防止という方はよろしかったでしょうか。学校の方は

では教育長に答弁いたさせますが、保育現場の方につきましては、ほとんどのところが柵も

ありませんし、これは学校も同じです。ただ、保育所につきましては、玄関の鍵は閉めてイ

ンターホンで対応しているという、こういうことをやっていると思いますし・・・一部です

ねこれは。それから、どなたの質問だったですか、男性保育士を配備をした方が、というこ
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ともありまして、これらも徐々に徐々に、そういう対応――これからだったかな。失礼しま

した。徐々に徐々に対応――していかなければならない問題だと思っておりますが。学校現

場につきましては、学校教育課の方で申し上げますが、確かに保育現場も非常にそういう面

では、厳しい状況でありますけれども、なんとか玄関の鍵を閉めている、というようなとこ

ろで対応しているというのが今現在であります。そういう犯罪が起こらないようなまた社会

構築に努めていきたいと思っていますのでよろしくお願いいたします。 

○教 育 長  ２ 子育て環境について 

学校現場での犯罪防止の対策ということでございますが、誠に何と申しますか、有効な対

策は取り入れていない、ということを最初に申し上げたいと思います。市長からも話があり

ましたように、私共の市内の小学校・中学校につきましても塀があるわけでもなく、鍵のか

けられる、錠のかけられるも門があるわけでもございません。常に地域に開放された状態だ

というふうに思っております。加えて学校によりましては、職員室などが２階にあるという

ケースも少なくございません。ですから施設としては無防備だと指摘されてもやむをえない

状況が現実にございます。 

またそういう中で例えばインターホンですとか、そういったものもすべての学校に装備が

されたという状態でもまたないということでありますので、大きな事件が起きた後でござい

ますから、大変手が後手にまわっているということはまったく承知の上でありますが、今各

学校――学校の例えば職員室がどこにあって、というふうなこともそれぞれ違うものですか

ら、それで各学校にと、申し上げたわけでありますが、各学校――としてどういうふうな設

備をしたら、例えばインターホンであってもどういうふうに配置をしたら、少しでも安心が

できるか、そういったことについて検討をしていただいているところでございます。それら

を見ながらなんだかの対策をとってまいりたいと、このように考えておるところであります。 

例えばでありますが、玄関に錠をかけたといたしましても、来訪者を装って来られれば開

けざるを得ません。それからそれはまあ別といたしましても、子供たちに集団での登下校を

させても、学校を出る時、学校へ入る時は、間違えなく集団であるわけですけども、それぞ

れの子供さんの自宅付近ではどうしても１人になる場面が出てまいります。かといって１人

１人に送迎をつけるというわけにもまいりませんので、非常に結論的には「安全を期す」と

いうことは誠に難しい、ということで答弁とさせていただきたいなと思います。 

○井上智明君  若干再質問をさせていただきます。 

１ 少子化対策について 

少子化の問題と社会保障制度を結つけて考えたときに、この子供のあるなしによる不公平

感を取り払うということには、基本には２つの方法があると思うんです。それは高齢者にな

って受け取る社会保障の額に子供の数によって差をつける。かなり乱暴な議論なんですけれ

ども、ということもう１つ考えられると思うんです。受け取る額に差をつけるという方法が

１つあると思うんです。もう１つは、児童手当や子供の医療費など子育て支援を手厚くする。

これの方が現実的だろうと、それでこの部分については、もう今までに本議会でもかなりの
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部分議論がなされてきておりますが、なんとしてもやっぱり私は先ほど市長の答弁の中にあ

りましたように、社会全体で次世代を育てる、子供を育てるという考えに立った時には、高

齢者が７０パーセント、子供が４パーセントっていうこの社会保障費の使途、ここの部分を

なんとしても大勢の皆さんから認識していただく、こういうように使われているんだと、今

はこういう状況になっているんだということを認識していただく。ということが大切だと思

うんです。 

高齢者の社会保障の費用を減らせというようなことじゃないんです。やっぱりもうちょっ

と高齢者の社会保障を減らさない中でも、皆で保育とか児童手当というものにもうちょっと

手厚くされないだろうか、という目を向けることだけでも、その少子化の対策の一因になり

はしないだろうか、という気がしてこういう議論を市長としたわけであります。 

今まあ嫁対策というようなことの中から、結婚の相手を探すという動きが、結婚対策とし

ては大変な大きなウェイトを占めているんですが、少子化対策として考えた時にはもう一方

の私が今言っているように結婚願望の薄い若者。いわゆる世話をしてやってもなかなか一緒

になりたがらない若者がまずいるということも１つ認識しておく必要があるのだろうと。そ

れから子供を産まない夫婦。それから子供を少子化ということで少なく生んで、なんという

か元気に育てるといいますか。昔は歩止りが悪かったものですから・・・適切じゃない言葉

がありました。生存率が悪かったものですから、たくさんの子供を作ってということがあっ

たんですけれども。現在は生存率が飛躍的に向上していますので、１人っ子でも十分に成長

していけるという自信があるわけですよね。そういう中で子供をたくさん産む傾向にない、

というのが一つあろうかと思います。その辺もやっぱり少子化対策の一つの歯止めになると

いうか、要因になるんじゃないだろうか、ということが考えられるのであります。その辺で

やはり結婚相手を探す行動とともに、子供をたくさん作って産んでもらうという方向にも、

行政としてある手段が組めないだろうか。ということを市長にもう一回伺っておきます。 

２ 子育て環境について 

それから学校現場の話はかなりうまく言い繕っていますが、何のことはない何もしていな

いと、対応していないということ。保育所でも学校でも何にも対応してないということが実

態だと思うんです。まだ、とりあえずの認識が、行政の方ではそういう認識にいたってない

ということだと思うんですが、先ほど一回目の時に述べたように、もう特異な地域の特異な

事件ではない。学校現場や保育の現場に異常者が入るっていうことは、特異な地域の特異な

事案ではないという認識を、今後持っていただきたいと思うんです。先般テレビでやってい

ましたね、新津だか白根だかどっかの学校で、「さすまた」の訓練というのをやっていました。

「さすまた」というのは非常に有効だと思うので、そういうものの導入も今後考えていただ

きたいと思います。まず教育長にそういう物の導入の意思があるかないか。たった今という

ことではなくて、近い将来そういうものを入れる意思があるかないか。ということを伺って

おきます。 

それから子育ての環境についてでありますけれども、時間がかなり回りましたが、ここで
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児童虐待と家庭環境についての数字がありますのでこれにちょっと触れてみたいと思うんで

す。驚くことに児童虐待の原因のほとんどが親にあるんですね。その７０パーセントが親か

らの虐待なんです。そういうと大体継母とか継父。実母・実父じゃなくて継母とか継父と考

え易いんですが実は違うんです。実母５８パーセント。自分のおなかを痛めた子供に虐待す

る母親が５８パーセント。実父２５パーセント。継父が７パーセント。継母が２.３パーセン

ト。こういう数字が出ている。で、虐待される児童の年齢は小学生が最も多く３４.５パーセ

ント。３歳児から就学前が２９パーセント。０歳から３歳という可哀相な人達が２０.６パー

セント。ついでに死亡例がありますので挙げときますけれども、死亡例の５０パーセントが

０歳児。特に３ヶ月以内の子供が多いという。子供にとっては自分が望んで生まれてきたわ

けではないのに、自分の意思で生まれてきたわけでもなし、意思を伝えることもないうちに

この世の中に自分を生を授けて、間もなく授けた本人によって死亡しなければならない。こ

んな数字が出ているんですね。そして言いたいことはここからなんです。親による虐待が７

０パーセントと断トツに多く、しかもその家庭のほぼ１００パーセントが親と子のいわゆる

核家族なんです。こういう数字を市長どう考えます。先ほどの大家族の議論の中で、再度こ

の辺を伺っておきます。 

それぞれ個々により家庭の事情はいろいろあるかと思います。そこで私が言わんとした事

は少子化の問題、子育て環境の問題、また昨日同僚議員の質問の中に出てきました食育や睡

眠時間の問題。いろんな子供に関わる問題の元ですね。元には核家族化に進んだという現象、

こういうことが一つ考えられはしないかという気がしてならないんです。そうであるならば、

その解決策のキーワードは「核家族」の対岸にある「大家族」。それは市長がさっきおっしゃ

ったとおりだ。大家族化というようなことが対岸にあるんではないか、解決策の一つとして

考えられるんじゃないか、というふうに思います。 

そこで市長に一つ提案をしてみたいと思います。我が南魚沼市で「大家族化推進運動」な

るものを起こしてみてはいかが。こういう提案をしたいのです。私の知る範囲ではまだ日本

中でこんな運動を始めた市町村はありません。全国に先駆けて「大家族化推進宣言」なるも

のを発し、大家族化運動を推進する。その先に大きな夢が広がると私は考えています。新市

南魚沼が誕生して５ヶ月。まだ旧町の地域意識が強く、市全体で目的を一つにした大きな動

きがみられてこないなかで、連帯感を一つにする動きになりはしないだろうか。市民意識を

高めるためにも、こんなことができたらまちづくりの大きな成果となる、というふうに私は

考えていますが、市長に考えを伺います。 

○市   長  １ 少子化対策について 

最初のこの保障費に差をつけるか子育て支援を手厚くするか。これはもう言うまでもなく

そういうことだと思って、子育て支援をこれからきちんと手厚く考えていかなければならな

いということですので、またご協力お願いいたしたいと思います。 

２番目の件であります。実は私１つ今、思い出したんですけども、先般六日町高校の卒業

式に行ってまいりまして、３年生の文集をもらいました。その文集の中だったと思うんです
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けども、六日町高校女子生徒のほとんどの皆さんが、アンケートの結果ですけれども将来何

になりたいとか、将来どうしたいか。将来はやはり結婚して幸せな家庭を築きたいというの

がほとんど。大半の女子高生の。今の時点はですよ。今の時点はそういうことです。こうい

う芽をこれからどういうふうにやっぱり育てていくか、そういうことだと思うんです。大和

中学の卒業式に出てみましたが、女生徒の数の方が男子生徒よりちょっと多いんですよね。

六日町高校もそうでした。今なんかこう、昔は女性の数が少なくてなかなか嫁の来手がいな

いと、これそういう話でしたけれども、生まれた時はやっぱりどうも女生徒の数が多いと。

ただ高校を卒業したり、あるいは大学を卒業したりして、ここに残る人が少ないということ

です。ですので前々から申し上げているように、とにかくこの地で働ける、そういう環境を

ぜひとも作っていきたいということで、地域完結型社会といいますかそういうことを目指そ

うということであります。希望の芽はあるんです。希望の芽はそういうことで。若いうちは。

これをどう潰さないでいくかということでありますので、またいろいろお知恵を拝借したい

と思います。 

２ 子育て環境について 

保育所は先ほどちょっと私が言いそびれました。一部の保育所でインターホンを設置して

いないと。これはもう整備計画を立てて、全部の保育所にインターホンを設置して、鍵は全

部かけるようにします。その辺までができうる対応。それとこれから質問に出るそうであり

ますけれども、男性保育士の件も含めて考えていかないと。 

学校の方は１つだけ、これは私が申し上げることではありませんけれども、去年六日町時

代に、全小中学校だと思うんですけれども、揃いのジャンバーを５着づつだったか幾つだっ

たかを全部支給して、それを着て定期的に校舎内外を見回ってくださいと。そして地域の皆

さんの協力を得てやってくださいと。常に見回りがいるんだという意識を地域というか周辺

の皆さんや、たまたま通りかかった皆さんが見れば、あの学校にはとても入れないと、こう

いう意識を持つだろうということで六日町の小学校・中学校一応全部その服は配布してある

んです。当然ですけども今度は大和地域の方にもそういうことをやって、防犯対策の一助に

なればと思っておりますので、またよろしくお願いします。 

この虐待が１００パーセントが核家族だと。おおむね予想しておった数字でありますけれ

ども。ただそれに連携して大家族推進宣言ですか、なかなか難しい。これはどうも検討して

みるとも言いづらいところであります。地域の皆さんにそういう声をかけるということは、

私は自分なりにはやっていこうとは思いますけれども、行政が挙げて大家族を推進するとい

う、それはどうも生活スタイルの変化が非常に激しゅうございましてそこまで行きませんが、

折に触れそういう話は自分の口から申し上げていきたいと思っておりますのでよろしくお願

いいたします。 

○教 育 長  ２ 子育て環境について 

「さすまた」の件でございますが、「さすまた」にするかどうかはちょっとまだあれでござ

いますけれども、いずれにしましても今各学校で警察官から来て頂いて、実技指導を受ける
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といいますか、訓練を、というふうなことをやっております。「さすまた」にいたしましても

おそらく実技指導を伴わないと、有効に使えないのではないかという気もいたしますのでそ

んな意味で「さすまた」かどうかは別といたしましても、警察官による指導、訓練、これら

を各学校でもれのないように実施していきたいと思います。その中で素人が自分の身を守る、

あるいは子供たちを守るという時に、いかなる道具が有効なのかその辺もまた指導を受けて

いきたいとこのように考えております。 

○井上智明君  再々質問で恐縮です。市長に１点だけお願いをしておきます。お願いじゃ

ない注文をつけておきます。 

２ 子育て環境について 

大家族宣言云々ということにかなり躊躇していられるようですけれども、大和出身の議員

は私がどんなことをしているかわかると思うんです。２０年来地域作りというようなことで、

全国をあちこち行ったりしているんですけども。こういうことでいわゆる何と言いますか、

日本中に認識を、地域を認識してもらうということができるんですよね。これはまったく銭

のかからない宣伝効果なんですよ。テレビに流すなんてもんじゃないですよね。先般、つつ

じクラブで喜多方に行政視察したんですが、その時に地域作りの機関紙「まちむら」という

本があるんですが、その中に激震に耐えたコミュニティということで、私が寄稿してたまた

まその文が採用されて載ったんです。その本を見られた喜多方市の議長さんが、こういうこ

とをして井上智明という奴が書いていると。いやあ申し訳ない、それは俺だと。こういうこ

とで、ああいうものは無料でそうやって全国に発信できるんです。こういうことには市長は

やはりもう一歩踏み込んで、積極的に取り組んでいただきたい。それがまちづくりだ、とい

うふうに私は感じているんです。それから若くてこれからバリバリの市長さんですので、ぜ

ひともその辺を踏み込んで検討すると。検討に値しないという答弁だとどうも納得し難いん

で、せめて検討をこれからする、という答弁をいただきたいと思います。 

○市   長  ２ 子育て環境について 

検討に値しなということではなくてですね、こういうことは行政として宣言することとし

て、あいふさわしいかどうかっていうことだと思うんです。皆さん方がそれぞれ個々に、や

はり生き方とかそういうことをお持ちのわけでありまして、それを一食単にして全部「大家

族化推進宣言」というようなことはちょっといかがかなと。例えば「非核平和都市宣言」と

かですね、これはもう１００パーセントの皆さん方が望んでいることでありますからやれる

ということでありますけれど。今この大家族推進、気持ちとしては自分では推奨したいわけ

ですけれども、なかなかそういう宣言に馴染まないのではないかと。そういうことですので

折に触れ、私もそういうことはお話をしてまいりたいと。もうちょっと別の意味で、全国に

有名になられるようにがんばってみますので。年齢は井上さんと同じですので、そう若くご

ざいませんけれど、これからまたよろしくお願いいたします。 

○井上智明君  終わります。 

○議   長  以上で井上智明君の質問を終わります。 
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質問順位１８番、議席番号１２番・上村守君の質問を許します。 

○上村 守君  議長から発言を許されましたので通告にしたがって一般質問を行いたいと

思います。 

１ 市の道路網整備について 

私は今年の予算書と言いますか、しっかりした平成１７年度予算書と市長からでた施政方

針を読ませていただいて、３つのことについて今回質問をさせてもらおうということで、張

り切って壇上に上がりました。 

まずは第１点目は市の道路網の整備についてということであります。合併前も合併の効果

の中では小さな大和町ではできないことが、パイがでかくなることによって集中的な予算投

下ができて、今までなかなか日の目を見なかったそういう事業にも日が当たるのではないか、

というのが新市民の皆さんの期待なんですね。そこで誕生して５ヶ月なわけですからようや

く歩み始めたというふうに思います。予算を見てみますと大変難儀をして予算を組んだんだ

なということが見て取れる予算書でありました。そういう中でも市民生活の向上のためには、

最低限の金を使って精一杯のことをやろうということがわかるといいますか、響く予算書で

あったとこう思っております。 

しかし、合併前に住民の皆さんの中で、反対という人達の中には、やはり合併をして中心

部は栄えるんだと、まわりはだんだん、だんだんそこに吸い取られていくんだ、という感覚

をお持ちの方が多い。それがやっぱり不安だ、という声があるんです。私はそういうものを

解消するには、やっぱりきちんとした道路網なり、行ったり来たりが皆が顔と顔が見えると

いいますか、行ったり来たりができる。そういうものの整備をすることだろうとこう思って

おります。私は、朝起きてここまで通うわけですけども、勤務時代は塩沢にも通ったことが

あるんですが、１７号を下って寺尾からずっと塩沢までは西山を通る道があるんです。とこ

ろが町境ということになるのかどうかわかりませんが、大和側に来るとあそこから寺尾の所

から出て１７号線に出てしまうんです。あの道を何とかもう１本西山に通してもらえないか。

調べたら、県道なんでしたか「欠ノ上五日町線」というんだそうです。私共のちょっと手前

味噌ですけれども、あそこのちょっと先に河原沢があって、その次に城山新田という村があ

るんですね。そのちょっと下には猫道集落の八岡という集落。その先には名木沢という集落。

これは１７号線に出てくるためには一本道しかないですね。それからちょっと、せっかく合

併をしてそういうことが叫ばれているんであれば、なんとか寺尾のところからずーっとこの

山際を通って、浦佐まで。今回の一般質問の１番で質問された方、浦佐の駅どうするんだと

いう話をしたら、市長は大事な財産だ、という答弁もあったわけですので、ぜひとも、県道

「欠ノ上五日町線」を大和町まで延ばしてもらって浦佐の駅に何とか接続してもらえないか、

ということを考えているんです。 

もう１点は、元の大和の役場から農免農道がずっと来て五日町の入り口までというか下水

の処理場まで。いい道ができたんで、あれも何とか六日町に接続をしてもらえないかとこう

思っているんです。一部には城巻橋の手前のところかな、一部工事はされているようですけ
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ども、そういうもので交通網の整備をして欲しい。ただ、今、簡単に市が金をどんと出して

どんとやれるような仕事ではありませんので、私は土地改良の仕事と絡めて、今町のところ

を通っている道は農免道路ですから、土地改良で生まれた新しい道路なので、あれを延長し

てもらって六日町側にも接続はできるようにできないかと思っているんです。 

私共大和町では、ほ場整備にかなりいろいろなことをやられて、２１世紀型のほ場整備、担

い手ほ場整備、今、三用川沿岸という大きなほ場整備をやられているわけですが、これによ

ってかなり交通網の整備の体系ができたと、こう思っています。そういう面で何か土地改良

事業が大変要件が厳しくなって、難しいんだということも、もれ聞いているんですけども、

取り組めなくはないのではないのかなと思っています。合併特例債なんかも活用したら、少

し市民の皆さんの期待にこたえることができるのではないかなと思っていますので、まず１

点目はこの１７号線に２９１号線、この西側から土改を絡めてこの２本の道を通す。こうし

たら大変塩沢とのつながりもうまくいきますし、一つの市としての体系が整うんではないか

と、こう考えておりますので市長からお考えを聞かせていただきたいとこう思います。 

２ 旧「大和町地域省エネルギービジョン」を市民生活にどう生かすか 

２番目ですけれども、「大和町地域省エネルギービジョン」とこいう教科書があるんです。

去年平成１６年２月に、この委員の中に私の名前もあるんですけれども。こういう教科書が

あって、これを市民生活の中にどう生かすか。これは遠山さんだとか関忠良さんだとか地球

の温暖化問題と捉えて質問がありましたので、そういう意味では京都の議定書の問題だとか。

あれは私が勉強したよりよっぽど市長の方が勉強していて、いい答弁をいただきましたので

細かなことは触れませんが、私共大和町では、平成１４年と１５年と、２カ年かかって、２

冊あるんですがこの教科書を作らせてもらったんですね。ＮＥＤＯというところから補助金

をもらって作って、大和町の自然環境はどうだ、電気の使い方はどうだ、ガスの使い方はど

うだ、風呂のたき方はどうだ、等をみんな調べた結果が載っているんです。それを分析をし

たうえで、省エネルギーに向けてとどういうことを取り組むべきか、ということがこれに詳

細に書かれているんです。だから地球温暖化防止のＣＯ２の削減ですね、それに向かっての

答えはこの中にみんな書いてある。みんな書いてあるので、もちろん市長は大変勉強家です

から、この２冊の本をよく読んでもらったと思うんですよ。折角こういう教科書があったり

具体的なものが載っていながら、今年の予算書の中には残念ながらこれに取り組むひとかけ

らの金も、事業も載っていないんです。 

この中にはアクションプログラムというのがあって、行動計画というのがあって、今年１

７年が最大な取り組みの年だと書かれています。これは２０１０年を目標としているんです

が、その具体的な動きというのは、平成１７年に始めるんだということが書かれているんで

す。だからもう少しなんかあってもいいのかなあと、こう思っているんですが。こういうも

のも先ほどの井上智明議員の話じゃないですけれども、やっぱり推進母体というのは、やっ

ぱり作らなければならないと思うんです。これはあんまり金のかかる話でもないんで、そう

いうものエスコーという事業、省エネの企業さんにお願いをする部分、そういうのもありま
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すし、ＩＳＯの１４０００の取り組み。これは自治体なんていうものじゃなく、市内の企業

の皆さんの方がよっぽど前向きに取り組んでいるんですね。今、コストを下げるためにはや

っぱり無駄なエネルギーは使わない、ということに企業は今しのぎを削ってますからね。そ

ういう意味では自治体の取り組みなんていうよりもよっぽど企業の皆さん進んでいる、こう

思います。それからなかなかシャバの景気が良くない中で、私達家庭生活の中もやはり奥さ

ん方は、何かの経費を削りたいと思っているんです。そうしないと給料は下がる、明日リス

トラになるかわからないわけですから、生活レベルは一度上がってしまったものを、なかな

か縮めることはできないけれども、所得は下がってくる生活はなかなかうまくいかないとい

うことになると、今の家庭生活の中で金のかかる分を、なんとか縮めようという努力はされ

ていると思うんです。だから私はこういう運動をやるには、社会風情的にも今いい時期なん

ではないかなと思っていますので、どういうふうにこの教科書を生かして市民の皆さんのラ

イフスタイルを変えるために、どんな取り組みを考えているのか。今後どうしていこうと思

っているのか。これを聞かせていただきたいと思っております。 

３ 本庁方式への移行について 

３番目は本庁方式ということが書かれています。去年の１１月１日に南魚沼市は誕生して

ようやく本当によちよち歩きが始まったという状況だと思います。私は合併協議の中では、

いろいろな地域の皆さんの意見を聞いていると、旧六日町の役場へ皆システムを集めて、大

和は支所になるんだなんて話はできませんでしたから、「分庁方式で一部は六日町、大和へも

それぞれの機能があって、皆さんが心配されるようなことはないんですよ」という話をさせ

てもらって、私自身もそういう分庁方式というのが一番ベターなのかなと、こう思ってきた

一人なんですね。しかし、今こう振り返ってみると、いろいろ不便なことがあったり、例え

ば固定資産の更正図という図面は旧大和町は大和分庁舎にまだあるんですよね。だからここ

にきて図面がいるよ、というとまた大和に行かなければならない、ということがあったり、

毎週金曜日に課長会議があるわけですけれども、課長会議なんかだと行ったり来たりで１時

間ですよね。課長さんが、市の幹部が１時間席を外すようなことを見ると、業務の効率性そ

ういうところを見ると、やはり１つのところに来てあらゆる用事が足るという方式の方がい

いのではないだろうか、というふうに考えるようになったんです。だからいわば――後があ

るから聞いて欲しいんですが、この効率性やそういうものを考えるとやっぱり本庁方式の方

がいいのか。まして塩沢が今度入ってくるわけですから。合併協議の中でそれはお互いに納

得したことですから、今すぐぶったとか腫れたようなことをしろと言っているのではない。

塩沢が入ってきてひと段落ついたら、私はやっぱり庁舎建設を含めて、もう一度この行政機

能のあり方というのを、もう一度考えて。できればやはりきちんとした本庁があって、それ

ぞれの役場は支所機能だという方がいいのではないかなと思っているんです、将来。市長は

私の考えが違うなら違うと、それはまあそれで結構ですけれども、少し私はやってみて反省

すべきは反省していいと思うんです。それで将来に向かってより良い１つの市の体系ができ

る、このことが。合併というのは１００年の体系ですし、行政機構も１００年の体系ですか
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ら、そういうものをきちん整備することも我々の責任だと思っておりますので、少し市長の

お考えをお聞かせていただければと思います。以上１回目は終わります。 

○議   長  一般質問の途中ですがここで休憩をします。３時１０分に再開します。 

（午後２時５５分） 

○議   長  休憩を閉じて会議を再開します。 

（午後３時１０分） 

○議   長  休憩前に引き続き１２番、上村守君の質問に対する市長の答弁を求めます。 

○市   長  上村議員の質問にお答えいたします。 

１ 市の道路網整備について 

この市の道路網整備であります。具体的な路線名も挙げてのご質問でございましたので、

それらに絞ってお答え申し上げます。全般的な考え方といたしますと、合併推進の際にやは

り議員おっしゃったように、中心部だけがよくなって周辺部はさびれるんじゃないかと、こ

れがまあ一番の心配事といいますか、そういう不安の材料であります。私はそういうことで

はなくて周辺部が栄えるから中心部も栄える。国に例えればやはり地方。地方が栄えるとい

うことであります。そういう意味も含めまして、就任早々後山・辻又には集落懇談会という

ことでまわってまいりまして、それぞれのご要望等も伺ってまいりました。予算も当然です

けれども限られた範囲でありますが、おっしゃったようにやはり集中的に。ばら撒き的には

もうやらないと、そういう方向でありますので、そういう周辺部の皆さん方の声をきちんと

生かす政策をこれからやっていきたいというふうに考えております。 

ご提案のこの県道「欠ノ上五日町線」これを浦佐まで延長ということでありますが、確か

にそれが実現できれば、バイパス的な存在にもなるわけでありますし、非常にいいことだと

思っております。浦佐駅を生かす、そういう施策としては、これは本当にいいものだと思っ

ております。今県道「欠ノ上五日町線」は四十日、寺尾まででしょうか。法線も発表になっ

て、今、四十日付近を用地買収をしたりということだと思います。これが「中条五日町停車

場線」あそこまでが県道でありまして、あの向こうはそれぞれ農道や町道をたどっていかな

ければできないということでありますので、それらも含めて合併支援策として県がなんとか

やっていただけるか、それらも含めて今、県に要望している最中でありますけども、これら

がまだ決定いたしておりませんし、これからも県にその旨を働きかけて、何とか実現できれ

ば本当にいいなと思っておりますが、まったく未知数であります。未知数でありますが、ご

提言をいかすように最大限努力をさせていただきたいと思っております。農免農道の大和線

が六日町に接続すると。今、五日町のあの県道で切れているところであります。切れている

というか入口のところだけ、もうずっと用地交渉が妥結しなかったものですから、ようやく

ご理解をいただいて用地も解決しましたので、１７年度で確かそこの工事ができると思いま

す。そうなりますと、城巻橋っていいますか「城内焼野線」まではおおむね目処が立ったと

いうことであります。ただ、その「城内焼野」から六日町側につきましては、ある程度いき

ますと県道に接続できる部分があるわけですけれども、それらがどう進みますかちょっとわ
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かりませんが、できればそれも接続して１７号を挟んで西側と東側に一本づつそういう補完

的な道路があるということはこれは願ってもないことであります。実現ができればと思って

これも働きかけをしていきたい。 

先般、北陸地方整備局の招きで道路整備懇談会というのがありました。やはり私共の地域

は非常に恵まれてはおりますけれども、この地震でご承知のように１７号線と高速道路と鉄

道が止まれば、全くこれは陸の孤島でありまして、今回も新潟方面にはほとんど行けなかっ

たという事であります。そういう面も含めまして、バイパス的なそういう道路というのはや

はり必要だというふうに感じておりますので、一生懸命実現に向けて働きかけをしていきた

いと。この農免農道に特例債を活用するというのはちょっとどうも無理なようでありますが、

そういうことも含めて一生懸命働きかけをしてまいりたいと思っております。 

２ 旧「大和町地域省エネルギービジョン」を市民生活にどう生かすか 

２番目の「大和町地域省エネルギービジョン」これを市民生活にどう生かすかということ

であります。実は私はその存在を議員から指摘されるまで知りませんでして、これを指摘を

受けてざっと一読させていただきましたが、計画としては素晴らしいことであります。これ

らをどう生かすかということであります。塩沢町さんもこういうことを考えておって、今年

そのＮＥＤＯの補助でやりたいとか、やろうとかという話だそうですが、合併協議の中でど

うなるかちょっとわかりませんけれども。 

実は私のところにもそういうお話がありまして、企画情報課の方にこれをやったらどうだ

と話をしたんですけれども、もう大和さんはある、塩沢もやるかやらないかとそういうとこ

ろ、そういう中で８００万円前後だということでありますけれども、それをやってもこれは

ちょっと絵に描いた餅になりすぎやしないか。ということで現在は塩沢・六日町・大和とこ

の新しく南魚沼市となる地域を、雪消えと同時に電源開発さんから全部調査をいただきまし

て、その中で大和町さんのこのビジョンがもうあるわけです。どこにどういうエネルギーが

あるかということまで全部調べてあるわけですので、それらを活用しながら南魚沼市の地内

でどういう環境重視型のエネルギーが起こせるか。電源開発さんが無償で全部調査をすると

いう約束をしてありますので、またその調査結果に基づいてここに水力発電ができるとか、

風力がこうだとか。そういう部分はきちんと策定をしていきたいと。 

また、前から申し上げておりますように環境基本計画、この中にまたこれを生かしていき

たいという思いであります。この間もちょっと触れましたが、市民の皆さん方がアイドリン

グをちょっと停止するだけでも相当のやはり二酸化炭素の削減。マイカーの通勤を一日自粛

していただくだけでも、やはり相当の効果があるとか、いろいろ微に入り細に入り、非常に

具体的な提言がありますので、生かせる部分をきちんと生かしていきたいと思っております

ので、よろしくお願いいたします。 

３ 本庁方式への移行について 

本庁方式の移行であります。今、塩沢さんが入ってくるということで、塩沢庁舎、この六

日町の庁舎、大和庁舎にどういう課の配置をしたらいいかということを検討中でありますけ
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れども。確かに今度は３つに分散するわけでありまして、非常にそういう意味では非効率で

あります。ですので塩沢さんとの合併を・・・合併が済んだ後に、この新庁舎の建設につい

ても、なるべく早い時期に議会の皆さん方も含めた検討委員会的なものを立ち上げまして、

具体的な相談にもう入っていかなければならないだろうと思っております。昨日もちょっと

触れましたが、大和さんと２つの今のままの南魚沼市であればそうそう急ぐこともないよう

な気がしておりましたし、私もそういう話を皆さん方に申し上げていたわけであります。で

すが３つが１つになりますと、なかなかやはり効率的に難しい部分もありますし、市民の皆

さん方にご不便をかけると、こういうことがあるかもわかりませんので、それらを解消する

にはどういう方法がいいか。まずそこからの検討になりますけども、本庁方式へいずれはや

はり移行しなければならない、そういう思いでありますのでまたそれぞれご提言、ご意見を

お願いいたします。よろしくお願いいたします。 

○上村 守君  １ 市の道路網整備について 

まず道路網の整備ですが、城巻橋まで何とかたどり着いたという話を聞かせてもらいまし

たが、私はそこから先も含めて――さっきちょっと言いかけたんですけども――ほ場整備が

らみで何とかならないのかなあという気がするんです。農免道路が。私は２１世紀型のほ場

整備を進め、大和町ができて、六日町の人が来るたびに「いやあ１町歩の田んぼができてお

前方けなるいなあ」と。あるいは「地域の道路網が整備されていていいなあ」とそういう話

をちょくちょく聞かせてもらうので。前のように・・・ちょっと採択用件が厳しくなったよ

うですけれども、大和町でのそれぞれ担い手ほ場整備の三用川沿岸も、そう簡単ではないの

です。私共農業団体一丸になってこういうものは取り組まなければだめだし、ある意味では、

どうしてもだめだと言う人は除外地にどけてもらうみたいなこともやって協力をしてもらう。

私共の時は採択用件の中に、農地の流動化率だとか連単価率を上げなければだめだとか、大

変な用件があって今も苦しんでいるんですけども。しかし、そこをクリアして人からけなる

がられるほ場整備・基盤整備ができて道路網の整備ができたわけですから、私はもうひとが

んばりこっち側の皆さんからもご協力いただければ、新市としての一番肝心要なところです

から、そういうものを整えるコンセンサスを得られるんではないかとこう思います。 

また、さっき言った寺尾のところをあれしている「欠ノ上五日町線」も、延長する薮神地

区の皆さんの中にもほ場整備という話もないばかじゃありませんので、なんかそういうこと

でやっていったらいいと、考えたらいいんじゃないかと思います。また農業振興の中で担い

手が育たないというのは、小さな田んぼで効率の悪い田んぼだと、やっぱり若い人はやる気

でてこないので、そういう面からも私は、少しほ場整備がらみということも考えたらいいん

ではないかなあと思っていますので、市長のお考えをお聞かせいただきたいと思います。 

２ 旧「大和町地域省エネルギービジョン」を市民生活にどう生かすか 

省エネルギーの問題ですが、市長から読んでもらって良かったと思うんです。ただ、私共

はこれ４つの部門を分けて仕事をさせてもらって。産業部門、それから民生の家庭と業務の

部分、運輸の部分、こういう４つに分けて、それぞれに削減率が書かれているんです。私は
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さっき言ったような社会的条件があるところですから、できればあまり金のかからない話で、

市の広報誌何なり――ここには冷暖房やエアコンを適正な温度に設定するとか、コタツは早

めに消すとかいろんなことが事細かに書かれているんです。明日にでも実践できることがい

っぱい書かれているので、広報誌の中にもやはり「省エネを推進しよう」ということは金を

かけずできるわけだから、そういうことを少し市長の方から指導力を発揮していただければ

いいと思うんです。 

運輸部門だとか、産業部門はさっき言ったように、ＩＳＯの１４０００をあれは環境部門

ですけども、それぞれの企業の皆さんが努力をしている、商工会の皆さんも今、大キャンペ

ーンをはっている。そういう中ですから、そこはそう行政が手を出さなくても進んでいくよ

うな気がするんです。私はやっぱり一般家庭からそういう意識を育てる、というのが行政の

役割だろうと思いますから。金をかけないで皆さんに意識の啓蒙をするということが大事だ

と思いますから。その取り組みを少し進めていただきたい、こう思っております。 

３ 本庁方式への移行について 

それから最後の本庁方式です。そう遅くない機会に庁舎建設を考えるということでありま

すが、私はこの震災を見て、とても南魚沼市の本庁はここではやはり難しいのかなと。駐車

場を含めて。早めに検討委員会を開いて、できるだけ市民の皆さんに使い勝手のいいといい

ますか、庁舎を建設することを、ここで勧めておきたいと市長の意識の中できちんと持って

いて欲しいと思います。もう一度考え方を確認させていただきたいと思います。 

○市   長  １ 市の道路網整備について 

最初のこの道路整備の件でありますけれども、ほ場整備事業を活用しての部分も当然視野

に入れなければいけません。ただ、今、議員がおっしゃったように、非常に担い手育成関係

の採択要件が、国が指名している基準よりまた県が、今、集積率３割。今度は６割に上げて、

それ以上にならなければだめだとかですね、いろいろ国にはないような制度を、県で独自に

設けて非常に厳しくなったというお話も聞いております。その辺も含めて道路網の整備とほ

場整備をどう活用すればいいか。これらも含めながら、他の方法があるのかもわかりません

が、それらを含めて勉強させていただいて、極力この２つの道路が本当にそういう形ででき

上がれば、素晴らしいことだと思っておりますので、検討させていただきますのでよろしく

お願いいたします。 

２ 旧「大和町地域省エネルギービジョン」を市民生活にどう生かすか 

省エネビジョンについての広報誌の掲載は、これはやらしていただきます。京都議定書発

効という話題もありますので、そういう中で市民が自分でできることはどういうことだろう

と、その辺を啓蒙啓発する意味で。「いつ」ということがちょっと言えませんけれども、担当

と相談をして、いずれか１度なり２度なり、こういうことを揚げて、市民の皆さん方にきち

んと啓蒙していきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。 

３ 本庁方式への移行について 

本庁方式。この場所も含めて、それは当然もうここに決まったとか、そういうことではあ
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りませんし、建設位置も含めて、あるいはどういう風にすれば一番節約ができるのかそうい

う部分も含めて、駐車場の問題もまたあります。それやこれらを総合的に検討しなければな

らないだろうと思っておりますが、塩沢さんとのまず合併をきちんと成就させて、その後と

いうことになろうかと思います。議会の皆さん方には大変申し訳ないんですけれども、全員

の皆さんがその検討委員会の中にお入りになるわけにはいかないで、３０人に絞った議員の

後だかな、という気がしておりますけれども。よろしくお願いを申し上げます。 

○上村 守君  終わります。 

○議   長  以上で上村守君の質問を終わります。 

質問順位１９番、議席番号１８番・小島正明君の質問を許します。 

○小島正明君  発言の許可をいただきましたので質問をさせていただきますけれども、ど

うも風邪が治らないのでしゃべると咳が出そうみたいだし、しゃっくりが出てうまくないの

ですが、ひとつ通告にしたがいまして小さい声で質問させてもらいますので、よろしくお願

いいたします。 

１ 合併を機に土地開発公社について問う 

市長であり土地開発公社の理事長であるわけですので今日は井口市長とこの土地開発公社

の問題について、たまたま合併を機会に議論してみたいというふうに思っていますのでよろ

しくお願いをいたします。 

ご承知のとおり土地開発公社につきましての誕生は、日本列島改造論が、世に問われた頃

にさかのぼるわけでありまして、昭和４７年に「公有地の拡大の推進に関する法律」が施行

され、公社は各自治体の１００パーセント出資で全国に設立されたわけであります。当時は

熱狂的な列島改造ブームでありまして、公共事業を計画していくうちにも土地価格は急上昇

し、通常のプロセスでは追いつけない早い価格上昇のペースにあわせるために、議会の承認

を得ることなく公共事業用の土地を先行取得できる土地開発公社制度が考え出されました。

まさにウルトラＣ的な発想であったわけであります。 

土地の取得資金は民間金融機関から借り入れまして、設立団体の自治体が債務保証する。

土地開発公社の取得した土地は、事業計画が議会で承認された段階で、自治体が金利部分も

含めた価格で買い取る仕組みであります。つまり公社本来の役割はつなぎに、しかも一時的

に土地を保有することであります。しかし現在も東京都を除く全県および主要な市町村のほ

とんどがこの公社を持っております。自治省の資料によりますれば、全国で１,５９６公社、

その公社の所有する土地が３４,５００ヘクタールということで、これは山手線内の土地の６

倍に匹敵する面積だそうでございます。取得価格に金利を上乗せした簿価は９兆１,１４６億

円ということになっているようであります。この内自治体に引き取られることなく５年以上

公社の保有になっているいわゆる「塩漬け土地」といわれる問題でありますけれども、簿価

に対して全体の３分の１強と言われております。自治体によってはこうした公社の不良債権

と、債務の引取り等により財政に極めて大きな負担となっているところもありますし、全国

で唯一、公社の土地取得が直接引き金となり財政再建団体になった自治体もあるわけでござ
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います。 

そこで当南魚沼市の公社保有の土地についてでありますけれども、現在１３物件。旧六日

町が９件。旧大和町が４件であります。面積で約２２ヘクタール。簿価で約２０億円であり

ます。現在これが市の財政に直接影響を与えているというふうには到底考えてはいないわけ

でありますけれども、毎年金利が３,０００万円以上どんどんどん上乗せになっているわけで

ありますので、将来的にはこれが市民負担の増にもつながることも、一つの想定としては考

えられる。極めて心配の種になるわけであります。そうした中でこの公社保有の土地の問題

や、公社の位置づけ、さらに公社の存在。これらについてやはりちゃんと議論をみんなでや

っぱり重ねる必要があるんじゃないか、というふうに考えておりますので、今日はこれらに

関連して３点ほど市長の考え方をまずは伺っていきたいというふうに思っております。 

その前にまずこれから審議にはいります１７年度予算の中で、旧六日町病院の跡地が福祉

法人に売却されます。これは極めてラッキーな契約が交わされたというふうに大変喜んでい

る。これは当然、市が公社から１億６,０００万円で買取って福祉法人に１億５,０００万円で

売却する。市民負担が１,０００万円ということでありますけれども、極めてこれはラッキー

な取引で、こんな取引であれば全部売り払ってもらいたいぐらいなんですが。市民負担１,０

００万円ということであり、これ本当に簿価１億６,０００万円で考えれば利息の４～５年分

でしかないわけです。さらにこういったことで将来この土地から税収があがってくるという

ようなことを想定できれば、極めて今回いい取引ができたと大変喜んでおるわけであります。

いずれにしましても先ほど言いましたように簿価２０億円に対しまして毎年３,０００万円

を超える金利が、どんどんどん積み重なっている。これだけはずっとであります。 

そこで一つ具体的に市長の考え方を伺ってまいります。合併当初は財政支援があるわけで

あるますので、この財政支援が終わる１０年後くらいをめどに、この土地開発公社を解散し

てはどうだ、ということをまず提案したいわけであります。これは１０年と言ってるのは別

に１０年にこだわっているというわけじゃなくて、できるだけ早いにこしたことはないわけ

でございますけれども、現実に２２ヘクタールの土地があって２０億円の簿価を抱えている

ことになれば、この土地はやはりとても２年や３年、３年や４年では処理できる問題であり

ませんので、やはり１０年ぐらいの長期スパンの中でなんとかこの土地の処理を全力をあげ

る。それについて市長が、もう土地開発公社に今後頼らないと、将来的には土地開発公社を

解散する、というふうな市長の明確な方針がそこにないとうまくないわけでありますので。

その辺また市長の考え方をお聞きしたい。 

取得後にもうすでに１０年以上さらに２０年以上ということで、この議場におられる議員

の皆さん方も、当時の経過すらもうわからないほど前に取得された土地もあるわけでありま

して、じゃあこれらは一体どのような形で今後処理をしていくか。とても今それを簿価でで

すね、簿価で市も引き取れない。市が引き取れないということは、なかなか他へそれを転売

するといってもそうはいかないほど金利が各上乗せになっている部分が多いわけですので、

それらの処理にあたってやはり広く市民の声を聞くということも、やはり大事なことではな
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いかということでありまして、「未利用地検討委員会」それを設置して、市民の声を拾って結

集するということも、必要ではないかというふうに思っております。さらに今この持ってい

る土地を、ある程度に分類をする必要が当然あると思っておりますので、例えば１番として

当初の取得目的どおりに、今後も使うことを検討していく。当初の目的どおりに今後もこの

土地を生かしていきたいという土地ですよね。それから２点目が、当初の目的を変更する。

当初目的があって取得したんだけれどもどうも時代の流れとともに変わってきたと。したが

って利用目的を変更して使っていこうというような土地。それから３点目がいわゆる暫定利

用。例えば民間に貸し出すとか、例えば市民農園だとか。そういったことで若干のその賃借

料なんかいただける形で、まあ暫定的に当分使っていったらどうだというふうな土地。さら

にどうにもならんか売り払ってしまえ。叩き売れ。というふうないわゆるこの辺の４つの形

を、市民の声を聞きながら明確にやはり分類して、今後の処理を考える。 

さらに売却する土地につきましては、売却損も覚悟で思い切った処分をするべきだと考え

ます。先ほどもいいましたように、１千万円や２千万円の売却損であれば、これからの金利

を考えれば、極めて将来のことを考えれば苦にならないわけでありますので。市長の立場か

ら言えば、俺はそんな損をして売って市に１千万円も２千万円も負担をかけるのは批判を浴

びる、という考え方もあろうかと思いますけれども、一刻も早くそうした土地は民間に移し、

将来のそこから上がる税収増に繋げていった方がよっぽどいいというふうに考えますので、

その辺の市長の考え方を伺いたいというふうに思っております。 

次に２点目であります。今後の公共用地取得については土地開発公社ではなくて、いわゆ

る市の地方債発行によって土地の取得をするべき。この方が極めて言い方としては簡単なん

ですけれども、これは市長の立場になったら大変な問題であります。今まで別に議会に相談

もいらないわけであります。資金調達も非常に楽な形で土地開発公社で売買ができたわけで

ありますけど、今度は土地を買うにあたっては、すべて議会の風呂敷広げて「みんなどうだ

い」という議論が始まらなければならないわけであります。極めて市長にとっては大変なこ

とでありますけれども、その方がいわゆる議会の審議ですね、またその審議を通じて市民の

皆さんの関心が行き届く。極めて慎重な用地取得ができる、というように考えますので、こ

の辺について市長どのような考え方かお聞きしたいというふうに思います。 

それから３点目。どうしてもやはり先ほど市長の話にありましたように、いわゆる庁舎も

検討しなければならない、ということであれば当然庁舎を建てるためには土地が必要になる

わけであります。土地開発公社が先行取得する。ということは今までの常道であります。そ

うした中で要するに土地開発公社にどうしても頼りたい、というような市長の考え方がある

とすれば、今後公社での売買であっても一定金額以上の売買については、市議会の決議を要

するべく条例を定めるべき、というように考えております。これは決して珍しいケースでは

ありません。こういった条例を定めているところもあるようであります。これはむしろ市長

にどうだいというより、まず議会の立場から言って議会提案という形で、こういうふうな条

例を制定するのが適当なのかもしれませんけども、市長の考え方をお聞きしたい。あと当然
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のことながら、現在、民間金融機関から土地開発公社はお金を借りているわけでありますけ

れど、これらの金利については、当然のことながらやはり入札により厳しく精査することも

必要じゃないか思います。とりあえずこの３点ほど市長の考え方をお聞きしたい。よろしく

お願い申し上げます。 

○市   長  １ 合併を機に土地開発公社について問う 

小島議員の質問にお答えいたします。この土地開発公社の関係でありますけれども、只今

議員ご指摘いただきましたように保有面積が２２万平方メートル６７,０００坪ということ

で、簿価は２０億円でございます。この背景は議員おっしゃったとおりでありまして、バブ

ル期以前のまた、なんといいますか、土地の乱開発的な部分もあった、そういう中での取得

の部分が相当ありますけれども、今こうしてみますと土地の価格が年々下落していく。こう

いう現状で公社によるその先行取得はもう今の所ほとんど必要ないと、そういうふうに認識

をしております。そういうことの中から処分を早急に考えようということでありまして、た

だ１０年で解散というところには、単純に比較計算いたしましても年２億円づつであります

ので、これはちょっと厳しいかなと思いますけれども、なるべく早くこういう部分が解消さ

れるように努力をさせていただきたいと思っております。 

「未利用地検討委員会」これは実は旧六日町におきまして、議員がおっしゃったと同じこ

との項目を設けたり、そして検討委員会を設置していただきまして、１５年１０月にその検

討委員会を設置したところであります。専門家、土地鑑定士だとか、不動産関係の皆さんと

か、そういう皆さんも委員に含めた中で「町有財産等土地利用検討委員会」を設置いたしま

した。そして町の財産と土地開発公社の六日町事務所所有保有地の調査検討を行いまして、

１６年の６月に全体的な考え方と、個別土地の有効利用処分計画をまとめてご提言いただい

たところであります。これにはちょっと後ほど触れますけれども。合併をして、旧大和町の

財産といいますかそれもあるわけでありますので、ただ基本的には、もう同じ方向だろうと

いうことだと思っておりますので、この旧六日町の委員会の提言書を尊重した中で、土地の

有効利用処分計画をたてていきたいというふうに考えております。 

その計画と言いますか提言の主なところでありますけれども、積極的かつ計画的に買戻し

の予算化を行い、実勢価格での処分を進めること。少なくても簿価を上昇させない予算措置

を行うこと。少しでも利率を下げる必要があり、今後借入利率の入札方式の導入も検討が必

要である。とそういうこと。 

町の財産につきまして、売却処分については、いつまでも購入価格や簿価にこだわってい

ては、とても早期売却は期待できない。購入価格や簿価われを覚悟しなければならないと考

えているので、積極的に買戻しの予算化を行って、これ以上簿価を上昇させない対策を早急

に講じる必要がある。というような全体的にはこういうことです。個別の土地についても細

かく、「この土地はもう売却していい」とかですね、「この土地については何か利用できはし

ないか」とそういうことを全部添付していただいて、提言いただいております。そのことに

沿いながら売却や処分の計画を今やっているところであります。ですがなかなかその買い手
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が見つからないというのが一番でありまして、今も１～２処分計画を進めているところであ

りますけれども。何とかそれが実現できればと思っておりますが、よろしくまたお願いいた

します。 

今後の公共用地取得については、なかなかこういう状況でありますので公共用地の先行取

得っていうことは、そうそう発生してこないだろう。今１７号パイパス等でこれは国から要

請でやっているところがありましたがこれも今はもう進んでおります。来年度で全部返済が

完了するのでしょうか。国からの返済が。そういうことの中で、やはりこれから土地を例え

ば購入する、しなければならない、そういう問題が生じた際は、これはやはり市の予算の中

で具体化していくほうが賢明であろうと思われます。ただ、どうしても予算的な処置が間に

合わないとか、そういう中で公社利用ってこともないばかりじゃないかもわかりませんけれ

ども、そういう場合には当然でありますけれども債務負担行為がつくわけであります。です

ので議会の皆さん方からは、そちらの方で当然ご審議をいただいてご了解賜るということで

すので、きちんと議会の皆さんには、どういう条件であろうと、審議をしていただいて、ご

同意をいただいたうえで執行していくということになろうかと思います。 

またそれは３番目にも該当いたしますけれども、現在市が直接土地を取得する場合は面積

が５,０００平方メートル以上、予定価格が２,０００万円以上の場合は、議会の議決が必要と

なっております。公社は特に公社がどうだからということではありませんが、先ほども申し

上げましたように、当然裏負担として市の債務負担行為がつくわけでありますので必ずそこ

でご審議をいただくとなっておりますので、議会からは間違いなくご審議いただけるという

道をとって今はきております。 

金利につきましては、非常にやはり今は低金利になりまして、私共も極力、低金利のとこ

ろから借換えをしたりと、そういうことを進めております。ただ、今までずっと面倒をみて

いただいた市内の金融機関すべてをですね、全部やめて例えば東京辺りのばか安いところが

あったとして、そこへどんと全部いくということにもなかなかいきませんけれども、そうい

う効果もありまして、ある金融機関では今まで１.８パーセント。これを０.８パーセントに落

とさせていただくとか、そういう効果もまた現れております。そういう努力をしていただい

た金融機関からも、若干まだこれからもお付き合い願いたいと思っておりますが、極力低金

利で市民の負担にならない、なるべくならない方法を考えながら、ただ入札制度までは、も

うちょっとお待ちをいただきたいと思っております。先ほど申し上げましたように、今まで

の面倒見ていただいた、お付き合いいただいたそういう義理と言いますか、そういうことも

ございますので。たださっき言ったように相当考えていただいている部分もありますので、

そんなところで今、努力をしている最中でありますのでご理解いただきたいと思います。 

○小島正明君  １ 合併を機に土地開発公社について問う 

いずれにしましても今、答弁をお聞きしましたところ旧六日町時代から、ややこの方向を

探る動きが始まっているということでありますので、ぜひこれは今後も強力に進めていって

いただきたいと思います。いずれにしましても簿価２０億円というのは安い金額ではなくて、
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先ほどもいいましたように金利１.５パーセントとしたって毎年３,０００万円づつ増える。ど

んどんどんどん札束が積まれて、それがなかなかこう市の決算書、予算書には載ってこない

ものですから、なかなか皆の目に触れることがないわけですんでありまして、将来的にそれ

がまたどうなるかというのが、非常に不安材料でありますので、先ほどいろいろ市長の答弁

の中にありましたように、簿価があがらないようにとか、金利を低め低めにというのがあり

ますが、ぜひ進めていっていただきたいというふうに思っております。 

そうした中でこれからのこの土地開発公社。私自身の考え方は土地開発公社というのは、

一定の目的が終了して、いわゆるひとつの過去の産物としてのものだろうというふうに思っ

ているわけでありますけれども、今回も議会の中でいろいろな中で「ＰＦＩ」というふうな

言葉が出てまいりました。これはやはりこれからの公共建築等につきましては、いわゆる新

しい手法というのは、どんどん開発されてくるわけでありますので。そういうことを考えて

みますとやはりこれから公共用地。公共用地というのは、いったいどうあるべきか。公が何

か構築物を作る場合の土地、これは必ずしもやっぱりその自治体が持たなければならないの

か、というようなものが、１つこれからの大きな課題だと思うのです。必ずしも自治体がそ

れを持つ必要はない。新しいこれからそういったいわゆる土地の賃貸契約書、新しい手法が

開発されて、１つの法制度化されれば、いわゆる「自治体が土地を持つなんていうのは一昔

前の話だよ」という時代が来ないとも限らないですね。ですからそういうふうな新しくこれ

から先ほどありましたように、新しい市庁舎を作るというような場合に、その土地はどうい

うふうにすべきかと。賃貸ではだめなのか。買い取らないとだめなのか。いろいろな手法が

あると思うのですが、そこらもひっくるめて、おそらく近い将来には、やはりそれぞれの自

治体が土地を持つなんていうのは一昔前の話だったのではないか、というふうな時代が来る

んではないかと。ＰＦＩの動きなどを見ているとですね、やはりそういう時代が来るんでは

ないかという気がするわけでありまして、ぜひそういうことも含めて。今、市長からもあり

ましたようにもう今はほとんど開発公社は新たな土地を買ってないんだと、いうふうなこと

です。調べてみますと、旧大和も旧六日町もあまり近年買ってないですよね。ですから今の

ところは昔の財産の処分に重点を置いているわけであります。ぜひそういうことを進めなが

ら、「これからの公共用地というのはいったいどういうあるべきか」というふうなことも市長、

率先してひとつ検討課題として取り組んでいただきたい。お願いします。所見がありました

らお聞かせください。 

○市   長  １ 合併を機に土地開発公社について問う 

まったくおっしゃるとおりでありまして、昔とやはり違っておりまして、そういうことも

念頭に置きながら、これからの市の運営にあたっていきたいと思いますので、またそれぞれ

ご助言を賜りたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○小島正明君  終わります。 

○議   長  以上で小島正明君の質問を終わります。 

質問順位２０番、議席番号２９番・志太喜恵子君の質問を許します。 
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○志太喜恵子君  質問を許されましたのでこれから一般質問を行いたいと思います。時間

がなかなかおしまいの方になると皆さんがお疲れになって、前質問者がさんざん議論した議

論に対して、私がどういうふうの話ができるか。聞いていただけるかいただけないかという

ところなんですが、私もせっかくこの議題に取り組みましたので、発表させてもらいます。 

１ 教育について 

教育全般についての、主として食育ですが。食は生物の命の源であります。食べるものに

よって体の成長、知恵の発達、思考の進展があるかに聞いております。戦中戦後の食のない

時代、現代の物の豊富な時代、食を通してさまざまな社会が見えてきます。大和町時代の教

育長が、食育ということを学校教育の中に取り入れたい。食の大切さ、そこから命の大切さ

が学び取れるように、給食の栄養士さんから児童･生徒の栄養面を含め、話をするシステムを

取り入れたいと話されました。 

思い起こせば先ほどの井上議員のお話ではないが、「むかし、むかし」と言うようで６０年

も昔になりますけれども、私の子供の時代は、食料がなくて南瓜やとうもろこしや、そんな

ものを弁当に入れていった覚えがあります。ザックを背負ったお母さん方が子供たちに食べ

させたくて、ジャガイモでもサツマイモでも、どんなクズでも庭先に並べておけば、持って

いきたいと希望されたという時代です。この議場の中でもその時代を通してきた人は、こう

見渡すと３人か４人ぐらいではないでしょうかと思われます。 

そんな食の困った時代、そういう時代でも親たちは、子供を育てるために必死に自分は食

べなくても、子供には食べさせたい思いで育ててきた、と私はあの頃を思い起こして信じて

おります。物の豊富な今の時代に、朝飯を食べないで学校に行って、そして長時間立ってい

る、同じ姿勢でいることが苦労になって、座り込む。そんな事態が発生していることは、こ

れはどういうことだろうと、私はいろいろ考えたり、文献を見たりして、それでこの食育と

いうことに市がどういうふうに取り組んでいるか、お伺いをしたいと思います。 

健康な体を作ることは、きちんと食事を食べて、そういうことは人間の勤めであるし、親

が子にしてやるべき義務だと私は思います。現代の子供の食生活の様子をさまざまな風聞か

ら拾ってみました。 

１つとして朝食を食べない子がいる。親が作らないから。 

２つとして、箸を正しく持てない子がいる。親が教えないから。 

３つとして年寄りの作ったものは食べない。これはその親があまり食べないから、子供も

食べないのではないかと私は想像しております。メニューは煮物とか漬物とかいうものが、

今の世代では敬遠されているようです。 

切れる子が多くなった。長時間同じ姿勢が保てない。これは食事との因果関係は、はっき

りしたデータがありません。 

５つ目として学校給食を残す。これは本当にもったいないことで、私は議員になった時か

ら、この調査をしたりして、その残渣を自然に帰してやりたい。そういう運動を広げてきた

覚えがあります。今でもやっていますし、仕事はあんまり進展はしておりませんけれども、
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信念は私は変わりません。 

まだあると思いますが、これらについて納得がいき、どうするかの回答が、ある文献で私

は見ることができました。ちょっとご紹介しますと、平成１７年２月１６日の発表で農林中

央金庫というところのアンケートの、東京都近郊の小・中学生４００人の回答であります。

題は、「親から続く食、育てる食」調査というものであります。調査は子供の食習慣、食事情、

食事嗜好などであります。前置きとして核家族化、少子化の進行、塾や習い事、コンピュー

ター、ゲーム、携帯などの多様化された子供の世界で、昔は当たり前であった家族で食事を

とるという回数が減ってきている。そこでこのアンケート調査をしたのだそうです。 

アンケート１として、「１週間のうち朝ごはんを家で食べる回数」「誰と食べるか」という

設問に対して、ほとんどが小学生は９０パーセント家で食べていると。「誰と食べる」では、

「母親と兄弟と食べる」が６割。父親がそこに参加しているというのは、２割５分と非常に

少ないそうです。「１人で食べる」というのは、２割もあるそうです。小学生は家族が圧倒的

に多く、中学は家を出るのが早いので、１人で食べて、３０パーセントの人が早く出るとい

うこと。 

アンケート２として、「朝ごはんはパンかご飯か」というのに対して、パンが上回っている

そうです。家族が多いほどご飯が多いというデータが出ているそうです。 

アンケート３として「１週間に家で夕ごはんを食べる回数は」というのにたいして、９割

が「家族と一緒に食べる」。その中で「母と兄弟」というのがほとんどで、父親がいるという

数も半数はあるそうです。「朝も夕も１人」の子が１割あり、これは塾や習い事の関係が多い

ということがでているそうです。「１人の食事はどんな気持ちか」ということに対して「なん

ともない」と答える子。それから「つまらない」「さびしい」と３つに分かれていたそうです。 

アンケート４に対して「誰が作った料理がおいしいか」というのに「母親」というのが９

１.３パーセント。ここで私は、お袋の味がちゃんといきているのではないかと見ることがで

きました。好きな食べ物はカレー・餃子・ハンバーグと私らの育った世代とはちょっと様変

わりなメニューであります。 

アンケート５に対して「食事に父親が関わったことがあるか」ということに対して３人に

２人は「関わっている」と。そして父親の参加度の高い子は、全般にマナーが良く、きちん

と教え込まれて食べ方の行儀がいいそうです。 

アンケート６、「食事の時、何を話すか」というのに対して「黙って食べる」が１割。昔の

人は食事の時は黙っていなさいと言いましたが、今は食事が唯一の親子の話をする時だそう

でありまして、学校のこと、友達のことなどを話すのが小学生が８０パーセント強、中学生

はニュースとか部活動の話、と社会に関心を持つが７０パーセントくらいだそうです。 

アンケート７「食べ方」、箸を正しく持っているか、６０パーセント。箸を持つことができ

る子は、マナーのすべてが良い。親とのコミュニケーションが良く取れているというふうに

出ていました。それから「いただきます、ごちそうさま」は４０パーセント、挨拶のできる

子。「好き嫌いをしない」が５０パーセント強。「食べ物を粗末にしない」というのが６０パ
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ーセントと半数以上です。もったいないことを子供たちも知っています。「食卓にひじをつか

ない」が６０パーセント、「ご飯とおかずは交互に食べる」が７０パーセント。「ばっかり食」、

ご飯だけかき込んで、後からおつゆ、それからおかずというばっかりばっかりの食べ方が２

０パーセントあるそうです。これは、親が小さい時からきちんと教えなかったのではないか

というふうに解釈されます。 

アンケート８「食の安全に興味」。興味があるという子供が５０パーセント以上あります。

その中には BSE、それから鳥インフルエンザなどをあげる子もありました。性別では女性が

２０パーセント方多くあげられています。 

アンケート９、「給食がすきか」に対して、５５パーセント「好き」というふうに答えてい

ます。その理由は「みんなで食べるから楽しい」５１パーセント。「家で食べられないメニュ

ーがある」と、「嫌いなものでも皆で食べれば食べられた」と喜んでいる子もあったそうです。 

アンケート１０、「地元の食材は出ているか」これについては、「わからない」が６０パー

セント。「出ていると思う」３０パーセント。「家や学校で野菜等育てた経験がある」と答え

た子は６０パーセントあったそうです。 

以上のアンケートから、思ったより家庭では食事を大切にして、食事を通して子供と接す

る機会を持とうとしていることが伺われたと私は思いました。私は現在の世相が非常に親が

自分勝手で、子供の食育など考えていないのではないか、という考えを先入観として持って

おりましたが、ここでは母親はきちんと子供にご飯を食べさせている、ということがあらわ

れております。朝食を作らない母親はほんの一部であったようです。特にまた父親が食事に

関わっていることによって、子供たちが喜んで参加し、参加を意思表示していることがわか

りました。箸を正常に持っている子の家庭の内容が、すべての食事マナー及びコミュニケー

ションとなっております。 

このアンケートは東京近郊であるので、南魚沼市に当てはまらない点も多々あると思いま

すが、はじめに申したように食は命の源。学校教育の中でも食の大切さ、命の大切さを子供

たちが実感できる方法。どういうふうに取り入れるか。どんな施策があるのか私は伺いたい

と思います。夕べある小学生を持つお母さんが私の家に来て、学校のことをいろいろ話して

ました。その中で親たちが、学校と、学校ではなくて子供と関わることによっていろんな問

題が解決して来るのだから、まずその拠点は学校におかなければならない。そして学校で子

供たちと先生とコミュニケーションがとれるような中に、食育もまた防犯も育っていくので

はないかというお話をされていましたので、私はなるほどだなあ、と感心して聞きました。 

県では栄養職員を栄養教諭として、単位を取れば法制化されるという制度が決まったそう

です。私はそれは聞いたことですが。市では単位が取れやすいように、この栄養職員に働き

かけて栄養指導、また食の指導を子供たちにしていただけるような方針を目指したらいかが

でしょうか。伺います。 

それから教育全般については先ほどからいろいろ論議されていましたので、私は子供の防

犯のことについてちょっとお伺いします。犯罪の低年齢化、それから肉親の殺害、見ず知ら
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ずの突発犯罪、安心安全を誇れる治安の良い国の日本が様変わりしました。学校の中でも、

外部からの侵入者の犯罪が報道されています。子供の連れ去り事件は、身近なところでもお

きかけていると聞いています。市としてはどんな対策を考えているか。先ほどからも論議が

ありましたが、あまり対策は講じられていないように私は受けました。保護者との連携はど

のようにしているのでしょう。夕べ来たお母さんは、「ＰＴＡで当番を決めて学校を見回りを

しないと駄目なんでしょうかねえ」という話もしておりました。私はまたシルバーから元気

なおじいちゃん、おばあちゃんでもいいです。ちょっと学校の中を見回って、外を見回って

という方策がかかれないものだろうかなあと思って私は提案をいたします。 

それから、子供の強い自覚を促すためにＣＡＰ教育というのがあります。私は青葉台小学校

という長岡にある、それこそ辺地な拓けたばっかりなところの小学校に、そのＣＡＰの講習

に行ってきた経緯がありますが、真に迫った演技をする演技者がいて、それを子供たちがど

う受け取るかというようなことで、後で父兄と一緒に討論するというような講義でした。こ

れはこの南魚沼市の中でも大和小･中学校でも１･２回やっているらしいし、それから五日町

小学校では取り入れているという話も聞きました。子供の自覚を促すという点で、こういう

ことの研究取り入れはいかがかなあ、と思って提案をいたします。 

もう１つ教育基本法は、反対のある中で成立が予想されております。私はいちいち内容を

述べれば長くなりますので述べませんが、市長がこの教育基本法のことについてどういうふ

うな考えを持っているか。先ほどから市長は教育は教育長だと、そういうふうに言っておら

れますが、私はトップである市長がきちんと把握をして、その上で教育長がきちんと行動す

るというのが、私は建前ではないだろうかと思いますので、これは市長に伺いたいと思いま

す。 

それから小泉内閣は義務教育の国庫負担を削ろうとしているやに報道されています。義務

教育は国の責任として憲法にも歌われている、地方に下ろした場合、格差が心配されます。

全国均等の教育が受けられるよう、地方自治体はどういうふうな働きがけができるのかお伺

いします。聞くところによると地方６団体の意見は、この形を受け入れるというふうに私は

見えているのですが、それに対してどういう回答がありますか。お伺いします。 

２ 合併浄化槽にＥＭ活性液の効果と今後は 

それから２番目として合併浄化槽にＥＭ活性液の効果と今後は、ということで出しておき

ました。後山、辻又にＥＭ活性液を合併浄化槽に一昨年からですかね、１１月からだと思い

ますが使っております。それは各家庭で一週間に一本という割合ですか、流してもらうよう

にそういうシステムをとりまして、１年間以上使用しましたが、その結果は私らが聞いても、

ごくはっきりした答えが帰ってきませんので、一応ここでお伺いをしたいと思います。それ

から今後はどういうふうに考えているのか、伺いたいと思います。 

○市   長  志太議員のご質問にお答えいたします。 

１ 教育について 

最初にこの教育基本法ということでありますが、その前に、市長は教育のことは教育委会
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に任せてないで先頭に立ってやれと、これは一つご理解いただきたいと思いますけれども、

なぜに教育委員会があるかということをひとつご理解いただいて、やっぱり政治部門から切

り離すという大きな役割がそこにあるわけでありまして、いわゆる政治に携わる者がいちい

ち教育にやっぱり口は出せない。これはそういうことだと思うんです。教育基本法の中にも

うたわれております。そういうことですので、私が教育に対して自分の理念はありますけれ

ども、それをいちいち教育委員会に申し上げて、ああしろ、こうしろ、なんてことはこれは

もう絶対控えなければならないことでありますのでご理解をいただきたい。理念は持ってお

ります。 

そういう中でこの教育基本法の改正でありますが、これは昭和２２年に制定されておりま

して、５８年経っています。憲法も同じでありますけれども、私はそれが金科玉条ではない

と。その時代の要請の中で変えるべきところは変えていく方がいいだろうと思っています。

ただ、普遍的なものとして、この教育の中に、やはり教育を受ける機会均等。それから義務

教育化。それから政治との係わり合い、これはきちっと排除する。それから宗教の自由。こ

れらは普遍的だと思っております。いつの時代にあってもここをなんか変えていくと、ちょ

っとおかしくなりはしないかと思います。あと、それぞれの部分についてはその時代の中で

考えるべきだと思いますので、今の案についてごくまだ成案としてでているというところで

ありません。中央教育審議会の考え方を、今は土台にして自民党公明党の与党で、何といい

ますか案を練っているというところだと思いますので、ごく具体的な中身は言及を避けます

けれども、改正があって当然といいますか、そういう時代になっているということだと思っ

ています。改悪ではなくて改正であります。 

義務教育国庫負担の補助金をいわゆる一般財源化するというこれは、地方６団体はそうい

うことで去年、この平成１７年度予算の要求の際にも、そのことを申し上げておりますが、

地方６団体はそういうことにしましたけれども、この問題について当時の全国町村長会です

かね、このことで議論をしたという覚えが私は全くありません。いわゆる県の代表ぐらいま

でのべースで議論をしてまとめたんじゃないかと思っておりまして、私達一般の町長のとこ

ろには全くこういう話はございませんでした。それで地方６団体はまとまって、県知事会は

ご承知のようにテレビでも出ましたけれども、それぞれ新潟で全国知事会がありまして、そ

の問題を議論いたしました。最終的には採決という方法をとってこれはもう一般財源化すべ

きだということの提言をまとめたわけであります。 

一般財源化されて教育費用、回るべきところを他のところにまわして教育がおろそかにな

るんじゃないかとこういう心配がご指摘をされておりますけれども、そういう心配以前にや

はりこの義務教育という部分については当然国が責任を持つと。こういうことでありますか

ら、補助金という形、負担金というか国のその使命だというくらいのもっと縛りの強い金に

したって私はいいんじゃないかというぐらいに思っています。ですからあまりこれについて

一般財源化をされて、自由裁量だというのはある意味では地方に裁量権を与えるということ

になるかもしれませんけれども、若干の危惧は持っております。 
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あと教育関係につきましては、教育長が答弁いたしますのでよろしくお願いいたします。 

２ 合併浄化槽にＥＭ活性液の効果と今後は 

ＥＭ菌についてであります。大和町の時代で昨年８月に、使用状況の確認会を――これは

辻又でしょうか、後山でしょうか――で行いまして、実際に使用されている方々から生の声

を聞きまして、その後９月にアンケート調査を行いました。そのアンケートの結果を申し上

げますが、「良いと感じるところ」で多かったのが、一番としては「トイレの臭いが消えた」

ということであります。これが８件。それから「排水溝、排水口等のぬめりがなくなった」

これが４件ですね。あと「汚れの落ちがいい」これも同じく４件であります。「生ゴミのに

おいがしない」とか。 

「悪いと感じるところ」では、「便器などに色が付く」これが４件。それから「風呂や食器

には、これは色の関係でしょうか、ちょっと使いづらい」これがまた４件。そんなことがあ

りました。「これからも活性液を使ってみたいかどうか」っていうことでは一番として「市負

担なら――当時は町ですから町負担なら」６件。「個人負担でもぜひ使いたい」これが５件、

それでも５件ありました。「自費なら使いたくない」これは０件であります。「町負担でも使

いたくない」というのはこれは１件だけありますね。「配達してもらうなら自費で使いたい」

１件。「無回答」３件ということで、やっぱり使っていきたいという方向が出ております。こ

ういうことの中で臭気。匂いについては多数の方が消えたことを実感しておりまして、効果

があるということであります。汚泥の現象につきましては、「活性液の使用量に個人差がある

ためか、効果の出始めているところと、あんまりほとんど変わらないところと混在している」

ということであります。市といたしましては、もうしばらく継続して使用していただいて、

汚泥の減少の効果を判断したいというふうに考えておりますし、今後につきましては、この

汚泥減少効果が見込める場合については、浄化槽の維持管理費とのコスト比較、環境効果等

を検討したうえで判断したいというふうに考えておりますので、もうしばらく調査をさせて

いただきたい。使い試しをさせていただきたいということでありますので、よろしくお願い

いたします。 

○教 育 長  １ 教育について 

食指導の重要性につきましては、全く同感でございます。その町としてあるいは市として

食指導をどうしているのかということでございますので、ちょっと古い資料で申し訳ござい

ませんが、多少若干のことを報告させていただきます。 

まずこれは、旧六日町の学校の取組みの中身でありましたけれども、どういったことを指

導してきたかということでありますが、「好き嫌いなく食べよう」とかですね、「しっかり食

べよう」とか、「野菜を食べないとどうなるのかな」とか、「しっかり朝ごはんを食べよう」

とかですね。「好き嫌いなく食べよう」とか「野菜を食べよう」とかというふうなこと、小学

校の場合にはそういうふうなことが多いようであります。 

それから中学校になりますと、「成長期の食生活と健康」ですとか食事の食指導の中にです

ね。主に各学校に共通していますのが「成長期の食生活と健康」というふうなタイトルのよ
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うであります。それから「朝食スタート、今日も一日絶好調」というふうなタイトルのもの

も２校でやられております。 

一方、給食センターにおられる栄養職員の皆さん方が、学校に出向いての食育の指導、何

回ぐらいやったのかということについて、こちらは大和の学校給食センターの１６年度の計

画段階の回数で申し上げたいと思います。こちらでは小出養護も含んだ中で、年間５０回を

計画しておられまして、もう現段階ではほとんどが終わっているものと思っております。そ

んな状況であります。 

そこで２点目でございましたが、栄養職員の皆さんの教諭への道が開かれたという制度の

話であります。国の段階ではそういうことで制度はすでに実施されておるところでございま

す。新潟県も制度はあるのでありますが、なかなか実際にこの皆さんが研修といいますか、

学校で一定の講義をとらなければならないのですが、どの学校でその講義が受けられるのか

という、そういう準備がまだ新潟県の中では進んでいない。はたして例えばこの地域の皆さ

んが、職員の皆さんが、働きながらどこの学校に通ったら取れるかというところが、まだ明

確になってこないという状況だと。これは栄養職員の皆さんから伺った話であります。その

辺がはっきりしてまいりまして、栄養職員の皆さんがやはりそちらの方も目指したい、とい

うことになってくれば市としてもなんだかの応援をしたいと思いますし、できる限りの対応

はとってまいりたいと、このように思っているところであります。 

それから学校の安全の関係でありますが、先ほど市長の方からも話がありましたが、旧六

日町では目立つジャンバーでありますが、これを各学校に一定の枚数配布いたしまして、例

えば交通安全の日にそれを着て、街頭指導などもそうでありますが、何をどういう目的があ

って立っているのかがわかりませんと、例えば極端な話その方が事故にあう可能性もあると

いうふうなことから、そういう時にも着ていただいております。そういうジャンバーを配布

いたしまして時々父兄の皆さんから学校の内外、あるいは周辺を巡回していただこう、とい

うふうな目的もあって配布したものであります。 

先ほどの答弁の中でも、具体的に今、市としてどれだけの安全対策ができている、というふ

うに申し上げるところが何もなかったわけでありますけれども、この地域の皆さん、保護者

の皆さんの監視の目を厳しくしていただいて、何とかやっていきたいと思っております。な

お、例えば学校の教職員の皆さんに、警察署の皆さんから来て頂いて、その実技指導・訓練

等も要請していきたいと思いますし、その際にどういう何といいますか、例えば「さすまた」

を十分使いこなせるような訓練が受けられるものであれば、そういったものの配備もしてま

いりたいし、そんなところを考えているところでございます。 

それから最後のほうにありました自覚を促すトレーニングにつきましては、誠に申し訳ご

ざいませんが、私がその不勉強で全く内容を把握しておりませんので、明日明後日土日であ

りますがその辺で場合によっては月曜日にかかるかもわかりませんが、調査した上で、なん

とか会期中にお答えできればお答えしてまいりたいと思っておりますのでよろしくお願いい

たします。 
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それから通告書にはあった内容ですが「生きる力」についてはいかが・・・。（「お願いし

ます」の声あり）それではこれも繰り返しっぽくなりますので簡潔にさせていただきたいと

思います。私共教育委員会では、この「生きる力」を育てるためにどういうことが大事かと

いうことで議論をいたしました。そういいましても昨日も申し上げましたが、旧大和町の教

育の目標、旧六日町の教育の目標を合体させて整理したというふうなことでありますけれど

も、教育委員会で検討させていただきました。そして「生きる力」をつけるための最も一番

の目的といいますか眼目は、「心豊かでたくましい児童・生徒の育成」であろうということ

に集約をしたものであります。 

これを５つの観点から別の言い方で申し上げますと、まず１点は「郷土に誇りを持ち広い

心を持つ子供」であります。郷土に愛着、誇りが持てないとやはりよって立つ精神の安定性

というものも、不安が残るんではないかなとそんなふうにも思います。 

２つ目といたしましては「学ぶ喜びを持ち積極的に取り組む子」ということであります。 

３つ目は「自ら判断し責任を持って行動する子供」。 

４点目は「奉仕・協力の精神を尊び力をあわせて働く子」。 

５番目が「健康な体を作りたくましく生きる子」ということであります。それぞれの内容

につきましては長くなりますので省略させていただきたいと存じます。 

○志太喜恵子君  １ 教育について 

市長が「教育に行政が入らないように」という配慮は、憲法でも謳われていますので、そ

ういわれればごもっともなことだと思いますが、理念は持っていらっしゃるということを聞

きましたので、私はその理念だけでも伺えれば納得します、という気持ちでおります。 

それから、教育基本法のことは、きちんとはっきり出てからまた質問をする機会があると

思いますが、私はこの地方自治６団体は、それこそ偉い地方の団体が６つ寄ったという――

ここへは記されておりませんので、私は全部数えられませんけれど――この方々は地方にお

金をくれれば、我々がうまく教育をしていく、とそういうふうに言われているような気がし

ます。この方たちの言われていることは、それこそ学校の教師の原則的な給料とかそういう

問題ではなくて、学校運営に対してのことなんでしょうか。そこらあたりがはっきりわかり

ませんので。私は「教育は原則的に全国一律に国が負うものである」というふうに覚えてお

りますので、そこらあたり６団体がどういうふうの部分を、地方に受けてくれるというふう

におっしゃっているのか、それを聞きたいと思います。 

それから食育の方ですが、大和町では５０回の講義を各学校でやったと、そういうふうに

教育長おっしゃいました。これからもそういうことは全市内の学校で続けていくかどうか。

それを伺いたいと思います。 

それから子供は年々成長してだんだん卒業していきますので、今年やったから来年やらな

いでいいということでは、私はないと思います。子供たちにそれこそ順々に成長していく過

程において、教育していくシステムをとっていただきたいなあと思っておりますがいかがで

しょうか。 
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それから防犯についてですが、我が市では学校は、それこそ開放されておりまして、どこ

から誰が入ろうとわからないような方針にどこの学校でもなっていると思います。そして身

近に学校を感じられるということも、学校側も意識して開放している面もあるやに伺います。

ですが防犯ということについては、鍵を閉めるとかなんとかでは対応ができない、小学校あ

たりはもちろん対応ができないと私は思いますので、このジャンバーのことももちろんいい

と思いますが、ちゃんと防犯月間とか防犯週間とかでもけっこうですが試験的に学校をこの

ジャンバーを着て全市が回られるような人数確保とか、そういうのはこれから考えることで

しょうか。伺います。以上です。 

○議   長  ２９番、一般質問あなたの市長の理念について市長は、理念は語れないと

言っていますので、市長室へ暇な時に行って聞いていただきたいと思います。（「了解しまし

た」の声あり） 

他のことについて市長の答弁を求めます。 

○市   長  １ 教育について 

義務教育費国庫負担。これは地方６団体と申し上げますのは、全国知事会、全国都道府県

議長会、全国市長会、またその議長会、全国町村会、それからまた議長会。それが６つであ

ります６団体。この皆さん方がこの義務教育費国庫負担を一般財源化してくれと、そういう

ことでこぞって６団体の名前で文部科学省あるいは国に要請をあげたわけであります。これ

は、義務教育費の国庫負担というのは小・中学校の教員の給与は確かそうだと思うんです。

後、何がどのくらい全部含まれているのかはちょっと私もよくわかりません。よくわからな

いところへまた６団体があげたということで、さっき申し上げましたように私共のところへ

まったくそういう相談はなくして、幹部の皆さん方であげたということだと思っています。

知事会は違います、知事会はやりましたから。ですので私も義務教育費は、国庫負担は国が

きちんと負担すべきだという自分の考えではあるんです。平山前知事はそうでなくて、そこ

を取り払わなければ地方分権なんてできないぞと、こういう考え方でありました。そんなこ

とでご理解いただきたいと思います。理念はですね、たった一言です。「人に迷惑をかけない

ような子に育てよう」というそういうことです。 

○教 育 長  １ 教育について 

学校栄養職員による学校での授業については、１７年度以降も継続して実施してまいりま

す。 

それから各学校でも防犯訓練は実施してきたとこでありますが、先ほども申し上げました

が、こういうときに１つには警察署から来て指導いただく。あるいはそういう時に地域の皆

さんからも参加をいただく、というふうなことがお願いできればいいなというふうに考えて

おるところであります。 

○志太喜恵子君  終わります。 

○議   長  以上で志太喜恵子君の質問を終わります。 

質問順位２１番、議席番号５番・大久保栄一君の質問を許します。 



 - 72 -

○大久保栄一君  質問を許されましたので通告にしたがって２点について質問をさせてい

ただきます。まず、１点目は市長に、２点目は教育長に伺います。 

１ 克雪に対処する「地下水保全条例」の制定について 

克雪に対処する「地下水保全条例」の制定ですが、平成１３年２月１６日の「週報十日町」

の社説の中で「３０年前の夢は実現した」というその見出しでですね、４０年前までは無雪

道路などという言葉は使われていなかったと。正月選挙の最中、当時の道路市長といわれた

村山市長でございますけども、この方が雪中の十日町駅前の街頭演説で、４～５年経たない

うちに「雪国の道路が除雪される。そのうち消雪化もされる」という演説をぶちました。「冬

でも自動車が通れるようになって」これは大変な夢でありました。皆さんも本当に期待をし

ました。また、その後４区の某代議士は「私は国鉄総裁と友人だ」と。彼は「１０数年たて

ば高速道路、新幹線、それが開通して冬でも東京へ出て用事を済ませて帰ってこれるんだ」

と、そういうそのおっしゃりかたをしました。某代議士の大プランも村山市長の演説も、今

や実現するものとなっておりますし、私共はなんか当たり前のような気がしております。し

かし、当時自民党の大幹事長であった第３区の田中先生や政府等要人の間では、この壮大な

開発計画が机上にのぼっていたと私は思われます。まさしく政治は壮大な夢でなければなり

ません。市長本当に私はそう思います。壮大な夢でなければならないと思っております。 

豪雪地帯で生活する我々の悲願であった克雪、とりわけ道路融雪は時代の要請はもちろん

のこと、行政の克雪に対する理解で冬季間でも安全安心と快適な生活空間作り、そして発展

的にそれが実行されて担保されつつありますが、未だに各地区からは多くの要望があがって

いることも事実でございます。 

当市旧大和地区に昭和４３年だったと思いますけども、地下水を利用した道路融雪施設第

１号が敷設されました。おそらく六日町地区においても、同じ頃であったかなと思っており

ます。以来４０年近くで井戸の数、市管理では２８０本あまりだと思っております。道路融

雪全長は約１３６キロメートル、降雪稼動時の用水量はいろいろの問題がありますけれども、

７０パーセントと見積もっても、毎分３２０トンと推定されます。その他国・県分の井戸は

約３５０本。用水量も単純計算にする場合約４００トン。さらに企業・民間、民家を含めた

場合推して知るべしでございます。 

雪の降る日においては過去は魚野川の水位は極端に下がったものでした。しかし昨今はで

すね、全く逆の現象でございます。増水に転じております。冬場の河川環境も大きく変化し

てきております。今後は施設の老朽化に伴う維持、改築も大きな課題であるということはい

うまでもありませんが、１年ほど前に大和町議会で少雪化傾向に対応した融雪施設をという

ことで質問をしたことがありました。その時私が示したデータは、昭和４３年から６０年の

１８年間。その平均積雪量は、大和町庁舎の計測でございますけれども２メートル６０セン

チでありました。その後６１年から平成１５年間この１８年間。その平均積雪量は１メート

ル９０センチだったのです。歴然として７０センチの差があったことから、それをふまえて

従来の施設をさらに有効に使う方法とともに、発想を変えた地下水の適正利用を図り環境へ
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の影響をできるだけ抑える必要がある、と提言してきましたが、この冬１９年ぶりの豪雪と

いうことで、私は大変な衝撃を受けたことはいうまでもありません。 

しかし、大雪であろうが節水が必要であるという事に対する思いは今でも変わるものでは

ありません。南魚沼市、旧六日町は「克雪・利雪研究都市」を宣言して地下水を守って、地

盤沈下防止に対して積極的に取り組まれたと存じます。しかし現状の地盤沈下はあってその

被害は甚大な状況と認識するところであります。地盤沈下。このままであれば地盤沈下は、

やがては全市に及ぶ問題になるとも危惧されます。地下水が克雪のための融雪手段として最

も有効であることは誰しも認めるところであります。今議会では産業建設委員会でも現地調

査を行い報告も受けています。当市の融雪施設に関係する地下水汲上と地盤沈下対策につい

て伺います。 

さらに地下水は重要な資源であるということも付け加えて１番、消雪施設に対する節水の

取り組みで節水システムの検証、検討ですね。それから研究も現状はどこまで今進んでいる

のか。２番、節水ルール作りが必要ではないかということ。それから３番、重要な施策課題

ゆえに、例えば仮称環境政策課等の新設も行い、取り組む必要があると思います。それには

表題の「地下水保全条例」の制定をまず提案をいたします。市長の所見を伺いたいと存じま

す。 

２ 「ゆとり教育」見直しについて 

次に２点目、「ゆとり教育」の見直しについてでありますが、これについては７番、１１番、

１５番議員から、ゆとり教育に関してはなんらかの質問があり、私のその質問の余地が大変

狭まっている、あるいはないような気もしていますけども、用意させていただきましたので

質問させていただきます。 

私の同級生には、誇れる２人の校長先生がおりました。３年ほど前に退職され、今はゆう

ゆう自適な生活を楽しまれております。小学校時代は１に遊べ、２に遊べ、そして３に遊べ

なんです。そういう中でありましたけれども、私の場合は小学校というのは友達を作るとこ

ろで、勉強するところではない、というような観念で６年生まで過ごしてしまったもんです

から、今になって思うと彼らは私の知らないところで大変な勉強をしたんだなあ、努力をし

たなあ、その結果だなあというより仕方がないわけですけども。某校長は、今の状況のくる

ことを３年前に私に見越してお話をしておられます。「文部科学省の強引とも言える方針転換

は、すぐに揺れださなければいいがな」ということ。「国の教育方針が変わるごとに、現場の

教師はその理解と変更後の指導に多くのエネルギーを必要とされ、一時的には混乱状態にな

るかもしれない」そう教えてくれました。 

小学生の３割、中学生の５割、高校生の７割が、授業が理解できていないというそういう

現状をふまえて、旧文部科学省の担当者は、知育教育からの脱却を図るために０２年度より

学習内容を３割減らしました。土曜日休みも導入したと。学校も週５日制にして生きる力を

つけさせるための総合学習の時間も導入した。が今回の見直しの背景には学力の低下が、国

際調査でわかったとそういう危機感があって、そういうことで、わずか３年。本当にわずか
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３年です。その間でゆとり教育は、揺れる教育ではないかと。教育路線変更に批判が集まっ

たことなどは、私は全然知らなかったわけですけれども、学力低下を危惧する声を、それは

違うと根拠なしだ、ということで強引な船出であったとも思われます。 

ゆとり路線が始まったのが７７年だそうです。今から２８年も前に議論されて実行された、

ということであります。しかし、その教育の結果が出る以前の段階での方針転換には、識者

の間でも賛否両論があります。文部科学省の要請で中央教育審議会がゆとり教育の全面的な

見直しが指摘されれば、手のひらを返したように基礎教科の重視を打ち出す。政策の揺れは

まさに振り子に例えられております。教育長の所見をここでお伺いしたいと思いますけれど

も。今回のゆとり教育が、私は良いか悪いかは別として、１として教育現場の戸惑いや不信

感はないのかと。さきほど南雲議員からも同じような質問がでてきておりましたけれども、

結局急な改革でですね事務事業の増大でベテラン教師であっても、研修や勉強の必要があり、

後輩の指導などはできない。そうも言われております。 

それから２番目として教職員の事務事業の増大等の心配はないか、について伺います。次々

に打ち出されるこういう問題に対して、教職員はその事務事業がどんどんと増えているとい

うことで学校訪問の時、いろいろとお話をいただくわけですけれども、そのたびに、「ストレ

スそういうものも大変今は溜まっているんだ」とそういうようなことでお話を賜っておりま

す。しかしどんなことがあっても、教師は子供が目の前にいる限り逃げることができない。

というようなことで、大変な疲労があるんではなかろうかということで、その学校現場の認

識というものを教育長に伺いたいと存じます。以上です。 

○議   長  予めおことわりを申し上げますが、５番議員の質疑に対する答弁が終結す

るまで審議を継続します。 

○市   長  大久保議員の質問にお答えいたします。２番目のゆとり教育については、

当然でありますけれども教育長の方から答弁させますのでお願いいたします。 

１ 克雪に対処する「地下水保全条例」の制定について 

克雪に対する「地下水保全条例」の制定ということであります。ご承知のように旧六日町

の地盤沈下、これは年間の沈下量で全国１位を何回も経験をしたところでありますし、観測

監視以来最大で８０センチメートル。これは確か六日町中学のところだと思うんですけれど

も階段を３つくらいたしたわけですので記録されているところであります。ここ最近では少

雪傾向でありましたので、沈下はそう大きくありませんでしたけれども、２センチメートル

前後は平均して下がっているという状態であります。 

この地盤沈下の特性、これは今までいろいろ研究してまいりました。まだ２説ありまして、

１説にはこのいわゆる旧六日町の今、地下水保全区域ですかね、規制地域といいますかここ

だけの問題だとおっしゃる学者の方と、そうでなくてこれはもうある意味で魚沼全体がどん

ぶりだと。だからここで汲上をしすぎると、他にも影響するぞと、こういう２説があります。

まだそこの辺はよくわかっておりませんけれども、こういう説もありますので、当然南魚沼

市全域を考えた対策を、やはり考えておかなければならないだろうと、そういう思いであり
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ます。 

これは市では地盤沈下区域、および周辺区域において国県道市道の消雪パイプ、これは集

中管理システムをやっております。また、平成７年度から一部の地域から魚野川の水源利用

しての流雪溝。流雪溝の築造等で地下水の節水には努めておりますけれども。ご提案の条例

制定の件でございますが、塩沢町との合併の関係もありまして、担当課では１０月までに現

在の条例規則などの見直しを全部行う予定で作業を進めております。４月から庁舎内に関連

する各課の係長クラスの参加を得て、見直しの委員会を始める予定でありますのでまた、よ

ろしくお願いしたいと思っております。 

私はこのいわゆる地盤沈下という問題につきまして、壮大であるかどうか夢がありまして、

地下水を使うことは使う。これはもう地下水以外に安価な消雪方法はないという考え方であ

ります。今のところはですね。沈下をおこさないためにはどうすればいいのかということを

考えますと、やはり中水道といいますか、消雪用の水道を敷設することだと。その水源は当

然地下に求めなければならないわけですけども、夏場等にたん水をさせておいてその水を使

う。そして不足した場合は、どこか沈下しないと思われるような区域からの大口径のポンプ

でそこに保水をしていくという方法で、料金は今それぞれ家庭で使っていらっしゃるポンプ

の電気代一冬通常ですと５～６万円じゃないですかね。今年みたいになりますと１０万、２

０万円となるのかもわかりません。料金的にはその程度の範囲の中で抑えるようなことがで

きれば。ただ、これはやはり地盤沈下が災害だということを国からきちんと認定をしてもら

わないとなかなかできる問題ではありませんので、今その訴えをしているところでありまし

て、先に触れましたが北陸地方整備局の道路問題懇談会の際にもそういうことをきちんと考

えてももらいたいということをまた申し上げてきました。それを実現させればある意味で地

盤沈下という問題。地下水は利用しますけれども夏冬平均に使えるわけですので、また大量

に一度に使うというとにかくこれが沈下の原因ということははっきりしていると思いますの

で、その辺をうまく緩和ができれば、ということで今の体制も補佐に、そういうことをとに

かく研究しろということでやっております。 

次に（仮称）環境政策課のご提案でございますけれども、環境セクション、これは今まで

のご質問にもありますように、大変重要なまた問題になってきております。そういう中で特

にそしてある意味で、末端自治体に相当業務量それらも付加をされてくるというところであ

りますので、ますます専門性が必要になってきますし、その対応をきちんと予測した組織体

制を模索していかなければならないと思っております。 

広域連合のもし解散が実現しますと、これはもう焼却炉の面から含めてのおおがかりな環

境部門ということになりまして、これは湯沢さんが現在検討しておりますけれども了解をい

たしますかどうですかちょっとわかりませんが。それらを見据えながらこの環境政策課にな

りますか環境政策部になりますか。非常に組織的には今ほど申し上げましたように広域連合

が解散するとでかい組織になりますので、とても課で対応できる問題ではない。そういう中

ではまた部制も考慮しながら、きちんとした対応をとってまいりたいと思っておりますので
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よろしくお願い申し上げます。 

○教 育 長  ２ 「ゆとり教育」見直しについて 

ゆとり教育につきましていろいろご質問の中でご意見を承りました。私も基本的な認識に

おきましては、全く同感であります。そもそもこの前回のいわゆるゆとり教育というふうな

ことで始まります、滑り出す時においてもいろいろ賛否両論ある中で、こっちの方向に舵を

切ったわけでありましたが、それがわずか３年でまたもう一回全面的な見直しを文部科学大

臣が中央教育審議会に要請するということでありまして、現場もほとほと困っているだろう、

というふうには思うところであります。 

しかし、南雲議員の質問に対しても答弁申し上げましたが、またこれは議員の質問の中で

もあった言葉でありましたが、学校は子供たちや保護者の前に決してそういう不安とか動揺

とか見せるわけにまいりませんので、内心ではいろいろ感想を持っておるだろうと思います

けれども、表面的には動揺せずに対応してくれるものだろうというふうに信じております。

ただ、教育委員会といたしましては、そういう心の中には不安、感想、いろいろお持ちだろ

うということをふまえた上で、やはりできる限りの対応をとっていきたいと思っております。

それから国の方でいろいろ改革を打ち出しますと特に新潟県の教育委員会は敏感に反応いた

しまして、各学校にいろいろな指導がおりてまいります。指導がおりてまいりますと学校で

は、その指導に沿ったいろいろな計画作りを一からやり直します。これがまた本当に細かい

チェックを入れられますので、一つの計画ができ上がるまでに学校としては非常に多くの会

議を持ったりというふうになります。これが通例でありました。ですので今回もそういうこ

とにならなければいいなと思っておりますし、今ほどの言葉と関連しますけれども、教育委

員会として応援ができる部分は最大限の応援をしてまいりたいと、このように考えていると

ころでございます。 

○大久保栄一君  １ 克雪に対処する「地下水保全条例」の制定について 

市長の基本的な姿勢というのは、大変私も評価させていただきたいと存じます。今後、こ

の近くの長岡市、上越市、等々においては非常に地盤沈下にやはり過敏になっております。

過剰なほどに過敏になって一生懸命取り組んでおられると。というのが私も目の当たりにし

ております。そういう中で、進化する消雪パイプということを念頭に置いて、地下水保全は

必ずそのやり方によっては、地盤沈下を止められるんだという基本。それを打ち出していた

だいて、そのためにはいろいろ節水のルール作り、そういうものもどんどんどんどん。先ほ

ど申し上げましたけれども、一建設課だけでは、これはできない問題だろうと。河川の問題

から、それからごくになれば私もよく言うんですけども汲み上げた量の水を、その３分の１

でも３分の２でも地下に返してやればいいじゃないかと、私はそういう考え方なんです。そ

れによって東京あたりでそういうことをやってしまうと、東京駅が浮いてしまうとか、いろ

いろの問題があります。しかしながらこの辺はそういう問題がありませんので、地質の問題

もありますけれども、とにかくその水はできる限り汲み上げたらまた返してやると、そうい

うこと。これが私は基本ではなかろうかと思っております。 
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それと、いかにその節水ルール作りが今後大事かというような気がしております。という

ことは、そのルールの中に搬水量をやっぱりある程度制限をした中でやることは、これは私

は基本だと思います。そして消雪面積が一定の割合の場合は、水量調節弁の設置とか、細か

いことになります。専門的なことになりますけども、そういうものも設置しなければならな

いだろうと。 

それから大口利用者に水量の測定器の設置、そういうものも義務つける必要がある。それ

でそれを管理する管理者の選任とか、そういうものも今後大事になってくるだろうと思って

おります。それから水位の大幅低下には、やはり地盤沈下注意報、警報の発令、これはエフ

エム雪国ですか、放送を聞いておると今回の冬、大変な水位の低下がありましたので、皆さ

ん協力してくださいよ、というようなお話も私も聞いておりますので素晴らしいことやって

おられるなと思っております。けれども皆さんが守らなければどうしようもないということ

ですから、守られるような節水ルールを一つ作るということが、私は大事ではなかろうかと

思います。さらに守られなかった場合どうするということになりますけれども、そこまで踏

込むということが大事だろうと思います。ルールが守られない場合は指導やもちろん勧告を

行うほか、悪質業者には、審議会等に諮って氏名を公表すると、それくらいの強い姿勢が必

要ではなかろうかと思っております。 

１０月には、先ほど市長もお話いただきましたけれども、塩沢町も加わって同じ土俵でこ

の地盤沈下防止対策についても、大きな力を持って挑戦できると、取組みができると、そう

いうことであります。地盤沈下が日本一の汚名返上、これをひとつ目指して、他の自治体か

ら視察が来るような地盤沈下を止めたと。旧六日町、南魚沼市はたいしたものだというよう

な市に、私はしたいと願っております。先ほどの、「別の意味で全国で有名になるようなこと

でがんばりたい」というような同僚議員に、その返答が答弁をいただいておりますので、こ

の問題についてはまだ長い時間かかると思いますけれども、市長のトップダウンに期待した

いと思っておりますので、もう１回ひとつ強い所信を伺いたいと思っています。 

○市   長  ２ 「ゆとり教育」見直しについて 

ありがとうございます。一番懸案事項であります、旧六日町時代から。いろいろの取り組

みをやってまいりましたけれども、やはりなかなか根本的な解決には至らないということで

あります。今おっしゃっていただいたようにこの新しいルール作り、そして根本的な解決法

という方向でいかなければだめだと思っておりますので、私もとにかくトップダウンという

ことではありませんけれども、一生懸命職員と一緒になって。 

長岡のどこかのメーカーでしたか、今までの感知器より水量が２分の１で済む、電気代も

２分の１で済むとか。あれはやっぱり路面を見せるんだそうです。今こちらにあるやつは雪

が降れば作動する。路面に雪があってもなくても水が出るという。そういうことでシャーベ

ット状になるまでぐらいは水が出ない。そういう新しい機器もありまして早速調査をさせて

いるところであります。ありとあらゆる方法を考えながら何とかこの問題に、いずれは終止

符を打ちたいと思っておりますので、またご指導よろしくお願いいたします。 
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○大久保栄一君  終わります。 

○議   長  以上で５番・大久保栄一君の質問を終わります。 

お諮りします。本日の会議はこれで延会したいと思いますがご意見ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって本日はこれにて延会とすることに決定いたしました。 

次の本会議は３月１４日午前９時３０分から当議事堂で開きます。大変ご苦労さまでした。 

（午後５時１０分） 

 

 


